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この手引きに繰り返し出てくる用語 

 この手引きでは用語を次のとおり使用しています。 

 

≫「経済連携協定（EPA）」 

  物品やサービスの貿易のみならず、人の移動、知的財産権の保護、投資、ビジネス環境の整備、

競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携を促進し、二国間又は多国間での親密な関係強化

を目指す条約を指します。 

（※日ベトナム間の投資については、EPA ではなく投資協定（BIT）に規定されています。）  

 

≫「交換公文」 

2012 年４月１８日に日本政府及びベトナム政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉

士の入国及び一時的な滞在に関する書簡を指します。この交換公文は、日・ベトナム EPA の規

定に基づく両国政府間の協議の結果を踏まえ、日本・ベトナム両国間での看護師・介護福祉士候

補者の受入れに関する基本的な枠組みなどについて定めています。 

 

≫「国際厚生事業団（JICWELS：ジクウェルズ）」 

  EPA 又は交換公文に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士

候補者の受入れあっせんを行っている日本唯一の受入れ調整機関をいいます。 

 

≫「送り出し調整機関」 

  EPA 又は交換公文に基づき、候補者となることを希望する者の応募など送り出しの事務を行

う政府機関。具体的には、DMW（ディーエムダブリュー：フィリピン移住労働者省）、P2MI（ピ

ーツーエムアイ：インドネシア移住労働者保護省）、DOLAB（ドラブ：ベトナム内務省海外労働

管理局）のことをいいます。 

 

≫「P2MI（ピーツーエムアイ：インドネシア移住労働者保護省）」 

  インドネシアとの EPA に規定されているインドネシア唯一の送り出し調整機関です。 

 

≫「DMW（ディーエムダブリュー：フィリピン移住労働者省）」 

  フィリピンとの EPA に基づくフィリピン唯一の送り出し調整機関です。 

 

≫「DOLAB（ドラブ：ベトナム内務省海外労働管理局）」 

  交換公文に規定されているベトナム唯一の送り出し調整機関です。 

 

≫「就労希望者」 

  EPA 又は交換公文に基づく看護師・介護福祉士候補者として、受入れ施設での就労を希望す

るインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人をいいます。 

 

≫「採用予定者」 

 JICWELS の紹介に基づき受入れ機関との間で雇用契約を締結し、所定の研修を修了した後に、

雇用契約に明示された受入れ施設で就労する予定のインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人

をいいます。 

 

≫「看護師・介護福祉士候補者」又は「候補者」 

EPA 又は交換公文に基づき、JICWELS が紹介した受入れ機関と締結した雇用契約に明示され

た受入れ施設において、研修責任者の監督の下で日本の看護師・介護福祉士資格を取得すること

を目的とした研修を受けながら就労するインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人をいいま
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す。なお、「看護師・介護福祉士候補者」又は「候補者」は、資格取得前の者として、就労希望者、

採用予定者を含めて、広義の意味で使用する場合があります。 

 

≫「特例候補者」 

滞在期間の最終年度（看護師候補者は入国から 3 年目、介護福祉士候補者は入国から 4 年目）

に受験した国家試験に不合格になったフィリピン人・ベトナム人候補者のうち、協定外の枠組み

として、滞在期間を特例的に 1 年間延長することを認められた候補者をいいます。特例には、一

定の要件がありその内容は、当該年度の国家試験の合格発表後に厚生労働省告示で定められます。 

なお、インドネシア人候補者については、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国

との間の協定を改正する議定書（以下、「日尼 EPA 改正議定書」といいます。）の発効後、従来の

特例滞在延長の手続きを経ずに、滞在期間が最大５年間となります。発効日やインドネシア人の

特例的な延長などについては、決まり次第、JICWELS ホームページでお知らせします（2026 年

2 月時点）。 

 

≫「EPA 看護師」 

EPA 又は交換公文に基づき日本の看護師国家資格を取得したインドネシア人、フィリピン人及

びベトナム人をいいます。 

 

≫「EPA 介護福祉士」 

EPA 又は交換公文に基づき日本の介護福祉士国家資格を取得したインドネシア人、フィリピン

人及びベトナム人をいいます。 

 

≫「受入れ希望機関」 

看護師・介護福祉士候補者あるいは EPA 看護師又は EPA 介護福祉士を受入れ施設へ受け入れ

ることを希望する日本国内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいいます。 

 

≫「受入れ予定機関」 

 JICWELS の紹介に基づき看護師・介護福祉士候補者との間で雇用契約を締結し、日本語等研

修の修了後※に、受入れ施設へ受け入れることを予定している日本国内にある医療法人、社会福

祉法人等の公私の機関をいいます。 

※インドネシア人及びフィリピン人候補者の日本語研修免除者の場合は、訪日後 7 日間程度の

看護又は介護導入研修の修了後。 

 

≫「受入れ機関」 

看護師・介護福祉士候補者あるいは EPA 看護師又は EPA 介護福祉士を受け入れている日本国

内にある医療法人、社会福祉法人等の公私の機関をいいます。 

 

≫「受入れ施設」 

看護師・介護福祉士候補者あるいは EPA 看護師又は EPA 介護福祉士を就労させている施設を

いいます。 

 

≫「訪日前日本語研修機関」 

候補者の訪日前の日本語研修を実施する機関をいいます。2027 年度に入国するインドネシア

人、フィリピン人候補者を対象とする日本語研修の実施機関は外務省により決定された日本語研

修機関（独立行政法人国際交流基金の予定）となっており、ベトナム人候補者を対象とする同研

修の実施機関については、株式会社明光ネットワークジャパンとなっています。 
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≫「訪日後日本語研修機関」 

候補者の訪日後、受入れ施設での就労を開始する前の日本語研修を実施する機関をいいます。

2027 年度に入国するインドネシア人、フィリピン人 及びベトナム人候補者を対象とする日本

語研修の実施機関については、外務省または経済産業省によって決定される予定です。 
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求人登録された受入れ希望機関は JICWELS と職業紹介契約及び受入れ支援契約を締結します。 

 提出書類：①職業紹介に関する契約書【JICWELS 様式 8】  

      ②受入れ支援に関する契約書【JICWELS 様式 11】 

 I.申請から受入れ開始まで  

１．受入れ開始までの流れ（概要） 

  

 

  

 
JICWELS が求人登録申請を行った受入れ希望機関の要件確認を行います。 

EPA 介護福祉士候補者の受入れを希望する機関は、JICWELS に求人登録申請を行います。 

※2027 年度求人登録申請専用システム（https://jicwels.net/fac/Account/Login/） 

 から受付期間内のアカウント取得が必要になります。 
提出書類：①求人登録申請書【JICWELS 様式 1-1】 

     ②求人票【JICWELS 様式 2-2】 

     ③受入れ施設説明書【JICWELS 様式 3-2】 

     ④介護研修計画書【JICWELS 様式 4-2】 

     ⑤研修実施体制説明書【JICWELS 様式 5】 

     ⑥研修責任者職歴証明書【JICWELS 様式 6-2】 

      又は介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し※ 

       ※本書類は研修責任者の介護業務期間が 5 年未満の場合、提出が必要 

     ⑦研修責任者の介護福祉士登録証の写し 

     ⑧同等報酬を確認できる書類（就業規則、賃金規定及び賃金台帳の写し等） 

     ⑨最新の指定（更新）通知書の写し 

      （同一敷地内において一体的に運営されている施設及びサテライト型施設の場合は本体施設も提出必要） 

     ⑩（サテライト型施設の場合） 

      本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、移動方法及び移動時間、従業者

の連携状況のわかる資料 

受入れ希望機関の要件確認 （P13） 

求人登録・職業紹介契約締結・受入れ支援契約の締結 （P13） 

求人登録申請 （P10） 
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JICWELS が求人登録された受入れ希望機関の求人情報を送り出し調整機関に提供します。 

 
送り出し調整機関が就労希望者の募集・審査・選考を行います。  

 
日本語研修機関が訪日前および訪日後に候補者に対して日本語研修を実施します。 
JICWELS が訪日後研修期間中に介護導入研修を実施します。 

 

  

 

 
マッチングが成立した受入れ希望機関及び就労希望者は、同意の後、雇用契約を締結します。 

 提出書類：①マッチング結果同意書 

      ②雇用契約書【JICWELS 様式 10-2】 

求人情報の提供 （P14） 

 
JICWELS は受入れ希望機関及び就労希望者の希望をとりまとめ、マッチングを実施します。 

 提出書類：受入れ意向表 

 
JICWELS が送り出し調整機関が選考した就労希望者の面接等を行います。 

この際、希望する受入れ希望機関については、就労希望者に直接、仕事内容や労働条件の説明を行

う現地合同説明会に参加できます。 

マッチング （P18～20） 

就労希望者の募集・審査・選考 （P14） 

JICWELS による面接、受入れ希望機関による現地合同説明会（P15～16） 

雇用契約の締結 （P20） 

日本語研修・介護導入研修など (P24～28) 

受入れ施設における就労・研修へ 

5



 
 

  

介護福祉士候補者の就労あっせんの流れ（イメージ） 

受入れ調整機関 
（国際厚生事業団 

（JICWELS）） 

送り出し調整機関 
（DMW, P2MI, DOLAB） 

①受入れ機関の募集 

 受入れ機関の要件を満たす受入れ

希望機関を選定。 

 

④受入れ希望機関に代わって就労 

希望者に面接を実施。希望する受

入れ希望機関による 

合同説明会の実施。 

 

②就労希望者を募集 

要件を満たす就労希望者を選定。 

 

③JICWELS に就労希望者のリスト

を提供。 

⑥(1)受入れ希望機関（施設）に 

就労意向表を提供。 

 (2)受入れ希望機関（施設）から 

受入れ意向を回収。 

⑤就労希望者の就労意向を 

把握し、JICWELS に提供。 

⑦受入れ・就労意向表によりマッ 

チングを実施。 

マッチング同意の取付け。 

必要に応じて第二次マッチング 

まで行われることがあります。 

 

⑧双方の最終的な意思確認の上、雇用契約を締結。 
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２. 受入れの要件 
経済連携協定等に基づいて来日する EPA 介護福祉士候補者の受入れ機関には、国家資格取得に

向けての研修が受入れ施設の責任において適切に実施できるよう受入れ施設としての要件が設け

られております。また、日本人と同等の処遇が確保されるよう介護福祉士候補者との間で締結する

雇用契約にも一定の要件が設けられています。 

介護福祉士候補者の受入れ要件は以下の通りです。受入れ希望機関は、事前に要件をご確認のう

え、JICWELS に求人登録申請を行ってください。 

 

 
受入れ機関・施設の要件 

介護福祉士候補者の受入れにあたっては、以下の（1）～（7）の要件を満たしていなければなりません。 

 

（1）受入れ機関・施設の要件 

介護福祉士候補者の受入れ施設は、下記「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」に掲げる介護施設であり、

次の①から⑥の要件を満たしていなければなりません。また、この際、「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要

件」の 1～5の施設については定員が 30名以上、6～9の施設については、当該介護施設の本体施設の定員が 30 名

以上、10～15の施設については、1～9の介護施設と同一の敷地内において一体的に運営されているものであるこ

とが必要です。 

 

①受入れ施設において介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていること。 

②受入れ施設において介護職員の員数が、法令に基づく職員等の配置の基準（以下「配置基準」という。）を満た

すこと｡（※1※2※3） 

③受入れ施設において常勤介護職員の 4 割以上が介護福祉士の資格を有する職員であること。 

④受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師

又は EPA介護福祉士の受入れについて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがないこと。

また、過去 3 年間に、外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。 

⑤受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師

又は EPA介護福祉士の受入れについて、受入れ機関に義務付けられた(5)の報告を拒否し、又は不当に遅延した

ことがないこと。 

⑥受入れ機関において、過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者、EPA 看護師

又は EPA介護福祉士の受入れについて、（6）の巡回訪問の際に求められた必要な協力を拒んだことがないこと。 
 

（2）研修の要件 

介護施設における研修は、以下の①～④の条件を満たしていなければなりません。 

 

①研修内容は、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画（※4）が

作成されていること。 

②介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等、研修を統括する研修責任者、並びに

専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介

護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。（※5） 

③研修責任者は、原則として、5 年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とするこ

と。なお、研修責任者には、5 年以上介護業務に従事した経験がなくとも、介護福祉士実習指導者講習会を修

了し、かつ、介護福祉士の資格を有する者を配置することもできる。 

④日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。 

 

（3）雇用契約の要件 

（1）の介護施設を設立している受入れ機関と介護福祉士候補者との雇用契約は、日本人が従事する場合に受ける報酬

と同等額以上の報酬を受けることを内容としなければなりません。（※6） 

 

（4）宿泊施設の確保等 
介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し（※7）、かつ、介護福祉士候補者の帰国費用の確保等帰国担保措置を講じ

ていなければなりません（※8）。 
 

（5）報告 

  JICWELSを通じて、地方出入国在留管理官署や厚生労働省に対して、所要の定期報告と随時報告を行うこと。 
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～ 介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件 ～ 

 

１：児童福祉法に規定する障害児入所施設 

２：生活保護法に規定する救護施設又は更生施設 

３：老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 

４：介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する特定施設入居者生活介護（外部サービス

利用型特定施設入居者生活介護を除く。）若しくは同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規

定する介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）を

行う施設（老人福祉法に規定する養護老人ホームを除く。）又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若し

くは介護医療院 

５：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設又は福祉ホーム 

------------------------------------------------------------------------------------- 

６：養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型養護老人ホーム 

７：特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型居住施設 

８：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に規定するサテライト型小規模介護老人保

健施設 

９：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定するサテライト型特定施設 

------------------------------------------------------------------------------------- 

１０：児童福祉法に規定する児童発達支援を行う施設又は障害児入所施設 

１１：生活保護法に規定する救護施設又は更生施設 

１２：老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホ

ーム 

１３：介護保険法に規定する指定居宅サービスに該当する同法に規定する通所介護、短期入所生活介護、通所リハ

ビリテーション、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型特定施設入居

者生活介護を除く。）、同法に規定する指定介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防短期入所

生活介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居

者生活介護（外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）、同法に規定する基準該当居

宅サービスに該当する通所介護若しくは短期入所生活介護、同法に規定する基準該当介護予防サービスに

該当する介護予防短期入所生活介護、同法に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法に規定する

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入

居者生活介護、同法に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法に規定する介護予防認知

症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護若しくは同法に規定する第一号通所事業を

行う施設（老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び養護老人ホームを除

く。）又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院 

１４：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち短

期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援若しくは同法第七十七条第一項第九号の

事業に相当する事業を行う施設又は同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター若しくは福祉

ホーム 

１５：その他 10～14までに類する通所サービスを提供する施設 

 

 ただし、1～5 の施設については定員が 30 名以上であること、6～9 の施設については、当該介護施設の本体施

設の定員が 30 名以上のものであること、10～15 の施設については、1～9 の介護施設と同一の敷地内において一

体的に運営されているものに限る。 

（6）巡回訪問への協力 

JICWELSによる巡回訪問について必要な協力を行うこと。 

 

（7）JICWELS からの助言を踏まえた改善措置の実施 

(5)の報告の内容や(6)の巡回訪問の結果を踏まえた、JICWELSによる助言に従って必要な改善を行うこと。 
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※1 算定要件等 

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等と

みなして差し支えありません。 

（イ)受入れ施設において就労を開始した日から 6 か月を経過した介護福祉士候補者 

（ロ)受入れ施設において就労を開始した日から 6 か月を経過していない介護福祉士候補者であって、

事業者が、当該介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研

修責任者等の意見等を勘案し、当該介護福祉士候補者を人員配置基準において職員等とみなすことと

した者 

（ハ)日本語能力試験において N1 又は N2（2010 年 3 月 31 日までに実施された日本語能力試験の場合は

1 級又は 2 級）に合格した介護福祉士候補者については、配置基準上、職員等として算定する取扱い

としています。 

ただし、（ロ）に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと。 

ア  一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること 

イ  安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施す

る体制を整備していること 

※2 介護福祉士候補者の夜勤への配置について 

上記 (イ)、（ロ）、（ハ）を満たす介護福祉士候補者は、夜勤の最低基準においても職員等として算

定する取扱いが認められますが、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっ

ては、 

・「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」又は「緊急時のために介護福祉士候補者以外の      

介護職員等との連絡体制を整備すること」 

・候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとされていま

す。 

※3 認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて 

人員配置基準上、従業員の員数として算定される従業員かつ直接介護に携わる可能性がある者につい

ては、在留資格に関わらず認知症介護基礎研修の受講の義務づけの対象とされており、EPA 介護福祉士

候補者(※注)も対象となります。なお、介護保険対象外の施設の職員は受講義務づけの対象外ですが、受

講しても差し支えありません。 
（※注）介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修等を含む所定の研修修了者や日本の医療・福祉系の資格を有する者は義務

づけの対象外です。 

※4 介護研修計画は、研修が効率的に行えるよう、介護施設の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研

修時間の確保、通信教育の利用、介護福祉士養成施設や福祉系大学での就学、地域の研修機会の活用等

に配慮し策定するとともに、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容としてください。 

※5 「研修責任者」は介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者

を、また「研修支援者」は介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技能に関する学習の支援、日本

語学習の支援、生活支援等に当たる者をいいます。「研修支援者」は、上記の支援の分野ごとで複数名

配置すること、あるいは支援の分野を兼ねて配置する必要があります。また、「研修責任者」がこれを

兼ねることもできます。 

※6 介護福祉士候補者が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける」かどうかは、

介護福祉士候補者を受け入れる介護施設において、当該介護福祉士候補者と同様の職務に従事する日

本人介護職員と比較するものです。 

※7 候補者の宿泊施設の確保の仕方としては、職員寮のほか、賃貸住宅を手配しても構いません。また、

家賃は、実費の範囲内で候補者に負担させることができますが、求人票（受入れ施設説明書）の敷金や

礼金等の支払いも含めた本人の負担額記載欄に、その旨をご記載ください。宿泊施設の確保において

は、候補者のプライバシーの確保が難しい住環境（受入れ施設内の宿直部屋、空き部屋等）は避け、候

補者の文化・習慣、プライバシーに十分配慮した適切な住居の確保をお願いいたします。 

※8 候補者の帰国旅費の負担について 

（1）候補者の帰国費用の確保等帰国担保措置は、法務省告示で定める受入れ機関の要件です。また、

候補者との雇用契約書においては、雇用契約終了の際の候補者の帰国費用は、雇用契約の終了の原

因が候補者の重大な責に帰する場合を除き、受入れ機関が負担することとされています。国家試験

に合格しなかったことは、候補者の重大な責に帰する場合には該当しません。「候補者の重大な責

に帰する場合」とは、例えば候補者が受入れ機関の就業規則に基づく懲戒解雇にあたるなどの場合

が想定されます。このように、原則として帰国の際の最終的な帰国旅費の負担の責任は、受入れ機

関となります。 

（2）候補者が国家試験合格後に帰国する場合については、候補者が在留資格を EPA 看護師又は介護福
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祉士に切り替えるまでは、候補者として取り扱われますので、この場合の帰国旅費は受入れ機関の

負担となります。 

（3）候補者の帰国前後には、未支給分の給与や税金の精算等の手続きが必要です。詳細につきまして

は、JICWELSまでお問い合わせください。  
 

注意：受入れ開始後の要件の維持  

  受入れ機関は、介護福祉士資格取得を目的とした適切な研修を行うという観点から、求人登録

申請時のみならず、介護福祉士候補者の受入れ期間中、要件を満たしている必要があります。 

受入れ機関は、介護福祉士候補者の受け入れ後、受入れ機関の要件の遵守状況を、JICWELS

に定期的に報告する必要があります。ご報告いただいた遵守状況は、厚生労働省や法務省へ提出

いたします。 

 

３．求人登録 

求人登録とは、受入れ希望機関が、JICWELS が年に一度実施する、候補者の受入れ希望機関の

募集に対して申請を行い、JICWELS による要件確認を経て、受入れ希望機関としての登録を行う

ものです。受入れ希望機関の求人情報は、送り出し調整機関を通じて、就労希望者に提供され、マ

ッチングの際に就労希望者が就労・研修希望先を決めることなどに活用されます。 

 

注意：JICWELS への求人登録が必要です  

経済連携協定及び交換公文の枠組みにおいて、JICWELS は、受入れ希望機関と就労希望者との

雇用関係の成立をあっせんする日本側の唯一の受入れ調整機関と位置づけられています。したがっ

て、JICWELS 以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者によるあっせんの場合、後に必要となる

査証の発給や在留資格の許可がなされませんので、介護福祉士候補者の受入れ希望機関は全て、

JICWELS に求人登録を行う必要があります。 

 

（１） 求人登録申請 

＜手続き＞ 

受入れ希望機関は、下記の2027 年度求人登録申請専用システムを通して、求人登録申請受付期間内

に申請アカウントを取得の上、求人登録申請を行ってください。 

 

2027 年度求人登録申請専用システム： 

https://jicwels.net/fac/Account/Login/ 

 

＜提出書類＞ 

求人登録申請を行う際、次の書類が必要です。提出書類は返却いたしませんので予めご了承くだ

さい。 

求人登録申請システムに入力後、すべての提出書類がアップロードされていれば「申請確定」ボ

タンを押下した時点で求人登録申請手続きは完了となりますので、郵送は不要です。 

全ての書類をオンライン上で提出する場合の申請期限は 2026 年 4 月 8 日（水）17:30 とな

ります。提出書類の提出方法に「郵送」を選択した場合（書類の一部を郵送する場合）は、該当書

類を提出期限（2026 年 4 月 8 日（水）17:00 必着）までに郵送いただく必要がありますので、

ご注意ください。 

求人登録申請書類に著しく不備のあるものや、受付期間を過ぎて提出されたものは受理すること

ができませんので、ご留意ください。 
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① 求人登録申請書【JICWELS 様式 1-1】・・・・・・・・・・・・・・・・P81 

② 求人票【JICWELS 様式 2-２】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P82 

③ 受入れ施設説明書【JICWELS 様式 3-２】・・・・・・・・・・・・・・・P83 

④ 介護研修計画書【JICWELS 様式 4-２】・・・・・・・・・・・・・・・・P92 

⑤ 研修実施体制説明書【JICWELS 様式 5】・・・・・・・・・・・・・・・・P97 

⑥ 研修責任者職歴証明書【JICWELS 様式 6-２】・・・・・・・・・・・・・・P100 

⑦ 研修責任者の介護福祉士登録証の写し 

※研修責任者の介護業務期間が 5 年未満の場合、介護福祉士実習指導者講習会の修了書の写

しも添付してください。 

⑧ 同等報酬を確認できる書類（就業規則、賃金規定及び賃金台帳の写し等） 

⑨ 最新の指定（更新）通知書の写し（同一敷地内において一体的に運営されている施設及びサ

テライト型施設の場合は本体施設も提出必要）。サテライト型施設で受入希望の場合で、指定

書にサテライト型施設であると記載がない場合は、サテライト型施設である旨、指定を受け

た際の申請書の写しを提出してください。 

⑩ （サテライト型施設の場合）本体施設の概要、本体施設との間の移動経路（パンフレット等

でわからない場合は別紙で地図を記載）、移動方法及び移動時間、従業者の連携状況のわかる

資料 

※その他、要件確認を行う上で必要な資料を追加でご提出いただく場合があります。 

 

 

 

なお、求人登録申請を行った機関には、JICWELS に求人申込手数料をお支払いいただきます。

求人申込手数料の金額は、64 ページ 「Ⅲ 1.国際厚生事業団へのお支払い」を参照ください。 

 

注意：求人情報は正確に記載を  

求人登録申請時に申請された求人情報等は、候補者が受入れ施設で就労を開始した後の労働条件

や研修内容を示すものであり、候補者はこの求人情報等を参考に就労意向のある受入れ希望施設を

選択します。求人登録申請の際に提示した労働条件や、研修体制（研修時間等）を候補者に対して

不利益となる形に変更し、求人登録申請の際に提示した内容を履行しないことは、厚生労働省告示

に定める受入れ施設要件の「虚偽の求人申請」に該当する場合があります。「虚偽の求人申請」に該

当した場合、当該受入れ施設は 3 年間の受入れ停止及び現在受入れ中の候補者の受入れ機関変更

の対象となります。求人登録申請時には、必ず実際に履行する内容を記載していただきますようお

願いいたします。 

 

注意：日本人と同等額以上の報酬を  

 EPA 介護福祉士候補者の報酬については、施設内で同様の職務に従事する日本人職員の報酬と

同等額以上の水準とする必要があります。受入れ機関の給与規程において、年齢・学歴に応じた給

与の設定が規定されている場合には、介護福祉士候補者に対しても、その規定が同様に適用されま

す。 

 

＜郵送を選択した場合の提出先＞ 

〒104-0061 

東京都中央区銀座 7ー17ー14 松岡銀七ビル 3 階 

公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部 あっせん室 

※必ず、封筒に求人登録申請書類在中と明記の上、ご郵送ください。 
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注意：正規の受入れ手続きに沿った対応を  

本制度において求人者または求職者に対して、マッチングに有利になると言って金銭を要求する

ことはありませんので、ご注意ください。本制度では、受入れ調整機関（JICWELS）と送出し調

整機関が、政府の管理の下で両者が結んだ約束に基づいて行う正規の送出し・受入れ手続きに沿っ

て、受入れていただきます。この枠外で、金銭的負担等をしたことにより選考過程において優遇さ

れることはありませんので、こうした勧誘にはご注意をいただくようお願いいたします。 

また、我が国においては、有料職業紹介事業者が国外にわたる職業紹介をする場合、求職者に対

して渡航費用等を貸し付けた求人者に当該求職者を紹介してはならないこととなっております。受

入れ希望機関が候補者に対して何らかの金銭の貸し付けがあることが確認された場合、本制度によ

る受入れはできませんのでご注意ください。  

 

注意：求人数の上限と下限  

受入れ施設が 1 年間に受け入れることができる介護福祉士候補者の数については、介護福祉士

候補者のメンタルヘルスケア、研修の適正な実施体制の確保の観点から、原則として 1 か国につ

き、それぞれ 2 名以上５名以下とします。 

ただし、2025 年度に受け入れた同国出身の候補者が引き続き就労している施設、又は 2026

年度に同国出身の候補者を受け入れる予定の施設、もしくは同国出身の EPA 介護福祉士が就労し

ている施設の場合、1 名のみの受入れ希望ができます。 

また、本体施設(a)、本体施設と同一敷地内で一体的に運営されている施設(b)、本体施設からみ

たサテライト型施設(c)、及び当該サテライト型施設との同一敷地内で一体的に運営されている施

設(d)については、一つの施設とみなして上記の条件を満たせば、1 名のみの受入れ希望ができま

す。ただし、この場合は、候補者のメンタルヘルスケア等の観点から、交流等を持てるように研修

計画を立てる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、受入れ希望施設がマッチング運用上の都合等により、2 名以上の介護福祉士候補者が確保

できなかった場合については１名のみの受入れができます。 

 

注意：複数の施設で就労する場合  

介護福祉士候補者の研修に資することを目的に、同一の候補者を同一機関内の複数施設で研修・

就労させる場合（例えば、受入れ開始後一定期間はある施設で研修・就労を行わせ、残りの期間は

異なる施設で研修・就労を行わせる場合）には、受入れを行う施設全てについて求人登録申請を行

い、それぞれの施設ごとの研修・就労期間、労働条件、研修実施体制、住居等を求人登録申請書類

に全て明記してください。研修・就労を行う施設及び期間は雇用契約書に明記されますので、雇用

契約書に定められている以外の施設及び期間で候補者を研修・就労させることはできません。 
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注意：就労予定施設は誤りなく入力を  

 就労する施設の名称や所在地等を誤って記載すると、別の施設等が指定されて上陸許可がなされ

てしまいます（23 ページ「Ⅰ ５（3）査証申請・発給から上陸許可まで」参照）。指定された受

入れ機関・受入れ施設以外での就労は、不法就労となります。 

 

（２）求人申込手数料のお支払い 

求人登録申請締切日までに求人登録申請の手続きを完了された受入れ希望機関（施設）には、求

人登録申請書に記載した求人申込手数料を JICWELS にお支払いいただきます。求人申込手数料の

金額は、64 ページ「Ⅲ １.国際厚生事業団へのお支払い」をご参照ください。 

求人登録申請締切日後、JICWELS より受入れ希望機関宛に求人申込手数料の請求書を郵送いた

しますので、請求書に指定する日までに請求書に記載の銀行口座に手数料をお振込みください。振

込手数料は、受入れ希望機関のご負担とさせていただきます。 

なお、この求人申込手数料は、求人登録申請締切日後に申請を取り下げた場合、求人要件確認の

結果、要件を満たさなかった場合、及びマッチング不成立又はマッチング成立後に受入れ施設若し

くは候補者が辞退したためなどにより、実際に介護福祉士候補者を受入れられなかった場合であっ

ても返却されませんので、ご了承ください。  

 

（３）受入れ希望機関の要件確認 

JICWELS において、求人登録申請書類の提出漏れ等の確認を行った後、受入れ機関の要件を確

認します。全項目について確認された段階で、受入れ希望機関として登録されます。仮に虚偽記載

等があった場合、雇用契約が認められなくなることや新規の受入れができなくなることがあります

ので、ご留意願います。 

確認結果は、JICWELS より書面にてご連絡いたします。その際、JICWELS に登録された受入

れ希望機関及び受入れ希望施設に対しては、7 桁の数字からなる固有の受入れ機関番号及び受入れ

施設ごとのマッチング番号をご連絡いたします。受入れ機関番号は介護福祉士候補者の就労開始後

も必要になります。また、マッチング番号は 2027 年度のマッチング時に必要となるものですの

で、それぞれ大切に保管してください。 

なお、求人登録後、受入れ希望施設と介護福祉士候補者双方の希望によってマッチングを行いま

すので、受入れ希望機関として JICWELS に登録された場合であっても、候補者を受け入れられな

い場合もありますので、ご了承ください。 

 

（４）職業紹介契約・受入れ支援契約の締結 

JICWELS に求人登録された受入れ希望機関（施設）は、JICWELS との間で「職業紹介契約」

及び「受入れ支援契約」を締結していただきます。 

「職業紹介契約」は、円滑で秩序ある職業紹介を行うために、JICWELS が行う職業紹介の基本

的内容や受入れ希望機関（施設）の費用負担、雇用契約書の提出、第三者に対する守秘義務の取扱

い等を受入れ希望機関（施設）と JICWELS の間で契約するものです。 

「受入れ支援契約」は、介護福祉士候補者との間でマッチングが成立した受入れ予定機関（施設）

と JICWELS との間の諸手続きの処理及び巡回訪問や報告等に関する JICWELS の守秘義務等に

ついて規定するものです。この契約に基づき、JICWELS は、地方出入国在留管理官署への所定の

報告の取り次ぎ事務、JICWELS における受入れ機関や候補者からの相談への対応、滞在者情報の

とりまとめと国への提供、在留期間更新許可申請の手続き案内、メールマガジンによる情報提供等

の支援業務を行います。なお、候補者の入国後に、受入れ支援契約に基づき「滞在管理費」をお支

払いいただきます（23 ページ「Ⅰ ５（2）滞在管理費のお支払い」参照）。 
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受入れ希望機関（施設）は、103 ページ「職業紹介に関する契約書」及び、116 ページ「受入

れ支援に関する契約書」それぞれ 2 部ずつを JICWELS より受領後、契約書末尾の記名捺印欄に

法人の代表者記名並びに捺印の上、JICWELS までそれぞれ 1 部返送してください。各もう 1 部

は受入れ希望機関にて大切に保管してください。 

なお、受入れ支援契約は、具体的な対象年度や契約期限を設けていないことから、既に JICWELS

との間で締結したものが有効な場合には、再締結は不要となります。 

 

＜提出書類＞ 

【JICWELS 様式８】職業紹介に関する契約書 （１部）・・・・・・・・・・・・・・P103 

【JICWELS 様式 11】受入れ支援に関する契約書 （１部）・・・・・・・・・・・P116 

 
＜提出先＞ 

〒104-0061 

東京都中央区銀座 7ー17ー14 松岡銀七ビル 3 階 

公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部 あっせん室 

※必ず、契約書末尾に代表者記名並びにご捺印ください。 

※必ず、職業紹介契約・受入れ支援契約書在中と明記の上、簡易書留にてご郵送ください。 

 

（5）求人情報の提供 

JICWELS に登録された受入れ希望機関の求人情報（マッチング番号、求人票、受入れ施設説明

書、研修計画書、研修実施体制説明書）は、翻訳した上で、送り出し調整機関に提供します。求人

情報は、送り出し調整機関が選考した就労希望者によって閲覧され、自らの就労・研修希望先を決

定する際の判断材料の一つとして活用されます。なお、求人書類に入力していただく賃金について、

就労希望者が都道府県ごとの物価の違いを考慮して判断できるようにするため、総務省統計局の平

均物価指数を就労希望者に提示することとしています。 

なお、JICWELS は、就労希望者へ情報提供するための求人書類の翻訳（求人票、受入れ施設説

明書、研修計画書、研修実施体制説明書）を行う場合等、利用目的の達成に必要な範囲内において、

円滑かつ効率的に職業紹介を行うため、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託するこ

とがありますので、ご了承ください。 

 

（6）送り出し調整機関による就労希望者の募集・審査・選考 

 各国の送り出し調整機関が国内において就労希望者を募集し、審査・選考を行い候補者リストを

作成します。本枠組みにおいて就労希望者が介護福祉士候補者として日本での滞在・就労が許可さ

れる要件は以下のとおりです。 
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インドネシア人介護福祉士候補者 フィリピン人介護福祉士候補者 ベトナム人介護福祉士候補者 

①から③までのいずれかに該当す

る者であること。 

 

①インドネシア国内にある看護

学校の修了証書Ⅲ以上取得者 

②インドネシア国内にある大学

の看護学部卒業者 

③インドネシア国内にある①・②

以外の大学又は高等教育機関

から修了証書Ⅲ以上の学位を

取得し、かつ、インドネシア政

府により介護士として認定さ

れた者 

 

①又は②のいずれかに該当する者

であること。 

 

①フィリピン国内にある看護学

校卒業者 

②フィリピン国内にある高等教

育機関から学位号を取得し、

かつ、フィリピン政府により

介護士として認定された者 

 

 

 

 

 

ベトナム国内における 3 年制 

又は 4 年制の看護課程の修了者 

訪日前日本語研修受講後に原則

として日本語能力試験 N４程度

以上に達していること。 

訪日前日本語研修受講後に原則

として日本語能力試験 N4 程度

以上に達していること。（調整

中） 

訪日前日本語研修受講後に日本

語能力試験 N3 以上に合格して

いること。 

訪日後日本語研修及び介護導入研修を修了していること。 

JICWELS の紹介による受入れ機関との雇用契約を締結していること。 

※ 日本語能力試験 N2 以上を取得していることが確認された者は、インドネシア人及びフィリピン人候補者について

は、訪日前後の日本語研修を、ベトナム人候補者については、訪日前の日本語研修を受講しなくても要件を満たしてい

るものとします。 

※ インドネシア人及びフィリピン人候補者については、2026 年度受入れ以前の受入れに係る訪日前日本語研修終了

直後において、求められる日本語能力レベルに達していなかったために来日できなかった者であって、2026 年の 12

月までに実施される日本語能力試験において求められる日本語能力レベルに達したことを示すことができる者につい

ては、2027 年度受入れにより来日することが可能です。このため、マッチング時点では、日本語能力要件については

見込みでのマッチングとなる場合があります。 

 

４．採用選考（マッチング） 

（１）JICWELS による面接、受入れ希望機関による現地合同説明会（※） 

①面接 

JICWELS は受入れ希望機関に代わり、送り出し調整機関により審査・選考された各就労希望者

に対して面接を実施します。 

面接では、面接員が就労希望者について一定の基準に沿って評価を行います。面接の様子は、就

労希望者が撮影を承諾した場合には、面接の一部をビデオ撮影し、求職情報の一部として提供しま

す。また、面接について、受入れ希望施設の採用選考にあたって参考となるよう、JICWELS が EPA

の枠組みに対する就労希望者の理解度や動機等をAから Cまでの３段階にランク付けして評価し、

受入れ希望施設に提供します。 

また、面接に先立ち、JICWELS から就労希望者に対して、EPA の受入れ枠組み等の制度説明や

日本の生活（気候・物価等）について説明いたします。 

 

②現地合同説明会 

JICWELS による説明の後に、JICWELS が就労希望者に対して順次面接を実施している時間帯

に並行して、JICWELS が手配した会場において、希望する受入れ希望機関が、就労希望者に対し

て機関（施設）の概要や仕事内容等について直接説明することができます（以下「現地合同説明会」
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とします）。 

現地合同説明会は、受入れ希望機関と就労希望者とが、マッチングに向けて受入れ（就労）意向

表を作成するための参考情報を得るためのものであり、その場で採用内定を出すことはできません

のでご留意ください。現地合同説明会に参加できるのは、受入れ希望機関において採用・人事、業

務、研修等を担当する役職員に限られ、あっせん事業者等の出席は認められませんのでご注意くだ

さい。 

JICWELS は、受入れ希望機関に対して現地合同説明会の日程、会場等をお知らせします。現地

合同説明会に参加を希望する受入れ希望機関は、JICWELS に参加登録を行ってください。現地合

同説明会の参加に必要な航空券、宿舎、通訳等は、受入れ希望機関において手配してください。ま

た、現地合同説明会に参加する機関におかれましては、参加費をお支払いいただきます。 

なお、ベトナム人就労希望者の現地合同説明会・面接は、日本語能力試験結果発表の前に実施し

ます。マッチングに参加できる就労希望者は、訪日前日本語研修を修了しかつ日本語能力試験によ

り N3 以上に合格した就労希望者及び訪日前日本語研修免除者（N1 又は N2 取得者）のみですの

で、現地合同説明会に参加した就労希望者の中にはマッチングに参加できない者も生じる可能性が

あることを予めご了承ください。 

  

（２）就労希望者の求職情報の提供 

送り出し調整機関により選考され、JICWELS による面接を受けた就労希望者の求職情報（候補

者番号、性別、年齢、学歴、職歴、勤務地域等の就労先施設に関する希望等）は、JICWELS が和

訳して、面接等の結果とともに JICWELS と職業紹介契約及び受入れ支援契約を締結した各受入れ

希望機関（施設）に提供します。 

JICWELS から受入れ希望機関（施設）に提供される求職情報は、以下のとおりです（就労希望者

のパスポート番号等は提供されません。）。この求職情報は受入れ希望機関（施設）が、受入れを希

望する就労希望者を決める際の判断材料の一つとしてご活用ください。 

 

介護福祉士候補者の受入れ希望機関（施設）に提供される求職情報（○=提供） 

求職者情報 インドネシア フィリピン ベトナム 

顔写真・氏名・性別・年齢 ○ ○ ○ 

住所（県名、市町村名） ○ ○ ○ 

連絡先（メールアドレス、SNS 情報）（※1） 〇 〇 〇 

学歴（入卒年、学校名、取得学位） ○ ○ ○ 

送り出し国の介護士認定書の有無又は年月日 ○ ○ - 

日本に居住する家族・親族 ○ ○ ○ 

職歴 ○ ○ ○ 

海外就労経験 - ○ ○ 

日本語能力・日本語学習歴 

（学習時期、学習期間、国、日本語学習機関名） 
○ ○ ○ 

就労を希望する施設 

（地域、都道府県等） 
○ ○ ○ 

就労上配慮して欲しい事項 ○ ○ ○ 

面接評価 ○ ○ ○ 

日本語能力試験資格証明書（※2） ○ ○ ○ 

大学学業成績証明書 ○ ○ ○ 

面接ビデオクリップ（※3） ○ ○ ○ 

資格取得後の滞在希望年数 ○ ○ ○ 
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求職者情報 インドネシア フィリピン ベトナム 

オンライン日本語学習の修了状況（※4） ○ ○ - 

日本語テスト成績（※5） ○ ○ - 

※1：就労希望者が、就労を希望する受入れ施設に対して自身の連絡先メールアドレスや SNS 情報の開示を希望する 

場合、就労を希望する受入れ施設に対してのみ連絡先が表示されます。 

※2：日本語能力試験資格証明書とは、（公財）日本国際教育支援協会又は（独）国際交流基金が実施する日本語能力 

 試験の全ての資格証明書（N1～N5 の 5 段階）を指します。 

※3：面接ビデオクリップについては、就労希望者が同意した場合のみ撮影がなされます。 

※4：「オンライン日本語学習の修了状況」とは、JICWELS がマッチング前の候補者に課す（独）国際交流基金の e ラ

ーニング「みなと」の自主学習の修了状況です。フィリピン人候補者は、「ひらがな自習コース」と「カタカナ

自習コース」、インドネシア人候補者はそれに加えて「まるごとコース」を使った自主学習の修了状況です。 

※5：「日本語テスト成績」とは、フィリピン人候補者の場合は、JICWELS が実施する初歩的なひらがな・カ

タカナ文字の理解度を測るテストの成績で、インドネシア人候補者の場合は、JICWELS が実施する N5

レベル相当テストの成績です。 

 

また、JICWELS では、各就労希望者に対して各国の識別アルファベット（インドネシア人は

「ID」、フィリピン人は「PH」、ベトナム人は「VN」）と７桁の番号からなる固有の候補者番号を

付与し、マッチング等で活用します。 

 

＜候補者番号の例＞ 

・インドネシア人就労希望者 → ID2270001 

・フィリピン人就労希望者 → PH2270001 

・ベトナム人就労希望者  → VN2270001 

 

注意：公正な採用選考を  

男女雇用機会均等法では、事業主は、労働者の募集及び採用について、性別にかかわりなく均等

な機会を与えなければならないこととされています。 

募集及び採用については、禁止される差別の内容を明らかにするため、その内容を具体的に示し

た指針（労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主

が適切に対処するための指針）が策定されていますので、これを参考に、適切に対処してください。 

 

<募集・採用に関し禁止される措置の例> 

１ 募集又は採用にあたって、その対象から男女のいずれかを排除すること。 

２ 募集又は採用にあたっての条件を男女で異なるものとすること。 

３ 採用選考において、能力資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱い

をすること。 

４ 募集又は採用にあたって男女のいずれかを優先すること。 

５ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。 

 

また、直接性別を理由とするものではなくとも、募集・採用に関する次の２つの措置は、合理的な理由が

ない場合には、間接差別として禁止されています。 

<合理的な理由がない場合は間接差別とされる措置> 

１ 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 

２ 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができるこ

とを要件とすること。 
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（3）マッチング 

両国で求人・求職情報が交換された後、JICWELS では、受入れ希望施設・就労希望者双方の受

入れ・就労意向をもとに、マッチングを実施します。マッチングは一律施設単位で行います。マッ

チングに係る手続きは、JICWELS より案内を差し上げるマッチング専用ウェブサイトを通じて行

います。マッチングの流れは次のとおりです。 

 

①就労意向表の提出 

就労希望者は、就労する意向のある受入れ希望施設を選定し、順位を付けて就労意向表にマッチ

ング番号を入力の上、送り出し調整機関を通して JICWELS に提出します。 

 

②就労意向状況通知書の提供 

JICWELS は、就労希望者より提出された就労意向表を集計し、就労意向状況通知書を各受入れ

希望施設に提供します。就労意向状況通知書には、その受入れ希望施設において就労する意向のあ

る全ての就労希望者の番号及びその就労意向の順位が表示されます。例えば、PH2270001 の就

労希望者が、その受入れ希望施設を１位で希望した場合、就労意向状況通知書には「PH2270001 

1 位」と表示されます。受入れ希望施設においては、これらの情報等をもとに、採用を希望する就

労希望者を決定していただくこととなります。 

 

③受入れ意向表の提出 

受入れ希望施設においては、求職情報に加え、②の就労意向情報を参考に受け入れる意向のある

就労希望者を選定し、順位を付けて受入れ意向表に候補者番号を入力の上、マッチング専用ウェブ

サイトから提出してください。 

 

④マッチングの実施 

JICWELS は、受入れ希望施設が提出した受入れ意向表及び就労希望者が提出した就労意向表の

データをマッチングプログラムに入力し、受入れ希望施設と就労希望者の最適なマッチングの組合

せを導き出します。 

マッチングの結果については、JICWELS から受入れ希望施設、就労希望者にマッチング専用ウ

ェブサイトを通じて「マッチング結果通知書」によりご連絡いたします。マッチングの結果によっ

ては、第二次マッチングが実施されることがあります。 

なお、求人数及び求職者数の両方が年間の受入れ最大人数を上回る場合、JICWELS は関係機関

と調整の上、必要な措置を講じることとしています。詳細は、実際のマッチングに際して、JICWELS

より案内します。 

マッチングの実施においては、全ての受入れ希望（施設）が求人数どおりの受入れを確保できる

ことを確約するものではありませんのでご了承ください。 

 

年間の受入れ最大人数について  

EPA に基づく候補者の受入れにおいては、候補者の円滑な受入れや国内労働市場への影響等を

考慮し、年間の受入れ最大人数が設定され、受入れ当初から、インドネシア、フィリピン及びベト

ナムそれぞれ看護師候補者最大 200 人、介護福祉士候補者最大 300 人ずつとされています。な

お、介護福祉士候補者の訪日前後の日本語研修免除者については、年間の受入れ最大人数の枠外で

受け入れられることとしております。 
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⑤マッチングの結果同意 

JICWELSは、マッチングが成立した受入れ希望施設と就労希望者双方に対して最終的な受入れ・

就労の意思を確認します。 

受入れ希望施設には、マッチングした就労希望者の受入れ可否を選択していただきます。最終的

に受け入れを希望する場合は、就労希望者の受入れ希望施設を選択し、当該受入れ希望施設の情報

が反映された「マッチング結果通知書」の内容を確認の上、「マッチング結果同意書」を提出してい

ただきます（この「マッチング結果同意書」には、求人登録申請時に提出された当該受入れ希望施

設の住所、所在地、賃金等が表示されています。）。受入れ施設は、JICWELS によって受入れ要件

が確認され、求人登録された施設でなければなりませんのでご注意ください（求人票に入力した受

入れ施設以外に就労させることはできません。）。 

また、受入れ希望施設がマッチング結果に同意した後に、JICWELS は、送り出し調整機関を通

じて、就労希望者に対しても本人の就労意思の確認を行います。就労希望者本人の同意が得られた

段階で最終的なマッチング成立となります。 

そのため、マッチング結果に同意いただけない場合、または就労希望者の同意が得られない場合

は、最終的にはマッチング不成立となりますのでご留意ください。 

 

＜提出書類＞ 

「マッチング結果同意書」 

提出先:マッチング専用のウェブサイトからご提出ください。 

 

⑥採用者の内定 

マッチングの結果について、受入れ希望施設と就労希望者双方の同意が得られた段階で、採用予

定者の内定となり、雇用契約の締結を行います。 

候補者は、求人情報等を参考に就労意向のある受入れ希望施設を選択し、マッチング結果に同意

をします。よって、マッチング結果同意後は、やむを得ない事由に該当しない限りは、労働条件、

就労場所等の変更は認められません。 

なお、JICWELS による一連のマッチングが終了した後、健康上の問題等諸般の事情により、候

補者が来日できない場合があります。このような場合、既に一連の手続きが終了しているため、追

加のマッチングを行うことはできませんのでご了承ください。 

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇に当たり、労

働契約法第１６条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。したがって、採用内定取消しに

ついても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫

用したものとして無効となります。 

【参考】労働契約法第 16 条 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして無効とする。 

 

⑦あっせん手数料のお支払い 

受入れ予定機関は、職業紹介に関する契約に基づき、JICWELS に対して、あっせん手数料をお

支払いいただきます。手数料額および請求時期は、64 ページの「Ⅲ １.国際厚生事業団へのお支払

い」をご参照ください。請求書は、JICWELS から受入れ予定機関に郵送いたしますので、請求書

に指定する日までに請求書に記載の銀行口座にお振込みください。振込手数料は受入れ予定機関の

ご負担とさせていただきます。 
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⑧送り出し調整機関への手数料のお支払い 

受入れ予定機関は、職業紹介に関する契約に基づき、JICWELS に対して、送り出し調整機関へ

の手数料をお支払いいただきます。手数料額および請求時期は、65 ページ「Ⅲ 2.送り出し国への

お支払い」をご参照ください。請求書は、JICWELS から受入れ予定機関に郵送いたしますので、

請求書に指定する日までに請求書に記載の銀行口座にお振込みください。振込手数料は受入れ予定

機関のご負担とさせていただきます。 

送り出し調整機関への手数料は、受入れ予定機関に代わり、JICWELS が一括して送り出し調整

機関に送金します。 

 

５. 就労開始まで 

（１）雇用契約の締結 

採用予定者の内定後、JICWELS は求人登録申請時の求人情報をもとに、雇用契約書を作成しま

す。受入れ予定機関は、マッチング専用ウェブサイト上で「雇用契約書」（107 ページ参照）の内

容を確認し、これに受入れ予定機関（施設）、採用予定者がそれぞれ署名を行います。 

採用予定者が実際に施設で研修・就労を開始するのは、訪日後研修（インドネシア人及びフィリ

ピン人の訪日後日本語研修免除者の場合は、来日後 7 日間程度の介護導入研修）を修了してからに

なりますが、この枠組みでは、採用予定者が日本に入国する前までに、採用予定者の研修・就労先

が特定されていることが必要であるため、入国前に「雇用契約」を締結する必要があります。 

「雇用契約」には、以下の内容を定めていただきます。 

 

① 介護福祉士候補者の労働契約の期間（3 年間）※、就労開始日（訪日後日本語研修修了の翌日）、

就業の場所、業務内容、基本給額、諸手当額、超過勤務給額、労働時間、休暇・休日等の労働

条件。 

（※）介護福祉士コースの場合、労働契約の期間は、雇用主が契約を更新しないことに客観的 

に合理的と認められる理由がない、又は就労者が契約を更新しない意思を表明しない限

り、3 年間の期間満了後に、滞在期間の満了予定日（入国の 4 年後。日尼 EPA 改正議

定書発効後のインドネシア人候補者の場合は、入国の５年後）まで更新されるものとし

ます。 

② 雇用主は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うことや社会保険・

労働保険を適用すること、試用期間は設けないこと。 

③ 日本の法令を遵守することや在留管理、その他本制度の適切な運用等の目的で、候補者が、自

らの個人情報を関係行政機関、受入れ調整機関その他の関係機関に提供されることに同意する

こと。 

④ その他渡航費用・雇用契約の終了の際の帰国費用の負担、契約の終了事由等。  

 

注意：JICWELS による職業紹介が必要です  

候補者受入れの枠組みにおいて、JICWELS は EPA 介護福祉士（候補者）と受入れ希望機関（施

設）との雇用関係の成立をあっせんする日本における唯一の受入れ調整機関と位置づけられていま

す。したがって、JICWELS 以外の者の紹介によってなされた雇用契約では、査証の発給や入国・

滞在の許可がなされません。 

そのため、この枠組みでは、両国政府で合意された送り出し調整機関・受入れ調整機関を通して

雇用契約締結がなされたことを証明するため、JICWELS 及び送り出し調整機関が雇用契約書に署

名をいたします。 
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注意：雇用契約書の内容は安易に変更できません  

雇用契約書の内容は、所定の様式として定められたものであり、上記③や④に該当する事項等、

通常の雇用契約には見られない条項も入っており、就労開始後に安易に変更できません。特に労働

条件等を当初の内容から候補者に対して不利益となる形に変更した場合は、厚生労働省告示に定め

る受入れ施設要件の「虚偽の求人申請」に該当する場合があります。「虚偽の求人申請」に該当し

た場合、当該受入れ施設は３年間の受入れ停止及び現在受入れ中の候補者の受入れ機関変更の対象

となります。 

 

21



 
 

【雇用契約締結事務の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・雇用契約書（日本語版）の内容を確認。内容に変更があれば JICWELS に連絡 

※雇用契約書の内容は、やむを得ない場合を除き、申請時の求人情報に沿った形で作成する必要があります。

変更がある場合は、JICWELS に必ず連絡してください。 

 

・雇用契約書の英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）を作成。マッチング専用ウェブサイ

トに掲載 

 

・日本語版、英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）の原本の写しを保管 

・受入れ予定機関に雇用契約書の原本を送付 

 

・雇用契約書の日本語版、英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）をそれぞれ 2 部ずつ印刷 

・計 4 部（6 部）に受入れ予定機関代表者の署名・捺印を行い、JICWELS に提出 

・雇用契約書計 4 部（6 部）に署名・捺印後、送り出し調整機関に送付 

 
 

・雇用契約書計 4 部（6 部）に署名・捺印後、採用予定者に送付 

 
 

・雇用契約書計 4 部（6 部）に署名 

・日本語版、英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）の 1 部ずつを保管 

・送り出し調整機関に提出 

 

・日本語版、英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）の原本の写しを保管 

・JICWELS に雇用契約書の原本を送付 

 

・日本語版、英語版（及びインドネシア語版/ベトナム語版）の 1 部ずつを保管 

 

送り出し調整機関 

JICWELS 

 

受入れ予定機関（施設） 

JICWELS 

 

受入れ予定機関（施設） 

JICWELS 

 

受入れ予定機関（施設） 

送り出し調整機関 

採用予定者 

・採用内定後、雇用契約書（日本語版）を各受入れ予定施設の求人情報をもとに作成し、マッチン

グ専用ウェブサイトに掲載 

 

JICWELS 
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（２）滞在管理費のお支払い 

滞在管理費は、受入れ支援契約に基づき、候補者１名当たり年度毎に 20,000 円（税別）をお

支払いいただきます。 

受入れ初年度においては候補者の入国後に、翌年度以降については各年度当初に、JICWELS よ

り請求書を送付いたします（※1）ので、請求書に記載の期日までに指定の銀行口座にお振込みくださ

い。なお、振込手数料は受入れ機関のご負担とさせていただきます。 

滞在管理費は、地方出入国在留管理官署への所定の報告の取次ぎ事務、JICWELS における受入

れ機関（施設）や候補者からの相談への対応、滞在者情報のとりまとめと国への提供、在留期間更

新許可申請の手続き案内、メールマガジンを通した情報提供、データベースシステム管理等に充て

る経費（※2）となります。 

※1 初年度の者以外の滞在管理費は、原則として、毎年４月１日時点に受入れ機関（施設）に在籍する EPA 候補者等

（滞在最終年度の候補者、特例候補者、資格取得者含む）が請求の対象となります。 

※2 国からの交付金や職業紹介手数料を充てるものを除きます。 

 

（３）査証申請・発給から上陸許可まで 

候補者の入国に先立ち、各国の送り出し調整機関が、候補者に代わって一括で査証申請をし、そ

れに対して日本国政府が査証を発給した後に、候補者が入国します。 

査証申請時には、各国の送り出し調整機関が、日本国政府に対して、JICWELS に求人登録され、

雇用契約書等に記載された受入れ機関や受入れ施設を通報します。この時に通報された受入れ機関

及び受入れ施設が候補者の就労場所として指定されます。指定された受入れ機関・受入れ施設以外

での就労は、不法就労となります。 

したがって、受入れ機関は、JICWELS への求人登録時に、また、雇用契約書作成時に、機関・

施設の名称や住所等を誤って記載することの無いよう十分にご注意ください。 

 

＜参考：査証の手続き＞ 

経済連携協定及び交換公文の枠組みによって、我が国への入国及び滞在が認められる候補者は、

JICWELS のあっせんにより受入れ機関と雇用契約を締結した者であって、送り出し国政府により

指名され、日本国政府に対して通報された者に限定されます。この通報は、受入れ機関及び受入れ

施設の名称及び住所などの情報の提供とともに行われます。 

この通報とともに、送り出し調整機関が候補者に代わって、それぞれ送り出し国に所在する日本

大使館に対してまとめて査証申請を行います。査証の申請が行われると、日本国政府において前述

したような協定上の各種要件を満たしているかどうかなどを確認の上、候補者に対して査証が発給

されます。 

 

＜参考：候補者の入国や、入国時に許可される活動＞ 

候補者は、送り出し国政府が発行した有効な旅券及び日本政府が発行した有効な査証等を所持し

て来日した際、入国審査官による上陸審査を受けて、旅券に在留資格、在留期間等の記載がなされ

て入国することとなります。 

候補者の我が国での出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」とします。）上の在留資格は、

介護福祉士資格を取得することを目的として、日本語研修等の履修活動、受入れ施設における施設

内研修を通じて必要な知識・技術を修得する活動に対して、我が国への入国・一時的な滞在が認め

られる「特定活動」となります。個々の EPA 介護福祉士候補者ごとに、我が国で雇用される機関、

就労する施設を具体的に特定して、当該施設における活動の内容が指定されて許可されます。 

在留期間の更新、在留資格の変更の手続きについては、「Ⅱ 1（2）在留管理」（37 ページ）

をご参照ください。
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（４）日本語研修、介護導入研修など 

2027 年度に来日する候補者は、雇用契約を締結した受入れ施設において就労を開始する前に、

送り出し国内及び日本国内において、日本語研修及び介護導入研修等を受講します。 

 

①  訪日前日本語研修（送り出し国における研修） 

インドネシア人及びフィリピン人候補者は、受入れ機関とのマッチング成立後に、送り出し国に

おいて、日本語研修機関が実施する 6 か月間の訪日前日本語研修を受講します。訪日前日本語研修

の開始前に、日本語能力試験 N4 又は N3 に合格している者については、訪日前日本語研修が免除

となる予定です。2027 年度入国のインドネシア人及びフィリピン人候補者においては６か月間の

訪日前研修修了時に日本語能力が原則として N4 程度以上に達したものが入国します。（フィリピ

ンについては調整中） 

訪日前日本語研修後、日本語能力試験 N3 以上を取得した者がマッチングの対象になります。な

お、日本語能力試験のＮ１又はＮ２に合格している者については、訪日前日本語研修は免除されま

す。 

 

＜参考：日本語能力試験認定の目安＞ 

・ Ｎ１…幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。 

・ Ｎ２…日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語   

をある程度理解することができる。 

・ Ｎ３…日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。 

・ Ｎ４…基本的な日本語を理解することができる。 

・ Ｎ５…基本的な日本語をある程度理解することができる。 

（出典：日本語能力試験ホームページ  https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html） 

 

②  訪日後日本語研修（日本における研修） 

インドネシア人及びフィリピン人候補者は、来日後、国内の研修機関で 6 か月間の日本語研修を

受講します。ベトナム人候補者は、来日後、国内の研修機関で約 2 か月間の日本語研修を受講しま

す。訪日後研修期間中に、JICWELS がインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人候補者に対

して、介護導入研修及び就労ガイダンスを実施します。 

 ※インドネシア人及びフィリピン人訪日後日本語研修免除者については、来日後、JICWELS が

実施する介護導入研修及び就労ガイダンスのみを受講します。 

 

【日本語研修機関による日本語研修の受講書類の提出】 

日本語研修機関による日本語研修を採用予定者に受講させるにあたって、次の書類を、期日まで

に日本語研修機関に提出していただきます。 

なお、下記の書類の様式等については、日本語研修機関の決定後、日本語研修機関から直接、受

入れ機関に対して提出先等も含め、具体的に説明される予定です。 

・ 来日前 （マッチング結果同意後）日本語等研修に係る確認書 

 

【研修費用】 

1. 受入費 
来日の渡航費、来日空港から研修施設までの日本国内移動費、 

滞在費（宿舎費、食費、雑費）等 

2. 研修費 研修費（教材費、見学費用、交通費、通訳謝金等） 

3. 付帯費 当該事業を実施するための付帯費 

研修に要する費用の一部に充当するもの（滞在費）として、受入れ機関から１名当たり約
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360,000 円（税込）をお支払いいただく予定です。 

インドネシア及びフィリピンからの受入れについては、訪日後日本語研修及び同研修中に

JICWELS により行われる介護導入研修に係る経費として約 360,000 円（税込）を日本語研修機

関にお支払いいただきます。ベトナムからの受入れについては、訪日後日本語研修に係る経費とし

て 360,000 円（税込）のうち約 260,000 円（税込）を日本語研修機関に、その後 JICWELS に

より行われる介護導入研修に係る経費として残りの 100,000 円（税別）を JICWELS にお支払

いいただきます。 

また、ベトナム人候補者で、訪日前日本語研修修了年度の翌年度以降にマッチングを希望する者

（以下「再チャレンジ生」とします。）についてマッチングした場合、これらの者の来日渡航費は、

候補者又は受入れ施設の負担となります。 

 

日本語研修機関及び JICWELS への支払いにかかる振込方法などについては、日本語研修機関が

決定された後、日本語研修機関及び JICWELS から受入れ機関に対してご連絡いたします。 

 

【訪日後研修期間中に JICWELS が行う業務】 

訪日後研修期間中、JICWELS は、採用予定者・受入れ予定機関を対象に、下記の業務を実施い

たします。  

 

(a)JICWELS による介護導入研修（７日間程度） 

訪日後日本語研修期間中に、JICWELS では、採用予定者が受入れ施設で就労し、また、国家資

格を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修として、介護導入研修を実施

いたします。 

介護導入研修では、日本語と候補者の母国語の対訳テキストを使用して、介護の基本（介護の基

本、介護を必要とする人の理解、介護保険・職務の理解）、生活支援技術（コミュニケーション技

術、移動の介護、衣服の着脱の介護、食事の介護、入浴・身体の清潔保持の介護、排泄の介護）

の導入部分に相当する基礎的な知識・技能及び介護福祉士国家試験の概要を修得することを目

的に、講義及び演習を実施します。 

 

(b)就労ガイダンス 

本受入れ枠組みが適正かつ円滑に実施されるためには、日本の受入れ機関のみならず、採用予定

者が本受入れ枠組みを十分理解し、かつ、本枠組みに沿った行動をとることが重要になります。 

このため、就労ガイダンスでは、採用予定者が、本受入れ枠組みを十分に理解し、日本における

法的権利と義務、雇用契約の内容、候補者が関係機関から受けられるサポート内容等についての知

識を養うことによって、日本での生活や受入れ施設で研修・就労が円滑に行えるよう、訪日後研修

期間中に講義を実施します。 

 

＜就労ガイダンスの主な内容＞ 

・ 日本の労働基準関係法令について 

・ 日本の社会保険・労働保険制度について 

・ 日本の税金（住民税、所得税等）・社会保険料・労働保険料の負担について 

・ 雇用契約について 

・ 入管法令について 

・ 在留管理制度について（みなし再入国制度について） 

・ マイナンバー制度について 

・ 情報（著作権、個人情報等）の取り扱いについて 
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・ 介護福祉士候補者に対する相談支援とその体制等 

※ 介護福祉士候補者に対する出国前オリエンテーション（渡航手続き等）は送り出し調整機関

が、日本入国後の研修に関するオリエンテーションは訪日後研修機関が、それぞれ実施いた

します。 

 

(c)受入れ予定機関（施設）担当者向け就労前説明会 

JICWLES は、訪日後日本語研修期間中に受入れ予定機関（施設）の担当者を対象とした就労前

説明会を実施し介護福祉士候補者の受入れ後の手続きや留意事項について説明します。就労前説明

会は、JICWELS のホームページでの動画配信や資料掲載にて実施する予定です。 

 

【訪日後日本語研修修了後の引率】 

訪日後日本語研修修了の際に、受入れ予定機関の担当者には JICWELS との受入支援契約に基づ

き、日本語研修施設または介護導入研修の実施会場から、受入れ予定機関まで候補者を引率してい

ただきます。詳細は日本語研修機関、または訪日後日本語研修免除者においては JICWELS からご

案内いたします。尚、引率に係る候補者の旅費や送迎・同行サービス等の経費は、原則、受入れ予

定機関のご負担となります。 
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2027 年度の訪日後研修の事業内容等は未定ですが、2026 年度の訪日後の日本語研修の事業

内容等（インドネシアの例）は次のとおりです。 

 

（参考）2026 年度入国インドネシア人候補者向けの訪日後研修について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目的 

 本件事業は、日・インドネシア経済連携協定に基づき日本に受け入れるインドネシア人看護師・介護

福祉士候補者に対し、６か月間の訪日後研修を実施するものである。 

 本件事業の実施目的は、６か月間の訪日前日本語研修を受けたインドネシア人看護師・介護福祉士候

補者が、協定の定める訪日後の本件研修を通じ、日本の病院・介護施設において国家資格取得を目指し

た就労・研修活動に円滑に従事できるよう、看護・介護の専門日本語を含む４技能の総合的な日本語能

力、及び日本式看護・介護に関する専門知識・技能を含む日本の社会文化・職場適応能力等を習得する

ことにある。かつ、日・インドネシア経済連携協定が想定する候補者の国家資格習得に向け、国家試験

合格に最低限必要と言われる日本語能力試験Ｎ３程度の能力を獲得することを目的とする。 

６か月間の研修終了時に最低でも候補者の９割以上が、客観的指標となる外部テストにおいて日本語

能力試験Ｎ３程度の能力に達していることを確保すべく実施する。 

 

２．内容 

 ６か月間の訪日前日本語研修を受けたインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を対象に、以下の事

業を実施する。 

（１） 日本における研修 

2025 年 6 月初旬から中旬頃に開始し、６か月間（休日を含め１８０日間）、オリエンテーション、

一般日本語及び看護・介護専門日本語研修（６７５時間程度：既に６か月間（日本語等（看護・介護含

む）７８４時間程度、社会文化理解６６時間程度）の日本語基礎学習を行った候補者を前提とした研

修）、日本社会・生活習慣の理解・適応研修（５０時間程度）、職場への理解・適応研修（９０時間程

度）、研修成果を図る客観的指標となり得る外部テスト（来日時、中間、最終の３回実施）を行う。た

だし、一般日本語及び看護・介護専門日本語研修、日本社会・生活習慣の理解・適応研修における時

間配分は、各クラス等の進捗レベルに応じて適宜工夫して良い。 

その他開講式・閉講式の実施、中間・最終報告書の作成・報告、候補者の安全・健康管理、学習・生

活相談、候補者同士のトラブル、候補者の病気・怪我等の緊急事態への対応や忌引きのための一時帰

国の手配といった個別案件への対応及び外務省等関係者への報告、候補者の成績等について病院・介

護施設への報告、プレス対応、日本やインドネシア政府・関係機関による視察やその他依頼事項への

対応等を行う。 

これらの業務実施に必要な連絡・調整を、外務省を始めとする関係省庁や JICWELS を始めとする

関係機関、及びインドネシア政府等に対し行う。 

なお、候補者は、2025 年 6 月初旬までインドネシアにおける訪日前研修に参加し、日本語能力検

定Ｎ４相当の日本語能力を有していることを想定するが、学習遅進者も一定程度存在することに留意

する。 

（２） 候補者の来日支援 

   来日の決まった候補者に対する航空券の手配等、日本に来日するために必要な手続を行うととも

に、来日直前にインドネシアでオリエンテーション等を実施した上で、指定された日時までに研修・

滞在場所に引率する。特に候補者全員の日本入国時の手続き（出国カード、税関申告書の記入支援、

記入漏れがないかの確認、在留スタンプ押印の確認等）を漏れなく行う。 

（３） 上記（１）及び（２）に付随する事業 

注：上記日程等については，インドネシア政府及び関係機関間の調整等の結果、変更があり得る。 
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＊＊日本語研修免除者について＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

インドネシア人及びフィリピン人採用予定者のうち、一定の日本語能力を有する者については、

日本語研修の受講が免除される予定です。日本語研修免除の要件は以下の通りです。 

＜訪日前日本語研修免除の要件＞ 

 ・公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試

験 N4 またはＮ3 取得者（マッチング実施年度の前々年度の 4 月 1 日以降に取得したもの

に限る）。 

＜訪日前及び訪日後日本語研修免除の要件＞ 

・公益財団法人日本国際教育支援協会若しくは独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能

力試験 N２（旧２級）以上の者、又は 

・法務大臣が告示により定める日本語教育機関において 12 か月間以上の日本語教育を受けた

者 

 

訪日前及び訪日後日本語研修免除の要件を満たす者（以下「訪日後日本語研修免除者」）は、来

日後に介護導入研修と就労ガイダンスのみを受講することになります。訪日後日本語研修免除者

は、JICWELS が手配する研修会場において実施する介護導入研修（7 日間程度）修了後、受入

れ施設での就労・研修を開始します。訪日後日本語研修免除者の来日渡航費、介護導入研修中の

宿泊料等の実費は、受入れ予定機関の負担となります。また、受入れ予定機関が当該採用予定者

に日本語の語学研修を受講させることを希望し、かつ日本語研修機関が認める場合には、語学研

修を受講させることができます。ただし、この場合の費用は、受入れ予定機関の全額負担となり

ます。 

一方、一定の日本語能力を有するベトナム人候補者は、12 か月間の訪日前日本語研修の受講

は必要なく、入国後の 2 か月間の訪日後研修のみを受講し、受入れ施設での就労・研修を開始

します。12 か月間の訪日前日本語研修免除者の要件は以下のとおりです。 

・公益財団法人日本国際教育支援協会若しくは独立行政法人国際交流基金が実施する日本語

能力試験 N1 又は N2（旧 1 級又は旧 2 級）に合格している者 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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 II.受入れ施設における就労・研修  

1. 受入れ施設における就労 

（1）雇用管理や生活支援 

日本語研修・介護導入研修等の修了後、介護福祉士候補者は雇用契約を締結した受入れ施設にお

いて、就労を開始します。介護福祉士候補者には、日本人と同様に、労働関係法令や社会・労働保

険が適用されます。 

次の①～⑤では、日本人についても法令上義務とされる主な事項、外国人特有の法令上の義務や

要件、外国人雇用管理指針(※)に定める努力義務等、⑥と⑦では、その他留意事項等を記載しており

ます。なお、以下の記述は、介護福祉士の資格を取得した EPA 介護福祉士についても該当します。 

※この項目において、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」 

（平成 19 年厚生労働省告示第 276 号）を「外国人雇用管理指針」と略記しています。 

外国人雇用のルールに関するパンフレット『外国人雇用はルールを守って適正に』 

https://www.mhlw.go.jp/content/001261965.pdf 

 

①外国人雇用状況の届出（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律第 28 条） 

事業主は、外国人労働者の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期

間等を、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。 

EPA 看護師（候補者）を受け入れた受入れ機関も、外国人雇用状況の届出が義務付けられます

ので、期日等を遵守し届け出るようにしてください。なお、雇用保険の加入手続きの際、雇用保険

被保険者資格取得届に必要事項を記載することにより、当該外国人の雇用状況の届出を行うことが

できます。詳しくは、上記 URL からパンフレットの P２をご参照いただくか、管轄のハローワー

クにお尋ねください。 

 

②外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助の努力義務（労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第７条） 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、

事業主には外国人労働者の雇用管理の改善や再就職援助に関する努力義務が課されています。なお、

外国人雇用管理指針に事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等が整理されていま

す。 

 

③外国人労働者の雇用労務責任者の選任（外国人雇用管理指針第六） 

外国人労働者を常時 10 人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用労務責任者と

して選任することとされています。 

 

④適正な労働条件、安全衛生の確保 

賃金、労働時間、退職、解雇等に関する労働条件や安全衛生（健康診断の実施等）については、

日本人と同様、法令に適合した水準を確保しなければなりません。 

また、労働条件は求人時に示した労働条件以上の条件で実施することが必要です。労働条件につ

いて、求人時の条件に比べて、例えば賃金を下げるなど、不利益変更をする場合、「虚偽の求人」で

あると判断され、3 年間の受入れ停止及び現在受入れ中の候補者の受入れ機関変更の対象となる場

合もありますのでご注意下さい。 
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(a)日本人と同等額以上の報酬等労働条件 

EPA 介護福祉士（候補者）の報酬については、施設内で同様の職務に従事する日本人介護職員

の報酬と同等額以上の水準とする必要があります（厚生労働省告示、法務省告示）。受入れ機関の給

与規程において、年齢・学歴に応じた給与の設定が規定されている場合には、EPA 介護福祉士（候

補者）に対しても、その規定が同様に適用されます。 

労働時間・退職・解雇等に関する労働条件は、当然、法令に適合した水準の確保を図るほか、締

結した雇用契約の労働条件を遵守しなければなりません。 

なお、これらの労働条件に関する事項については、労使間のトラブルを未然に避け、EPA 介護

福祉士（候補者）の労働条件に関する十分な理解を促すためにも、就労を開始する時までに、税金、

労働・社会保険料、労働基準法等関係法令の周知、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱も含め、

本人が理解できる方法で説明を行うことが望まれます。 

また、労働契約の締結に際し、本人に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しな

ければなりません。特に、法律で決められている事項は、書面の交付により明示する必要がありま

す（労働基準法第 15 条）。 

 

※ 雇用契約の要件（同等報酬要件）遵守状況の報告について 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約の要

件の遵守状況は、受入れ機関から JICWELS への定期報告が必要となります（詳細は 60 ページ「Ⅱ.3 

受入れ機関からの各種報告」をご覧ください。）。 

 

(b)適正な労働時間の管理 

受入れ施設は、雇用契約に定められた労働時間の遵守をはじめ、適正な労働時間の管理を行って

ください。変形労働時間制を採用される場合は、労働日、賃金計算方法等についても事前に周知し

てください（労働基準法第 32 条、32 条の２、32 条の４、 第 36 条、第 37 条等）。 

 

(c)労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令等の周知 

労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令は、EPA 介護福祉士（候補者）に対しても適用され

ます。受入れ施設は、労働基準法、労働安全衛生法等関係法令の要旨、適用となる就業規則及び労

使協定等の定めるところにより、その内容について周知しなければなりません（労働基準法第 106

条、労働安全衛生法第 101 条等）。 

その際、33 ページ参考資料「労働条件ハンドブック（多言語）」などが有用です。 

 

(d)年次有給休暇について 

受入れ機関は、その雇入れの日から６か月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した EPA

介護福祉士（候補者）に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。また、年次有給休暇

を取得した EPA 介護福祉士（候補者）に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしないよ

うにしなければなりません。EPA 介護福祉士（候補者）が退職し、帰国する前などは、年次有給休

暇の請求が行われることが多いものです。年次有給休暇は基本的に EPA 介護福祉士（候補者）が

請求した時季に与えることが必要です。退職・帰国前に年次有給休暇を請求した場合、原則、これ

に応じる必要があります。使用者の時季変更権の行使については、事業の正常な運営を妨げる場合

にのみ認められるものであり、使用者は、EPA 介護福祉士（候補者）が指定した時季に年次有給休

暇を取得できるよう、状況に応じた配慮をする必要があります。なお、EPA 介護福祉士（候補者）

の場合、一時帰国の際には長期の休暇が必要となる場合がありますので、取得時期や他の従業員と

の調整などについて早めに相談し、調整を行うようにお願いします。 
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【参考】労働基準法第 39 条 

週所定労働日数が 5 日以上または週所定労働時間が 30 時間以上の EPA 介護福祉士（候補者）

に対しては、下表の年次有給休暇が付与されます。 

勤続勤務年数 6 か月 
1 年 

6 か月 

2 年 

6 か月 

3 年 

6 か月 

4 年 

6 か月 

5 年 

6 か月 

6 年 

6 か月以上 

付与日数 10 11 12 14 16 18 20 

 

(e)候補者の解雇・退職勧奨について 

 

受入れ機関は、介護福祉士候補者を雇用契約書に記載された受入れ施設で継続して雇用する必要

があります。 

期間は、４年間（特例の滞在延長が認められた場合は、５年間。日尼 EPA 改正議定書発効後に

入国したインドネシア人介護福祉士候補者については、特例の滞在延長にかかわらず、５年間。）で

す。 

候補者の雇用契約は、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）であり、やむを得ない事由が

ない限り、契約期間の途中に解雇することはできません。受入れ機関による候補者の自由な意思の

決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利行使に当たるとされる場合があります。 

 

【参考】労働契約法第 17 条（期間途中の解雇） 

労働基準法第 20 条（解雇の予告） 

 

また、有期労働契約の場合は、原則として、やむを得ない事由がない限り、契約期間内に解雇す

ることはできません。有期労働契約期間中の解雇は、無効と判断される可能性が、期間の定めのな

い労働契約の解雇の場合よりも高いと考えられるため、留意が必要です。 

また、やむを得ず解雇する場合であっても、少なくとも 30 日前までの予告が必要です。予告で

きない場合には、解雇までの日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要です。（支払額＝平均賃金

×(30 日－解雇予告日から解雇までの日数)） 

 

(f)妊娠・出産等に係る休暇等について 

妊娠・出産については、労働基準法、育児・介護休業法で、産前産後休暇の付与、育児休業の付

与等が定められております。妊娠・出産等を理由に雇用契約を解除するなど、不利益な取り扱いは、

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反になります。 

また、事業主には妊娠や育児休業等を理由としたハラスメント防止措置が義務付けられています。

病気の治療等については、受入れ機関に病気療養のための休暇制度が設けられている場合は、これ

に基づき適切に対応するよう、お願いいたします。 

 

(g)労働者名簿等の調製 

労働基準法の定めるところにより、受入れ施設は労働者名簿、賃金台帳を調製するものとされて

います（労働基準法第 107 条、第 108 条）。 

EPA 介護福祉士（候補者）について、家族の住所その他緊急時における連絡先を予め把握して

おくよう努めてください（外国人雇用管理指針第四の二の５）。また、連絡方法に関しても確認して

おくことが望まれます。緊急時には、各国大使館および JICWELS が受入れ施設からの連絡を受け

て、EPA 介護福祉士（候補者）の家族、その他緊急時における連絡先に連絡をとることもありま

す。 
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(h)旅券等の扱い、金品の返還 

本邦に在留する外国人の旅券（パスポート）については、入管法により、本人が常時携帯するこ

とが義務付けられています。ただし、在留カードの交付を受けている場合は、同カードの携帯が義

務付けられています（入管法第 23 条）。受入れ施設は EPA 介護福祉士（候補者）の旅券は保管し

ないでください（外国人雇用管理指針第四の二の６）。 

また、EPA 介護福祉士（候補者）が退職する際には、労働基準法に定めるところにより、当該

EPA 介護福祉士（候補者）の権利に属する金品を返還してください（労働基準法第２３条）。請求

から 7 日以内に EPA 介護福祉士（候補者）が出国する場合には、出国前に返還してください（外

国人雇用管理指針第四の二の６）。 

 

(i)安全衛生教育の実施 

受入れ施設は、EPA 介護福祉士（候補者）に対し安全衛生教育を実施する際、本人がその内容

を理解できる方法により行ってください。特に、受入れ施設において EPA 介護福祉士（候補者）

が使用する設備、器具の使用方法等が確実に理解されるよう留意してください（外国人雇用管理指

針第四の三の１）。 

 

(j)労働災害防止に関する日本語教育等の実施、標識、掲示等 

EPA 介護福祉士（候補者）が労働災害防止のための指示等の理解に必要な日本語及び基本的な

合図等を修得させるよう努めてください（外国人雇用管理指針第四の三の２）。また、施設内におけ

る掲示等に関しても、その内容が理解できるよう説明するよう努めてください（外国人雇用管理指

針第四の三の３）。 

 

(k)健康診断およびストレスチェックの実施 

労働安全衛生法等に従い、EPA 介護福祉士（候補者）に対して健康診断を実施しなければなり

ません（労働安全衛生法第 66 条）。 

健康診断を受診させるにあたっては、健康診断の目的、内容、結果を理解できる方法により説明

するよう努めてください。また、健康診断の結果に基づく事後措置の実施に際しても同様に説明す

るよう努めてください（外国人雇用管理指針第四の三の４）。  

また、メンタルヘルス不調の未然防止等のため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」におい

て創設されたストレスチェックを適切に実施してください（労働安全衛生法第 66 条の 10）。 

 

⑤労働保険・社会保険の適用 

労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、年金保険は、EPA 介護福祉士（候補者）について

も適用されます。受入れ施設は、EPA 介護福祉士（候補者）に対し、各種保険制度の内容や給付の

ための申請手続き等について、雇入れ時に本人が理解できるように説明を行うよう努めてください

（外国人雇用管理指針第四の四の１）。 

また、EPA 介護福祉士（候補者）に係る労働災害等が発生した場合は、労災保険給付の請求、

その他の手続きに関し、EPA 介護福祉士（候補者）からの相談に応じ、当該手続きを代行し、その

他必要な援助を行うように努めてください（外国人雇用管理指針第四の四の２）。 

 

⑥教会・モスク等の情報提供、EPA 相談窓口等の活用 

EPA 介護福祉士（候補者）はさまざまな宗教を信仰しています。受入れ施設におかれては、EPA

介護福祉士（候補者）の信教に応じて、宗教施設（教会・モスク等）へのアクセス方法等の情報を

可能な範囲で提供し、信教に十分配慮した上で接するようにしてください。 

またイスラム教では、日常生活の中で女性が頭にジルバブと呼ばれる布を巻いたり、ラマダン
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（断食月）の期間は日中に断食を行ったり、お祈りの時間や食事について決まりがあることがあり

ます。こうした点についても、十分に配慮するようにしてください。 

EPA 介護福祉士（候補者）のメンタルケアや雇用する上で生じた問題や疑問に関しては、

JICWELS で相談窓口を設けておりますのでご活用ください（34 ページ参照）。 

 

⑦相互理解 

日本と送り出し国では、国民性、価値観、宗教観等に違いがあります。受入れ施設はこれらの違

いをよく認識し、EPA 介護福祉士（候補者）との相互理解に努めてください。 

 

外国人労働者・及びその雇用主向け情報ウェブサイト 

＜生活情報全般＞ 

１．「生活・就労ガイドブック」（各国語）出入国在留管理庁 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_all.html 

2．「外国人生活支援ポータルサイト」出入国在留管理庁  

  https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

３．「日本に入国された外国人のみなさまへ～新規入国者向けガイダンスページ～」出入国在留管理庁 

出入国在留管理庁が、新しく日本に入国した外国人に向けて知っておいていただきたいことをまと

めて案内しています。 

https://www.moj.go.jp/isa/about/guidance/index.html 

 

＜出入国管理制度、住民基本台帳制度＞ 

「外国人住民に係る住民基本台帳制度」総務省 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html 

 

＜雇用・労働＞ 

1．「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」厚生労働省職業安

定局外国人雇用対策課 

外国人労働者の雇用管理の改善等について、雇い主が講じるべき事項が記載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html 

2．「外国人雇用Ｑ＆Ａ」大阪労働局職業安定部職業対策課 

外国人を雇用する際の枠組みや必要な手続きを質問への回答形式で解説しています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001833420.pdf 

3．「外国人雇用対策」厚生労働省外国人雇用対策課 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/in

dex.html 

4．「労働条件ハンドブック」厚生労働省労働基準監督署（多言語） 

  以下の労働基準関係リーフレットの案内ページ下方に、ハンドブックへのリンクがあります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html 

5．「法テラス」日本司法支援センター 

https://www.houterasu.or.jp/ 

 

＜税金、年金＞ 

1．「National Tax Agency JAPAN」国税庁 

国税庁の英語版ページです。 
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https://www.nta.go.jp/english/index.htm 

2．「外国人の方の個人住民税について」総務省 

被雇用者向け「日本で働く外国人の方へ」が PDF（英語・ベトナム語等）で用意されています。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-

inhabitant-tax.html 

3．「外国人のみなさま／International」日本年金機構 

https://www.nenkin.go.jp/international/index.html 

 

＜職場でのコミュニケーション＞ 

1．「外国人従業員とのコミュニケーションのコツ（コミュコツ）」厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37835.html 

２．「『地域外国人材受入れ・定着モデル事業』異文化理解研修」厚生労働省 

外国と日本の文化的背景が違うことによって生じる行き違いの事例やそれを回避する伝え方を知

ることができます。 

    http://www.mhlw.go.jp/content/001093314.pdf 
３．「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？ 外国人労働者の人事・労務に 

関する３つの支援ツール 職場の労務管理 説明の事例」厚生労働省 

労務管理にかかわる日本の法制度や雇用慣行について、やさしい日本語で説明する事例やポイン

トを知ることができます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/t

agengoyougosyu.html 

     

＜EPA に基づく受入れ枠組み＞ 

「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」

厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/othe

r22/index.html  

 

各種相談窓口 

１．EPA 相談窓口 
JICWELS では、相談窓口を開設し、受入れ施設、候補者及び EPA 介護福祉士からの施設内研修や

雇用管理などに関する疑問や相談などを電話等で受け付け、助言を行う等の支援を行っております。ま

た、専門的な相談については、顧問社会保険労務士や顧問精神科医に助言を仰ぎながら対応しておりま

す。相談者の個人情報は厳守します。連絡先及び相談時間は以下のとおりです。 

～EPA 相談窓口～ 

 

 

インドネシア人候補者等 

相談窓口 

フィリピン人候補者等 

相談窓口 

ベトナム人候補者等 

相談窓口 

受付日時 

及び 

対応言語 

毎週月曜日～金曜日※（祝・祭日を除く）9:15 ～ 13:00  14:00 ～ 17:30 

※月、木：日本語、インドネシア語・英語・ベトナム語対応 

※火、水、金：日本語（必要に応じ各国母国語での対応も可能） 

電話番号 
03-6206-1772 / フリーダイヤル 0120-115-311※ 

※インドネシア語・英語・ベトナム語音声案内あり 

FAX 番号 03-6206-1165 

Email sodan@jicwels.jp 
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２．外国人雇用管理アドバイザー制度 

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人労働者の雇用管理に関する事業主からの相談に応じ、雇用管

理改善の援助を行います。また、事業主と雇用者である外国人労働者の間で生じるコミュニケーション

上のトラブル等の解決の援助も行います。相談料は無料です。相談のお申し込みは、お近くのハローワ

ークまでお問い合わせください。 

 

３．外国人雇用サービスセンター（東京・大阪・名古屋・福岡） 

外国人に係る情報提供、職業相談・紹介や事業主に対する外国人雇用の情報提供、援助などを専門的

に行う機関です。 

① 東京外国人雇用サービスセンター 

東京都新宿区四谷 1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー13 階 

TEL：03-5361-8722 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/ 

② 大阪外国人雇用サービスセンター 

大阪府大阪市北区角田町 8－47 阪急グランドビル 16 階 

 TEL：06-7709-9465   

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/  
③ 名古屋外国人雇用サービスセンター 

  愛知県名古屋市中区錦 2-14-25 ヤマイチビル 8F 

  TEL：052-855-3770   

  https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/ 

④ 福岡外国人雇用サービスセンター 

福岡県福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラオフィスビル 12 階 

TEL：092-716-8608 

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hw/fuzoku_kikan/gaisen.html 

 

４． 相談機関のご紹介（外国人労働者向け） 

労働条件等について外国語で電話相談できる「外国人労働者向け相談ダイヤル（ナビダイヤル）」、「労

働条件相談ほっとライン（無料）」、「外国人労働者相談コーナー」は、以下のページで案内しています。

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 

 

５．総合労働相談コーナー 

解雇、雇止め、セクハラ、パワハラなどの労働問題に関するあらゆる分野の相談を専門の相談員が、

面談あるいは電話にて無料で受け付け、解決のための情報提供を行います。各地の総合労働相談コーナ

ーの場所等は、以下のホームページ参照。 

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 

 

６．外国人のための人権相談 

全国の法務局・地方法務局では、人権相談所を設置し、様々な人権問題について相談に応じています。

「外国人のための人権相談所」では、多言語の通訳を配置し、日本語による意思疎通が困難な外国人が

安心して相談できるようにしています。 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 

 

７．インターネット人権相談受付窓口 

法務省では、インターネットによる相談窓口を開設して様々な人権に関する相談を受け付けています。
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申込フォームにメールアドレスを入れて送信すると、相談内容入力フォームが返信されるので、そこに

相談の内容等を記載してやりとりします。 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

※お急ぎの方、インターネット相談受付窓口を利用できない場合は、電話相談 

 （https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html）も利用可能です。 

 

 

8．外国人在留総合インフォメーションセンター 

出入国在留管理庁では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせに応じるため

に、各地方出入国在留管理官局・支局に相談窓口（外国人在留総合インフォメーションセンター）を設

置しています。電話や窓口、メールでのお問い合わせに多言語で対応しています。 

TEL：0570-013904 

IP,PHS：03-5796-7112 

メールアドレス：info-tokyo@i.moj.go.jp 

https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

 

9．外国人のためのワンストップ型相談センター（外国人総合相談支援センター） 

地方公共団体の相談窓口と連携して、外国人住民が我が国で生活するために必要な入国管理手続等の

行政手続、生活に関する相談及び情報提供を行うため、ワンストップ型の相談センターを設置していま

す。電話や訪問によるお問い合わせに日本語だけでなく、外国語（多言語）でも対応しています。 

① 外国人総合相談支援センター 

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－４４－１東京都健康センター「ハイジア」１１階  

しんじゅく多文化共生プラザ内 

TEL：03-3202-5535 

TEL・FAX：03-5155-4039 

英語（月～金） 

インドネシア語（火） 

ベトナム語（月・水） 

タガログ語（金） 

https://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/kurashi/sogosodanshiensenta/ 

 

②外国人総合相談支援センター埼玉 

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎 3 階 

TEL：048-833-3296 

FAX：048-833-3600 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/sogo-sodan.html 

 

③多文化共生総合相談ワンストップセンター 

〒430-0916 静岡県浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松 4 階 

TEL：053-458-2170 

https://www.hi-hice.jp/ja/life/guide/general-consultation/ 
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（２）在留管理 

①共通事項 

(a)在留資格と許可される活動 

EPA 介護福祉士（候補者）には、入管法に基づき、「特定活動」という在留資格が与えられま

す。特定活動の在留資格では、個々の外国人ごとに、具体的に雇用される機関（受入れ機関）、就

労する施設（受入れ施設）および当該施設における活動の内容は、法務大臣により個々の候補者に

対して指定書（※）により指定されます。したがって、指定書により指定された就労活動のみ可能と

なり、候補者を指定された施設以外で就労させたり、指定された活動内容以外の就労活動をさせた

りすることは入管法上できません。 

これらに違反して就労を行った EPA 介護福祉士（候補者）は、入管法に基づき国外退去等の処

分の対象となります。受入れ機関においては、雇い入れる EPA 介護福祉士（候補者）の在留資格

が適正なものであるかどうか確認を行ってください。 

また、EPA 受入れ制度の趣旨に鑑み、候補者については、候補者として活動中の間は、原則と

して、他の在留資格への変更は認められません。 

なお、EPA 介護福祉士（候補者）の在留管理は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシ

ア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する

指針」（平成 20 年法務省告示第 278 号）、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国

との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」（平成

20 年法務省告示第 506 号）又は「平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との

間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受ける

ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」（平成 24 年法務省告示第 411 号）

により運用されることとなります。 

※「指定書」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載したもので、通常 

旅券に添付されています。 

 

(b)在留カード、転居や在留カード記載事項の変更手続き 

EPA 介護福祉士（候補者）は、入管法上の中長期在留者であるため、基本的には入国時に空港

において在留カードが交付されます。 

在留カードには、顔写真のほか、氏名、国籍、生年月日、性別、在留資格、在留期間等の情報が

記載されており、外国人が日本において生活を行う上での身分証となります。16 歳以上の外国人

は「在留カード」の携帯が義務づけられていますので、EPA 介護福祉士（候補者）に、必ず携帯す

るようお伝えください。 

EPA 介護福祉士（候補者）が新住居地に移った際、新住居地に移った日から 14 日以内に、 

在留カードを持参の上、市区町村の窓口にて住居地変更等必要な手続きの届出を行う必要がありま

す※。受入れ施設には、窓口への引率等の支援をお願いしております。 

 

なお、在留カードの住居地以外の変更（氏名等）があったときは、住居地を管轄する地方出入国

在留管理官署において届出を行う必要があります。 

 

※住民基本台帳法（以下「住基法」とします。）に基づき、日本に中長期間在留する外国人についても日本人

と同様に、住民票が作成され、転出・転入の際には最寄りの市区町村にて手続きを行う必要があります。 

 

(c)在留期間の更新手続き 

介護福祉士資格取得前の介護福祉士候補者に決定される在留期間は１年で、毎年更新の許可申

請を行わなければなりません。また、介護福祉士資格取得後の EPA 介護福祉士に決定される在留
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期間は最長３年で、その後は雇用契約の期間や本人の在留状況等により３年を超えない範囲の在留

期間が決定されて更新できます。 

更新の許可申請は在留期限の３か月前から受け付け可能ですので、在留期限を過ぎてしまうこ

とのないように、本人が手続きを行うようご支援ください。本人が有している在留期限がいつまで

なのか十分注意してください。 

 

②介護福祉士候補者の在留管理 

候補者の在留管理に必要な手続きは、受入れ支援契約に基づき、JICWELS からご案内いたします。 

(a)在留資格と許可される活動 

介護福祉士候補者の在留資格は「特定活動」となり、介護福祉士資格を取得することを目的とし、

日本語研修機関における研修の履修活動及び受入れ施設において施設内研修を通じて必要な知識・

技術を修得する活動を指します。 

 

(b)資格取得前の受入れ機関・施設の変更 

上記①(a)の指針上、介護福祉士候補者が受入れ機関・施設を変更するためには受入れ施設の閉鎖

等の「やむを得ない事情」が必要であるとされており、資格取得前の受入れ機関・施設の変更は原

則として認められません。 

これは、同一法人内の別施設での就労についても同様であり、勝手に同一法人内の別施設で就労

させると、入管法違反となります。 

 

(c)在留資格の変更と各種支援 

候補者は、日本の国家資格を取得する目的のもと、「特定活動」の在留資格によって日本での在

留を許可されています。候補者が在留資格を「特定活動」以外（例：日本人の配偶者等）に変更し

た場合、候補者として受けられる全ての支援を受けることができなくなります。「特定活動」から他

の在留資格へ変更を検討する際には、事前に JICWELS までご相談ください。 

 

(d)在留期間の更新手続き  

申請は、次の書類を介護福祉士候補者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署（支局、出張

所）の窓口に提出して行います。地方出入国在留管理官署では提出のあった申請書類に基づき、本

人の在留状況などを踏まえ、更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうか審査します。 

 

＜必要書類＞ 

・「在留期間更新許可申請書」入管法別記第３０号の２様式 

（地方出入国在留管理官署の窓口または、法務省ホームページ 

  

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities04_03.html

からダウンロードが可） 

・本人の「旅券」及び「在留カード」 

・本人の顔写真 

・「年間の収入及び納税額に関する証明書」（住民税の課税証明書及び納税証明書等） 

・「在職証明書（書式は任意）」または「雇用契約書の写し」 

・ ｢研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書｣（更新手続きの時点で、同年

内に JICWELS への定期報告を提出済みの場合、そのコピーを利用し、地方出入国在留

管理官署に提出いただけます。） 

※申請は、介護福祉士候補者本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うことが原則と
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なっていますが、外国人を雇用している受入れ機関の職員で地方出入国在留管理局長が

申請取次者として承認した方は、所属する外国人に代わって申請の取次を行うことがで

きます。 

 

③EPA 介護福祉士の在留管理 

EPA 介護福祉士の在留管理に必要な手続きは、受入れ支援契約に基づき、JICWELS からご案

内いたします。 

(a)在留資格と許可される活動 

資格取得後の EPA 介護福祉士は、候補者の時と同様、在留資格は「特定活動」です。但し、EPA

介護福祉士になると指定書に記載される就労先は、原則、受入れ機関となりますので、日本人職員

同様に、在留資格変更の手続きをせずに同一機関内の施設異動（介護業務に限る）が可能になりま

す。 

 

(b)候補者から EPA 介護福祉士への変更の手続き 

受入れ機関において就労・研修を行う介護福祉士候補者が介護福祉士資格を取得した場合、引き

続き受入れ施設において EPA 介護福祉士として就労を継続することができますが、日本で行う活

動が介護福祉士としての活動となることから、在留資格の変更の許可を受ける必要があります。 

在留資格変更の申請は、次の書類を EPA 介護福祉士の住居地を管轄する地方出入国在留管理官

署（支局・出張所）に提出して行います。地方出入国在留管理官署では提出のあった申請書類に基

づき、本人の在留状況などを踏まえ、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうか審査

します。 

EPA 介護福祉士が、資格取得前とは別の介護施設で就労する場合、新たな施設（変更の範囲を

含む）が記載された雇用契約書をもって、在留資格の変更の申請を行う必要があります。また、在

留資格変更に際しては、JICWELS による、新しい受入れ施設が EPA 介護福祉士の就労が可能な

施設の要件を満たしているかの確認が必要となりますので、変更する場合は、JICWELS にご一報

ください。 

なお、EPA 介護福祉士の受入れ要件は、次の(c)をご参照ください。介護福祉士の資格取得後は、

就労可能な施設の範囲が広がります。 
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＜申請書類＞ 

・「在留資格変更許可申請書」入管法別記第３０号様式 

（地方出入国在留管理官署の窓口または、法務省ホームページ 

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities04_02.html

からダウンロードが可） 

・本人の「旅券」及び「在留カード」 

・本人の顔写真 

・「年間の収入及び納税額に関する証明書」（住民税の課税証明書及び納税証明書等） 

・雇用契約書等（活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの） 

・介護福祉士登録証の写し 

※申請は、介護福祉士候補者本人が地方出入国在留管理官署に出頭して行うことが原則となっ

ていますが、外国人を雇用している受入れ機関の職員で地方出入国在留管理局長が申請取次

者として承認した方は、所属する外国人に代わって申請の取次を行うことができます。 

 

 

 

(c)EPA 介護福祉士の受入れの要件 

EPA 介護福祉士を雇用する受入れ機関には、資格取得後であっても、次のとおり一定の条件が

付されています。 

なお、本枠組みで介護福祉士資格を取得した EPA 介護福祉士が、本邦を出国することなく、日

本国内で別の受入れ機関で就労する場合、在留資格変更にあたり、就労予定施設が要件を満たして

いることを確認することが必要です。必要な書類や手続きについては JICWELS よりご案内します

ので、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。 

また、協定上義務付けられてはいませんが、EPA 介護福祉士の雇い入れにあたっては本枠組み

で受入れ機関への紹介を一元的に担ってきた JICWELS による紹介を受けることが、受入れ事業の

円滑な実施の観点から望ましいものと言えます。 

 

＜EPA 介護福祉士受入れ機関の要件＞ 

 

(d) EPA 介護福祉士を訪問介護業務に従事させる受入れ機関等の留意事項について 

EPA 介護福祉士は、利用者の居宅においてサービスを提供する業務（以下、「訪問系サービス」

EPA 介護福祉士を介護福祉士国家試験の受験資格に係る介護等の業務に従事させることができる施設

であって、次の１～４の要件を満たしているものであること。 

 

１ 過去 3 年間に、経済連携協定等の枠組みによる介護福祉士（候補者）の受入れにおいて、虚偽の求

人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがないこと。また、過去 3 年間に、外国人の就労

に係る不正行為を行ったことがないこと。 

２ JICWELS を通じて、地方出入国在留管理官署や厚生労働省に対して、所要の定期報告と随時報告

を行うこと。 

３ JICWELS による巡回訪問について必要な協力を行うこと。 

４ 雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を EPA 介護福祉士

に支払うこととしていること。 
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とします。）を行うことができます。 

但し、EPA 介護福祉士を訪問系サービスに従事させる受入れ機関及び訪問介護事業所等の受入

れ事業所等は、上記の厚生労働省告示に定める「EPA 介護福祉士受入れ機関の要件」のほかに、次

の留意事項を適切に実施できることが要件となります。 

次の留意事項を適切に実施できることを事前に JICWELS から確認を受けなければ、EPA 介護

福祉士を訪問系サービスに従事させることはできませんのでご注意ください。 

EPA 介護福祉士が訪問系サービスに従事する場合は、必ず事前に JICWELS に相談をお願いい

たします。 

 

【EPA 介護福祉士を訪問介護業務に従事させる訪問介護事業所の留意事項】 

（※以下の内容は、「EPA 介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が

留意すべき事項について（2017 年 1 月 12 日）」として都道府県知事等宛て厚生労働省より

発出された通知を抜粋したもの。） 

 

受入れ機関等が、EPA 介護福祉士に訪問系サービスを提供させる場合には、現行の介護保険

制度において、研修や訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理の実施等がサービス提供責

任者等に義務付けられていること等から、次の内容についても留意すること。 

なお、（１）から（６）までの事項実施状況については、JICWELS が、巡回訪問を通じ確認

する。 

 

（１）訪問系サービスを提供する EPA 介護福祉士に対して、次の事項を含む研修を行うこと。 

・訪問介護の基本事項（心得・倫理、プライバシーの保護等） 

・生活支援技術（高齢期の食生活、住生活、調理、掃除、ゴミ出し等） 

・利用者、家族や近隣とのコミュニケーション 

・日本の生活様式（文化・風習・習慣、年中行事等） 

・訪問介護計画書に記載されたとおりのサービス提供を行うこと。 

 

（２）次の事項を含む緊急時の対応マニュアルの整備及び EPA 介護福祉士に対する研修を行う

こと。 

・緊急時の対応（緊急時の連絡先・その手段（携帯電話の貸与等）・連絡体制の確認、応急

処置・救急車の要請などの急変時の対応） 

・事故発生時の対応（利用者の誤嚥・転倒などの事故、利用者宅における物損事故、移動

中の事故等への対応） 

・感染症への対応（感染予防、嘔吐物の処理等） 

・リスクマネジメント（ヒヤリ・ハット事例等） 

・災害発生時の対応（ハイリスク利用者の把握、避難時の対応等） 

 

（３）次に掲げる事項など、記録や報告事項の記載方法について工夫し、正確かつ、よりスムー

ズに、EPA 介護福祉士が適切な記録等を作成できるようにすること。 

・チェックシート方式による簡略化 

・記載事項を５Ｗ１Ｈなどに分けて記載できるような様式の設定 

・文字の色分けによる優先順位、緊急度の区別 

・申し送り事項の明確化 

 

（４）EPA 介護福祉士が訪問系サービスの提供を一人で適切に行えるよう、数回程度又は一定
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期間、サービス提供責任者等が同行する等の必要な OJT を行うこと。 

 

（５）受入れ施設のサービス提供責任者等は、EPA 介護福祉士が一定以上の適切な日本語の運

用能力を有することを把握、判断したうえで、訪問介護員として配置するなど、サービス提

供が適切に行われるようにすること。 

 

（６）サービス提供責任者が、研修、技術指導、業務の実施状況の把握等、重要な役割を果たす

ことから、受入れ機関等において、その役割が十分果たせるように留意すること。 

 

（７）EPA 介護福祉士による訪問系サービスの提供の状況について、各自治体から求めがあっ

た場合には、サービスの内容等の記録を提出すること。 

 

(e)滞在管理費のお支払い 

国家試験に合格した EPA 介護福祉士を受入れている場合は、受入れ支援契約に基づき、１人当

たり年度毎(※)に 10,000 円（税別）の滞在管理費をお支払いいただきます。 

年度当初に、JICWELS より請求書を送付いたしますので、請求書に記載の期日までに指定の銀

行口座にお振込みください。なお、振込手数料は受入れ機関のご負担とさせていただきます。 

滞在管理費は、地方出入国在留管理官署への所定の報告の取り次ぎ事務、JICWELS における受

入れ機関（施設）や EPA 介護福祉士からの在留管理に関する相談への対応、滞在者情報のとりま

とめと国への提供、在留期間更新許可申請の手続き案内、メールマガジンを通した情報提供、資格

取得者向け研修、データベースシステム管理等に充てる経費になります。 

※ 受入れ事業における年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとしています。 

 

（３）EPA 介護福祉士の介護報酬などの取扱い 

EPA 介護福祉士候補者が「介護福祉士」となるのは介護福祉士登録簿へ登録を受けた時点とな

ります。この登録を行うことを前提として、介護福祉士国家試験に合格した月の翌月から、介護業

務に従事している限り、介護保険制度や障害者福祉制度における介護福祉士としての配置基準や報

酬算定上のカウントが可能です。 

ただし、出入国管理法令との関係では、介護福祉士登録簿への登録を受けただけで、EPA 介護

福祉士としての活動が認められるものではありません。このため、介護福祉士登録簿に登録を受け、

介護福祉士登録証の発行を受けた後、速やかに、地方出入国在留管理官署において、「特定活動（EPA

介護福祉士）」の在留資格変更許可を受けることが必要となります。 

 

（４）雇用契約を終了し、帰国した者が、EPA 介護福祉士として再度入国するとき 

EPA 介護福祉士として日本に滞在している者が、受入れ機関との雇用契約を終了し、帰国した

後、あらためて入国するには、母国の送り出し調整機関に申請を行い、JICWELS の紹介による受

入れ機関のあっせんを経ることが必要です。 

EPA に基づく介護福祉士候補者としての滞在期間中には介護福祉士資格を取得できず、いった

ん帰国後、例えば在留資格「短期滞在」で日本に滞在して介護福祉士国家試験に合格することによ

り介護福祉士資格を取得した者も、同様の手続きを経ることが必要です。 

 

（５）一時帰国の手続き 

EPA 介護福祉士（候補者）は里帰り等で、一定期間、母国に帰国することができます。一時帰

国にあたっては、JICWELS に届け出を行う必要はありません。一時帰国にあたっては下記の事項

が必要になります。 
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 なお、受入れ機関（施設）は、緊急時に備え、EPA 介護福祉士（候補者）の母国での連絡先を控

えるようにしてください。 

 

＜一時帰国後、一年以内に再入国する場合＞ 

EPA 介護福祉士（候補者）が一時帰国後、一年以内に再入国する場合、事前に再入国許可を取

得する必要はありません。ただし、出国する際に、在留カードの提示及び出入国カード（ED カー

ド）の出国予定期間の欄と「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄にチェックすること

が必要となります（みなし再入国許可）。 

 

＜一年以上、一時帰国する場合（EPA 介護福祉士のみ）＞ 

日本を出国する前に、必ず最寄りの地方出入国在留管理官署において、再入国許可を取得する必

要があります。再入国許可を取得すれば一年以上一時帰国をすることは可能ですが、在留期間満了

日を超えて再入国をすることはできません。 

 

（６）雇用契約終了等の手続き 

(a)雇用契約の終了 

・EPA 介護福祉士候補者の場合 

60 ページ「３．受入れ機関からの各種報告」の「（１）EPA 介護福祉士候補者の場合」の「⑤

雇用契約の終了及び候補者の帰国確認」を参照ください。 

 

・EPA 介護福祉士の場合 

62 ページ「３．受入れ機関からの各種報告」の「（２）EPA 介護福祉士の場合」の「③雇用契

約の終了」を参照ください。 

 

(b)「EPA 特定活動」以外の在留資格への変更 

・EPA 介護福祉士候補者の場合 

60 ページ「３．受入れ機関からの各種報告」の「（１）EPA 介護福祉士候補者の場合」の「⑥

在留資格の変更（就労施設の変更も含む）」を参照ください。 

 

・EPA 介護福祉士の場合 

62 ページ「３．受入れ機関からの各種報告」の「（２）EPA 介護福祉士の場合」の「④在留資

格の変更（就労施設の変更も含む）」を参照ください。 

 

2. 受入れ施設における研修 

＜研修の実施＞ 

施設受入れ後の介護福祉士候補者に対する研修・学習は、各受入れ施設において進めていただき

ます。 

この受入れ施設における研修・学習については、次の「施設内研修の基本事項」を全ての受入れ

施設で満たしていただく必要があります。 

 

（１）施設内研修の基本事項 

厚生労働省告示により、研修は、次の要件を満たさなければなりません。 
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＜施設内研修の基本事項＞ 

介護福祉士コースにおける介護福祉士候補者が、日本における介護福祉士の役割や機能を理解し、

介護福祉士国家試験に合格するために必要な日本語能力、知識・技術を修得できるよう、受入れ施設

は、以下の(1)から(4)までを満たした介護研修計画を策定し実施するものとする。 

 

(1)研修内容は、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための「介護

研修計画」が作成されていること(※)。 

（※）「介護研修計画」については、研修が効率的に行えるよう、介護施設の実情等に応じて、自己

学習環境の整備、研修時間の確保、通信教育の利用、介護福祉士学校養成所での聴講、地域の研修

機会の活用等に配慮し策定するとともに、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容と

すること。 

(2)介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等、研修を統括する研修責任

者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支

援者が配置され、介護研修計画を実施するために必要な体制が整備されていること。 

(3)研修責任者は、原則として、5 年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有す

る者とすること。なお、研修責任者には、5 年以上介護業務に従事した経験がなくとも、介護福

祉士実習指導者講習会を修了し、かつ、介護福祉士の資格を有する者が含まれます。 

(4)日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。 

 

 

 

（２）受入れ施設における「介護研修プログラム」の作成及び JICWELS への提出 

受入れ施設における研修に係る書類としては、求人登録申請の際に提出いただく「介護研修計画」

【上記(1)】の他、施設内研修を開始する前に提出いただく「介護研修プログラム」があります。 

各受入れ施設においては、「介護研修計画」に基づき、より実践的な研修を展開していくために

「介護研修プログラム」を作成していただくことが望ましいとされています（厚生労働省告示）。 

この「介護研修プログラム」は、介護福祉士候補者を施設に受け入れてから国家試験受験までの

間の研修・学習内容や到達目標等を、各受入れ施設が研修の一定期間ごとに具体的に定めていただ

くものですので、研修を開始する前に作成し、JICWELS へ提出してください。 

 

「介護研修プログラム」は、様式を定めていませんが、作成の際には、47～56 ページに記載の

「標準的な学習プログラムの基本的な考え方等」及び「標準的な学習プログラム（標準形）」等をご

参照ください。 

 なお、受入れ施設における日本語学習については、57～59 ページに地域社会やネットワーク上

で活用可能と考えられる学習支援ツールを「日本語学習のためのツール」として整理しています。

受入れ施設においては、これらを参考にして、候補者の日本語学習の支援に努めていただきます。 

 

（3）研修の実施状況管理及び報告 

受入れ施設における研修については、候補者の研修の進捗状況を把握し、評価・点検を行いなが

「介護研修プログラム」は、以下の３つの研修・学習分野から構成していただきます。 

① 「介護福祉士国家試験受験準備のための学習（介護の知識・技術の修得）」 

② 「日本語の継続学習」 

③ 「職場への適応促進・日本の生活習慣の習得等」 

研修・学習の内容については、47～56 ページに記載の「EPA 介護福祉士候補者の標

準的な学習プログラムについて」に例示しています。 
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ら、必要に応じて「介護研修プログラム」の見直しを行い、研修の改善に努めてください。（２）で

作成いただいた「介護研修プログラム」を用いて、年度を通して候補者の学習状況や学習支援の管

理を行うことを推奨いたします。 

また、研修の実施状況については、次の「研修の実施状況報告について」により、厚生労働省の

定める様式にて受入れ機関から JICWELS に他の定期報告書類とともに報告していただきます。提

出時期等の詳細については、60 ページ「Ⅱ 3.受入れ機関からの各種報告」をご参照ください。 

 

【「研修の実施状況報告について」の様式等】 

① 【厚生労働省通知様式第 2-2】「研修の実施状況の報告（介護施設）」・・・P125 

介護研修計画書の記載事項を計画ベースと実績ベースで対比できるように作成して、提出する

もの。 

② 【厚生労働省通知様式第 2-2 号別紙 1】「研修評価表（研修責任者記載）」・・・P126 

研修の実施状況について、研修責任者がチェックリストにより評価、要改善事項等の所見を

記述して、提出するもの。 

 

③ 【厚生労働省通知様式第 2-2 号別紙 2】「研修評価表（候補者記載）」・・・P127 

研修の実施状況について、介護福祉士候補者がチェックリストにより修得状況等を自己評価、

要改善事項等要望事項等を記述して、提出するもの。 

 

 

（４）介護福祉士国家試験受験手続きについて 

介護福祉士国家試験の受験手続きについては、例年７月頃に公益財団法人社会福祉振興・試験セ

ンターのホームページや官報に、受験生が提出する書類、受験に関する書類の受付期間、提出方法

等のお知らせが掲載されます。尚、受験対象年度の候補者につきましては、公益財団法人社会福祉

振興・試験センターより「受験の手引き」が受入れ施設宛に送付されます（2026 年 2 月時点）の

で、受入れ施設においては、候補者本人が受付期間内に手続きを行えるようにご支援ください。 

受験に関する書類の受付期間後は、介護福祉士国家試験受験申込みができなくなりますので、ご

留意願います。 

 

（5）介護福祉士国家試験合否結果の報告について 

試験の合否結果については、次の「介護福祉士国家試験合否結果報告書」により、合否結果発表

日から 2 週間以内に受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

 

＜提出書類＞ 

【厚生労働省通知様式第 7-2】「介護福祉士国家試験合否結果報告書」・・・・・・・P135 

提出先：専用のウェブサイトからご提出ください。 

提出日：合否結果発表日から 2 週間以内に提出してください。 

 

注意：受入れ施設における研修・学習支援の費用負担  

候補者への研修・学習支援を実施する際、施設職員による OJT 指導、研修支援者による国家試

験に向けた自己学習の指導等、受入れ施設の設備や職員等を利用する場合の費用については、教材

等の購入に係る費用も含め、原則として受入れ施設で負担してください。 

また、研修計画の一環として、外部の教育・研修機関等（例．通信教育、介護福祉士養成施設で

の聴講、日本語学校への入学等）を利用する場合についても、費用の助成（一部助成も含む）や就

学時間の確保等、受入れ施設が可能な範囲内で支援を行ってください。受入れ施設における研修・
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学習においては、その方法にさまざまな選択肢がありますが、研修・学習費用の名目で過大な金銭

的負担等を候補者に強いることの無いよう留意ください。また、勤務時間内に実施する研修につい

ては賃金支払いの対象となります。賃金支払いの対象とならない時間帯の講習等は候補者の自由参

加となりますのでご注意ください。 

これら研修・学習の費用負担は、候補者が就労希望機関・施設を選定するにあたって閲覧する、

研修実施体制説明書に記載する欄がありますので、求人登録にあたって記載いただくことになりま

す。これらの内容は求人情報の一部となり、採用後は記載どおり実施することが必要です。実際に

記載内容を実施しない場合、「虚偽の求人申請」と判断され、３年間の受入れ停止及び現在受入れ

中の候補者の受入れ機関変更の対象となる場合もありますのでご注意ください。 

なお、厚生労働省は各都道府県を通じて地域医療介護総合確保基金又は生活困窮者就労準備支援

事業費等補助金として、受入れ施設が行う候補者に対する学習支援のための費用補助を行っていま

す。補助対象や申請手続き等については、各都道府県にご確認いただき、ご活用ください。 

 

  

46



 
 

EPA介護福祉士候補者の標準的な学習プログラム 
 

介護福祉士候補者の受入れでは、候補者は、受入れ施設での就労・研修を経て、介護福祉士国家

試験に合格し、介護福祉士として長く就労することが期待されています。 

そのため、受入れ施設においては、候補者が国家試験受験に必要な日本語や介護専門知識・技術

等を習得することに精励するだけでなく、候補者の学習をサポートするための研修指導者の配置、

学習環境の整備、研修計画の作成を行い、研修計画に基づいた研修を実施することが求められます。 

JICWELS では、候補者受入れ機関（施設）における研修計画の作成や研修計画に基づく効果的

な研修の実施、候補者の自己学習を支援するために、「EPA 介護福祉士候補者受入れ 標準的な

学習プログラム 及び 研修の手引き」を作成しております。 

同書は、介護の日本語及び介護の知識・技術（国家試験対策）の習得のための就労開始から国家

試験受験までの一貫した学習プログラム及び候補者の学習方法や研修担当者の研修への関わり方

等を具体的に取りまとめたものです。 

この中から、EPA 介護福祉士候補者の就労開始から国家試験受験までの３年間の学習プログラ

ム（学習目標、学習内容、国による学習支援等）を示した「標準的な学習プログラム（標準形）」

を以下に掲載いたします。なお、内容は、2025 年度時点の介護福祉士国家試験制度及び候補者受

入れ制度等に基づき一部内容を改訂したものです。また、介護福祉士養成課程における教育内容の

見直しに伴い、2022 年度から新しいカリキュラムに基づく国家試験が実施され、2025 年度か

らは新たにパート合格が導入されました。 

受入れ施設において、「標準的な学習プログラム（標準形）」を元に研修計画及び研修プログラ

ムを作成するにあたって、受入れ施設や研修指導者がどのように候補者の研修にかかわるか等に関

して、次の「1.標準的な学習プログラムの基本的な考え方等」、「２.標準的な学習プログラムに基

づく研修の実施方法等」をご参照ください。 

 

１．標準的な学習プログラムの基本的な考え方等 

標準的な学習プログラム（以下、「標準学習プログラム」とします）は、下記の考え方に基づき

策定したものです。 

 

（１）標準学習プログラムの対象、目標等 

標準学習プログラムでは、所定の訪日前・訪日後日本語研修（※）（以下、「日本語研修」とします。）

を修了した EPA 介護福祉士候補者を対象とし、就労開始から３年間で介護福祉士国家試験に合格

するための学習目標、内容等を示しております。３年間の学習目標は、次のとおりです。 

（※インドネシア・フィリピン：12 か月間、ベトナム：14.5 か月間） 

学習１年目 国家試験対策学習に対応できる介護の日本語力及び介護の知識・技術の習得 

学習２年目 国家試験の基礎知識の獲得 

学習３年目 国家試験合格を目指した受験学習 

 

（２）候補者の自己学習が基本 

標準学習プログラムの学習内容、学習方法は、基本的には候補者が自己学習できるように、どの

段階でどこまで学習ができればよいか学習目標等を示しております。 

さらに、個々の学習到達目標を達成するための参考教材、教材の活用方法、学習期間・時間の目

安、学習の進め方についても「EPA 介護福祉士候補者受入れ 標準的な学習プログラム 及び 研

修の手引き」の「研修の手引き編」で具体的に示しております。  
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（３）研修指導者の指導負担の軽減 

標準学習プログラムの策定にあたっては、研修指導者の位置づけを見直し、なるべく研修指導者

の負担が軽減できるようにしております。研修指導者の関わり方については、以下「２．研修指導

者の研修への関わり方について」を参照してください。 

 

（４）日々の介護現場の仕事を通した学習の体系化 

候補者の母国では、自立支援や尊厳の保持といったような、日本の介護観はあまり浸透していな

いため、介護全体のイメージを座学だけで理解することは難しいと言われます。候補者は、就労開

始前に介護の基本的な知識・技術を学ぶ介護導入研修を受講してはいますが、仕事を通して得られ

る介護知識を増やすことで、介護専門学習が円滑に進みます。 

標準学習プログラムや「研修の手引き」では、日々の介護業務を通して、段階的に介護知識・技

術を習得するプログラムを示しております。 

 

（５）国による学習支援の活用 

候補者の自己学習及び受入れ施設での就労・研修に対して実施されている以下の学習支援等につ

いても、受入れ施設が作成する研修計画に含めることで、より効果的な研修を実施できるよう、標

準的な学習プログラムにおいて明記しております。このように、国家試験受験までの期間を通して、

一貫性のある学習体制を構築することが重要です。 

 

【国による学習支援】 

① 適切な手引き及び教材等の提供 

② 就労開始時、日本語統一試験の実施により、個別結果報告及び学習アドバイスの提示 

③ 教材に基づく確認試験の実施により、学習の進捗状況、定着状況を把握 

④ 介護の日本語や介護の専門知識を学ぶ集合研修、オンライン研修（動画講義、ライブ講義）、通

信添削指導、模擬試験等の実施 

⑤ 受入れ施設での就労・研修中の学習経費の支援 

 

２．受入れ施設の研修への関わり方について 

 受入れ施設が標準学習プログラムを参考に研修計画を作成、実施するにあたっては、受入れ施設

は次の事項に配慮することが望まれます。 

 

（１）研修指導者の配置 

研修指導者の研修への関わり方については、以下の「３．研修指導者の研修への関わり方」を参

照してください。 

 

（２）学習時間の確保 

標準学習プログラムに沿った研修・学習が適切に行われるよう、研修・学習の機会や学習時間を

確保してください。この場合の学習時間とは、研修指導者がかかわる学習時間を意味します。 

 

（３）介護業務を通した知識、技術の習得に対する学習環境の整備 

介護業務を通した知識、技術の習得ができるように、現場での指導体制を整えてください。単に

介護技術の習得だけではなく、「なぜこの介護行為が必要なのか」「この介護が必要な利用者はどの

ような疾患や障害があるのか」など介護行為の根拠を教示してください。 
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（４）介護福祉士候補者のメンタルケアへの配慮 

介護福祉候補者たちは、母国を離れた土地で母国語ではない言葉を使って不慣れな仕事をしなが

ら国家試験に合格をしなければいけないという、非常に精神的負担のかかる環境下にいます。その

ため、入職から国家試験合格までの長期間、心身ともに健康に仕事や勉強を継続していくためには、

介護福祉士候補者へのメンタルケア及びモチベーション管理が非常に重要な要素となります。介護

福祉士候補者のメンタルケアへの配慮に関する具体的な対応例としては、来日目的の再確認や本人

の将来について候補者と具体的に話し合う、学習等の現状を分析し学習方法等を見直す、学習成果

の振り返り等で自信を持たせる、現状の勉強環境を変える（外部研修へ参加させる等）、宗教的な行

事への配慮等が挙げられます。 

 

（５）標準学習プログラムに沿って研修計画を作成する際の留意点 

① 学習能力、学習速度は個々により異なるため、学習支援の通信添削試験や模擬試験の結果など

を参考にして、個々の状況に合わせて学習計画を作成してください。 

② 就労年数が進むに伴って、候補者は施設の介護職の一員としての役割を担う存在となり、就労

３年目ともなるとその比重は大きくなります。結果として、国家試験受験年度の最も学習時間

が必要なときに、学習時間が確保できないという状況が多々発生します。よって、３年間の長

期計画を立てる際には、この点を考慮することが必要です。特に就労３年目の後半は学習時間

が確保できるような勤務体制にすることが望まれます。 

 

（６）留意すべき点 

① 研修指導者だけに負担がかからないように、候補者が所属する部署の職員等とも情報を共有し、

連携して候補者の研修指導を行える環境をつくります。 

② 候補者の学習にかかわる時間的余裕を持つことができるように、業務の中に予め候補者との学

習時間を設定しておきます。また、候補者がいつでも気兼ねなく質問や相談ができるような体

制・雰囲気作りも重要です。 

③ 研修指導者を含む担当者を外部の講師や学校等に依頼する場合は、研修すべてを外部に任せた

ままにせずに、常に候補者の学習状況や業務の習得度などの情報共有を行い、積極的に連携を

図ります。 

 

３．研修指導者の研修への関わり方について 
（１）研修指導者の役割 

標準学習プログラムでは、受入れ施設における研修指導者の役割は、候補者の学習の方向付けを

行う、いわば、舵取り役と考えます。研修指導者は、標準学習プログラムを参考に学習計画を立て、

学習の進捗と定着度を常に把握し、学習が順調に進むよう指導してください。 

 

（２）候補者の学習方法の確認・評価 

「EPA 介護福祉士候補者受入れ 標準的な学習プログラム 及び 研修の手引き」の「研修の手

引き」を参考にして、候補者の学習状況を通信添削試験や模擬試験等を通して確認、評価を行いま

す。また、所属部署の介護職員の意見や外部講師の評価も参考にし、総合的・多角的に候補者の日

本語能力や介護業務の習熟度を把握することが望まれます。 

 

（３）学習上の問題の解決 

「日本語学習の成果が出ていない」「国家試験学習が計画通りに進まない」など、学習に問題が

生じた場合は、問題解決の方策を講じます。外部講師や学校等の教育機関を利用している場合
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は、直接相談するとよいです。また、学習支援事業の一環として学習相談窓口を用意しているの

で、学習専門家の助言が必要な場合は、積極的に活用してください。 

 

４．学習時間の確保について 

候補者は 1 年間の日本語研修を通して自己学習を行ってきており、就労開始後も学習支援事業

の e-ラーニングなどを活用することで、ある程度は候補者一人で学習を進めていくことが可能で

す。 

しかしながら、受入れ施設で介護業務を行いながらプライベートの時間を使って自身で学習を進

めていくことは、候補者にとっては心身ともに大きな負担がかかるため、自宅での自己学習のみで

国家試験に合格できるレベルまで候補者の学力を向上させることは極めて困難です。 

そのため、自宅での自己学習の他に受入れ施設の業務時間内に学習時間を設定し、研修指導者や

外部講師が直接指導する環境を作ることが望まれます。 

 

ここでは具体的な学習時間のパターンと、学習時間を設定する上での注意点を紹介します。 

 

（１）学習時間のパターンと注意点 

学習時間の 

パターン 
学習時間の例 特徴や施設での運用について 

就労日に必ず

学習時間を設

定する 

1時間～半日/日 

候補者が出勤する日に必ず学習時間を入れるパターンで、勤務帯で合

わせる方法（例：勤務帯に限らず退勤前 1 時間を学習に充てる）と、

時間帯で合わせる方法（例：夜勤以外の勤務帯では 15 時から 1 時間

を学習の時間に充てる）が一般的である。 

 毎日学習に入ることで、その日のうちに業務で学んだことや分から

なかったことの確認・復習ができるため、比較的学習 1 年目の候補者

に適している。 

一方、業務途中で抜けてしまうことになるため、所属するフロアやユ

ニットでは、候補者が学習に入りやすいように「勉強の時間だから行

っていいよ」などと候補者に声かけを行うなどの配慮が必要である。 

まとめて学習

時間を設定す

る 

1 日～半日/週 

候補者と共に研修指導者が集中して学習を行うことができるパター

ンである。曜日単位で日にちを設定することで、宿題等の管理もしや

すく、テキストの読解や通信添削、模擬試験など長時間かけて行う学

習支援も可能である。 

また、候補者は決まった日にちにまとまった時間業務を抜けること

で、配置人員として考えないですむため、フロアやユニットからする

と勤務シフトを管理しやすいという利点もある。ある程度介護業務を

習得し、長時間の学習が必要となる学習 2～3 年目の候補者の学習時

間に適している。 

長時間集中し

た学習時間を

設定する 

2,3 日～/週 

長時間集中して学習ができるように学習時間を設定する。国家試験直

前期の候補者の学習時間に適している。 

まとまった学習時間が取れる一方、所属部署で業務を行う時間が大き

く減るため、候補者が所属部署で業務をするときに、業務を忘れてし

まったり、新しい事柄に対応できなくなったりする可能性がある。そ

のような事がないように所属部署の職員が率先してフォローすると

よい。 
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（２）学習時間を設定するうえでの注意点 

 学習時間を決めるうえで、候補者や外部講師の意向などを聞くと同時に、候補者の所属するフロ

アやユニットの意見も尊重することが必要です。候補者にとっては学習と同様、所属先の介護福祉

職の一人として介護業務を行うことも重要です。フロア・ユニットの意向を考慮せず一方的に学習

時間を設定してしまうと、候補者が所属している部署の職員から反発を招くことになり、候補者に

とって良い結果とならない場合があります。 

所属部署の理解と協力があっての学習支援であることを念頭に置いたうえで、学習時間を設定す

ることが、介護業務と学習を両立させるために必要な視点といえます。もし学習予定日に欠員など

が発生して候補者の業務が必要になった場合は、学習時間を設定し直したうえで所属部署に入って

もらうなど、臨機応変に対応していくことが安定した学習支援の継続には重要です。 

  

5. 標準的な学習プログラムに基づく研修の実施方法等 
（１）介護福祉士国家試験 筆記試験科目の習得 

① 学習１年目 

学習１年目は、介護の日本語学習を進めながら、下記の目標を意識して取り組んでください。 

受入れ施設・事業所で実際に用いる介護の言葉の中で、候補者が理解できない言葉については、

研修指導者が意味を説明するなど候補者の言葉の学習を促してください。 

今後、業務を進めていくにあたり、指導者をはじめ、職員と候補者との間で言葉の認識の相違を

できるだけ小さくしていきます。 

そして、施設・事業所にある新人職員の養成に関するマニュアルやパンフレット、冊子などを活

用してください。まずは、自施設・事業所にあるものを使って、丁寧にじっくりとかかわってくだ

さい。 

 

＜学習内容等＞ 

■目標：施設・事業所の雰囲気に慣れる。 

【学習内容】 

・施設・事業所の方針等の理解 

・実際の仕事場で使用されている言葉の整理と確認 

 
■目標：職員構成を業務内容と共に理解する。 

【学習内容】 

・どのような職種の職員が働いているのか業務内容を含めた整理と理解 

・介護職員の業務内容とその意味の整理と理解 

・介護職員間や他職種との連携の意味と必要性の理解 

 

■目標：利用者の疾病をはじめとする状態を理解する。 

【学習内容】 

・利用者の特性(高齢特性、障害特性、疾病等)の整理と理解 
 
■目標：国家試験対策学習への準備 
【学習内容】 

・「国家試験の基礎知識の習得」への円滑な移行を図るため、日本の社会、日本の高齢者、日本の介

護等の全体像を教材等により捉える。 

・介護福祉士として必要な基本の生活支援技術の習得 

・介護福祉士国家試験の内容の理解 
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② 学習 2 年目 

学習 2 年目は、まずは介護福祉士国家試験の全体像を知ることから始まり、各科目すべての内容

に触れる 1 年となります。 

候補者が国家試験受験に向けて学習を進めていくうえで、国の学習支援事業による集合研修・オ

ンライン研修が予定されています。その集合研修・オンライン研修で用いられるテキストをしっか

りと学習させましょう。そのなかで、現時点での候補者一人ひとりが、自分の得意な科目、苦手な

科目を知っていき、自分の学習スタイルを見つけて、取り組めるようにしてください。 

 

＜学習内容等＞ 

 

■目標：国家試験の基礎知識の習得 

【学習内容】 

学習教材、学習支援事業（集合研修、オンライン研修、通信添削指導）等を活用して、以下の内

容を学習。 

 

筆記試験の把握と理解（4 領域と領域ごとの科目の内容） 

（１）領域【人間と社会】 

・人間の尊厳と自立 

・人間関係とコミュニケーション 

・社会の理解 

 

（２）領域【介護】 

・介護の基本 

・コミュニケーション技術 

・生活支援技術 

・介護過程 

 

（３）領域【こころとからだのしくみ】 

・こころとからだのしくみ 

・発達と老化の理解 

・認知症の理解 

・障害の理解 

 

（４）領域【医療的ケア】 

 

（５）総合問題 

・各領域で学んだ知識の活用と事例読解に必要な日本語力の養成 

 

③ 学習 3 年目 

学習 3 年目は、2 年目に習得した各科目の基礎的知識を再確認し、知識を確実なものとするこ

と、また、各科目の内容を関連させて、より幅広く総合的な理解力を養い、国家試験合格へと結び

つけていきます。 

そのため、候補者が国家試験受験の日まで仕事と日常生活、そして心身の健康が維持でき、無理

なく継続して取り組める学習プログラムを立てて計画的に学習を進めます。特に 3 年目後半は学

習時間が確保できるような勤務体制にすることが望まれます。 
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＜学習内容等＞ 

■目標：全科目の復習と基礎的な知識の整理 

（１）介護福祉士国家試験の各科目の出題内容の理解    

（２）介護計画に基づいたサービス提供の意味と必要性についての理解 

 

【学習内容】 

・学習教材、集合研修、オンライン研修、通信添削指導等（学習支援事業） 

・介護計画の作成や、ケアカンファレンスへの参加等による実践的な学習 

・通信添削指導（学習支援事業）等により習得度を確認 

 

■目標：国試問題に対する解答力の養成 

【学習内容】 

・集合研修（模擬試験含む）、オンライン研修（学習支援事業等）への参加 

・通信添削指導（学習支援事業）等により理解度を確認 

・e-ラーニングの国家試験過去問題各種演習機能の活用 

 

（２）日本語の継続学習 

学習１年目に、学習 2 年目以降の国家試験対策学習に対応できる介護の日本語力を習得できる

よう、介護福祉士候補者は自己学習を基本とし、学習教材等の活用や集合研修・オンライン研修（学

習支援事業）への参加等により、研修指導者による定期的な習得確認を受けつつ、以下のような学

習を進めることが望まれます。 

 

【学習目標①】 

・介護の仕事で使う会話や言葉の習得 

 

【学習目標②】 

・介護の頻出漢字と語彙の習得 

・読解力・速読力の養成 

 

【学習目標③】 

・国家試験頻出漢字・語彙等の習得 

 

（３）職場への適応促進、日本の生活習慣の習得等 

職場への適応促進、日本の生活習慣の習得については、日常の介護業務の中で行っていくことを

基本とし、その他、地域活動への参加、ホームステイの実施等の取り組みを行うようにしてくださ

い。なお、外国人が日本で生活を送る際に参考となるウェブサイトは、Ⅱの１の（１）のリンク集

（外国人向け情報ウェブサイト）を参考にしてください。 
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EPA介護福祉士候補者の就労開始から国家試験受験までの就労月別 

標準的な学習プログラム（標準形） 

 

 
介護の知識・技術（国試対策） 介護の日本語 国による学習支援

等 学習目標／学習内容等 学習目標／学習内容等 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪ 介 護 現 場 で の 業 務 を 通 し

た学習≫  

■ 施 設 ・ 事 業 所 の 雰 囲 気 に  

慣れる。  

 

【学習内容】 

・施設・事業所の方針等の理解 

・実際の仕事場で使用されている

言葉の整理と確認 

 

■職員構成を業務内容と共に

理解する。  

 

【学習内容】 

・どのような職種の職員が働いてい

るのか業務内容を含めた整理と理

解 

・介護職員の業務内容とその意味の

整理と理解 

・介護職員間や他職種との連携の意

味と必要性の理解 

 

■利用者の疾病をはじめとす

る状態を理解する。  

 

【学習内容】 

・利用者の特性(高齢特性、障害特性、

疾病等)の整理と理解 

■介護の仕事で使う会話

や言葉の習得 

 

 

■介護の頻出漢字と語彙

の習得 
 

■読解力・速読力の養成 

■国試頻出漢字・語彙等の

習得 

 

■左の学習を支

援するため、下

記の学習支援

等を実施。 
 

・学習教材の提供 

・（就労開始時）日

本語習熟度テス

トの実施、個別

学習アドバイス

の提供 

・介護の漢字・語彙

等の定着度を測

る定期的な確認

テストの実施及

び学習アドバイ

スの提供 

・日本語読解力の

養成及び生活支

援技術の習得等

を目標としたラ

イブ講義の実施 

・国家試験対策学

習への準備学習

を行う集合研修

の実施 

・自己学習計画シ

ート、チャレン

ジ問題等、自己

学習ツールの提

供 

・研修好事例等の

提供 

・（都道府県を通じ

た）施設での研修

経費への助成、等 

学

習

1

年

目 
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介護の知識・技術（国試対策） 介護の日本語 国による学習支援

等 学習目標／学習内容等 学習目標／学習内容等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

■目標：国家試験対策学習への準備  

【学習内容】  

・「国家試験の基礎知識の習得」への円滑な移行を図るため、

日本の社会、日本の高齢者、日本の介護等の全体像を教材

等により捉える。 

・介護福祉士として必要な基本の生活支援技術の習得 

・介護福祉士国家試験の内容の理解、等 

 

 
 

■目標：国家試験の基礎知識の習得  
【学習内容】 

 学習教材、学習支援事業（集合研修、オンライン研修、通信

添削指導）等を活用して、以下の内容を学習。 

 

筆記試験の把握と理解(4 領域と領域ごとの科目の内容) 

 

（１）領域【人間と社会】 

  科目「人間の尊厳と自立」、「人間関係とコミュニケーシ

ョン」、「社会の理解」 
  

 

（２）領域【介護】 

  科目「介護の基本」、「コミュニケーション技術」、「生活

支援技術」、「介護過程」 
  

 

（３）領域【こころとからだのしくみ】 

  科目「こころとからだのしくみ」、「発達と老化の理解」、

「認知症の理解」、「障害の理解」 

 
 

（４）領域【医療的ケア】 

  科目「医療的ケア」 

 

（５）総合問題 

  4 領域で学んだ知識の活用と事例読解に必要な日本語力

の養成 
 

 

学

習

2

年

目 

学

習

1

年

目 

 

■左の学習を支

援するため、下

記の学習支援等

を実施。 

・学習教材の提

供 

・科目別概要動

画、テキスト学

習動画講義、ポ

イント解説動

画講義の提供 

・国家試験の基

礎知識の定着

度を測る定期

的な通信添削

指導の実施及

びライブ講義

による学習ア

ドバイスの提

供 

・国家試験の基

礎知識の習得

等を目標とし

た集合研修の

実施 

・自己学習チェ

ックシート、チ

ャレンジ問題

等、自己学習ツ

ールの提供 

・研修好事例等

の提供 

・（都道府県を通

じた）受入れ施

設での研修経

費への助成、等 
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介護の知識・技術（国試対策） 介護の日本語 国による学習支援

等 学習目標／学習内容等 学習目標／学習内容等 

  

  

  

   

   

   

介護福祉士国家試験受験 

 

※ 本プログラムは、2026 年 2 月時点のものです。新しい出題基準等、介護福祉士国家試験に関

する詳細につきましては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターにお問い合わせください。 

  

 

■左の学習を支

援するため、下記

の学習支援を実

施。 

・学習教材の提

供 

・国家試験の基

礎知識の定着度

及び総合的な理

解力を測る定期

的な通信添削指

導の実施及びラ

イブ講義による

学習アドバイス

の提供 

・国試受験対策

を目的とした集

合研修の実施 

・集合研修にお

いて模試を実施

し、個別成績等

を提供 

・自己学習チェ

ックシート、チ

ャレンジ問題

等、自己学習ツ

ールの提供 

・研修好事例の

提供 

・（都道府県を通

じた）受入れ施

設での研修経費

への助成、等 

 

■全科目の復習と基礎的な知識の整理  

（１）介護福祉士国家試験の各科目の出題内容の理解    
 

（２）介護計画に基づいたサービス提供の意味と必要

性についての理解 
【学習内容等】 

・学習教材、集合研修、オンライン研修、通信添削指導等

（学習支援事業）の活用 

・介護計画の作成や、ケアカンファレンスへの参加等によ

る実践的な学習 

・通信添削指導（学習支援事業）等により習得度を確認 
 

 

 

 

■目標：国試問題に対する解答力の養成／候補者

各自の学びの確認と、得意科目と不得意科目の

把握  

【学習内容等】 

・集合研修（模擬試験含む）、オンライン研修（学習支援事

業等）への参加 

・通信添削指導（学習支援事業）等により理解度を確認 

・ e-ラーニングの国家試験過去問題各種演習機能の活用 
 

 

 

学

習

3

年

目 
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日本語学習のためのツール 

日本語の修得は、候補者が地域の方々、施設内の職員などと円滑にコミュニケーションを行う上

で重要です。 

受入れ施設においては、次に掲げる日本語学習のためのツールなどを参考にして、候補者の日本

語修得を支援してください。 

 

（１）日本語学校 

施設所在地周辺の日本語学校は、次のアドレスにアクセスし、都道府県あるいは地域から絞り

込んでいくことで検索、情報の閲覧が可能です。 

・(一財)日本語教育振興協会のサイト：https://www.nisshinkyo.org/search/ 

 

（2）日本語ボランティア教室 

日本語ボランティア教室は、次のアドレスにアクセスし、各都道府県の地域国際化協会あるい

は(財)自治体国際化協会都道府県支部の情報を閲覧の上、直接照会していただくことで利用可能

な教室の確認が可能です。 

・(一財)自治体国際化協会のサイト：   
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/rliea_list.html 

 

また、次のアドレスにアクセスし、地域から検索していくことで、日本語ボランティア教室等

に関する情報を閲覧することが可能です。 

・ユビキタス日本語学習サービスのサイト：https://u-biq.org/volunteermap.html 
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（3）オンライン学習支援ツール 

① オンライン日本語学習教材 

インターネット上の日本語を学習できるサイトです。次のアドレスにアクセスし、必要な作業等

を行うことで、介護福祉士候補者がオンラインで日本語を学習できるリソースを活用することが

可能です。 

サイト名 アドレス サイトの内容（概要） 

つながるひろがる  
にほんごでのくらし 

https://tsunagarujp.mext.g

o.jp/ 

文化庁事業による「生活者としての外国人」のための日本語学習サイ
ト。日本語教室がない地方公共団体に住む外国人でも、遠隔で生

活に根差した日本語を学ぶことができるように公開されたも

の。 

TUFS 

言語モジュール 

 

https://www.coelang.tufs.a

c.jp/mt/ja/ 

東京外国語大学大学院の 21 世紀 COE プログラム「言語運用

を基盤とする言語情報学拠点」の研究成果を活かして開発され

た，インターネット上の言語教材。発音、会話、文法、語彙モ

ジュールがあり、練習問題も豊富。実際に発音や会話を音声で

確認することが可能。 

介護の漢字 

サポーター 
http://kaigo-kanji.com/ 

国家試験各科目に出てくる単漢字（例：「嚥」）、二漢字語（「誤

嚥」）、介護用語（「誤嚥性肺炎」）を互いに関連付けて学ぶこと

ができる。初級後半以上（日本語・英語・インドネシア語） 

介護のことば 

サーチ 
https://kaigo-kotoba.com/ 

介護用語を漢字、ひらがな、カタカナ、英語、インドネシア語

で検索できる。簡単なクイズができる機能や、検索した語をメ

モできる機能を搭載。初級以上（日本語・英語・インドネシア

語） 

JF Japanese e-

Learning みなと 
https://minato-jf.jp/ 

国際交流基金事業によるオンラインで学べ、世界中の仲間と交

流できる日本語学習用プラットフォーム。有料・無料さまざま

なコースがある。（日本語・英語・スペイン語・中国語・インド

ネシア語・タイ語・ベトナム語） 

日本語でケアナビ 
https://nihongodecarenavi.

jp/ 

看護・介護の分野での日本語教育支援ツール。日本語・英語の

辞書機能を中心に、学習者や関係者をサポートする。初級～中

級 （日本語・英語・インドネシア語） 

NIHONGO  

e な 
https://nihongo-e-na.com 

日本語学習に役に立つ様々なウェブサイトやスマートフォン

用アプリを、わかりやすく紹介している。日本語レベルや技能

を指定して、教材を探したり、自分の興味に合わせた学習方法

を知ったりすることができる。 

にほんごをまなぼ

う 

https://aft.kaigo-

nihongo.jp/rpv/ 

日本介護福祉士会運営の日本の介護現場で働く外国人のため

のウェブサイト。日本語能力（N3 程度）や基礎的な介護技能

を身に着けることを目的とする。（日本語・英語・インドネシア

語・ベトナム語他） 

リーディング 

チュウ太 
https://chuta.cegloc.tsuku

ba.ac.jp/ 

日本語読解を支援するサイト。オンライン上の日本語を読むの

に役に立つ。文章中の漢字の読み方や語彙の英語訳を自動的に

つけてくれる。読解練習素材も用意されている。中級以上 （日

本語・英語） 

 

② オンライン日本語ニュース 

日本国内のニュースを音声や日本語字幕付きの映像ニュースで見ることのできるサイトです。 
サイト名 アドレス サイトの内容（概要） 

わかりやすいニュー
ス（一般社団法人ス
ローコミュニケーシ
ョン） 

https://slow-
communication.jp/ 

情報理解に難しさを抱える人たちに、情報を届けるサポート
をする目的で運営されているニュースサイト。漢字にはふり
がながあり、音声で聞くこともできる。 

やさにちウォッチ 
（アルファサード株
式会社） 

https://watch.tsutaeru.
cloud/ 

やさしい日本語の情報を集めてきて、外国人だけでなく多く
の人にわかりやすい言葉で紹介するメディア。漢字にはふり
がながあり、音声で聞くこともできる。 
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サイト名 アドレス サイトの内容（概要） 

NEWS WEB EASY 
（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp
/news/easy/ 

NHK のニュースを、やさしい日本語で読んだり聞いたりでき
るウェブサイト。ふりがなや難しい語の説明がある。通常の
難度のニュースへのリンクが張られているため、様々なレベ
ルの読解・聴解学習に使える。 

 

③ オンライン辞書・翻訳アプリ 

日本語学習や母国語への翻訳に役立つ辞書のサイト及びアプリです。 

サイト・アプリ名 アドレス サイト・アプリの内容（概要） 

Google 翻訳 

ブラウザ版は 

https://translate.google.co.jp/ 

アプリ版はスマートフォン等から

Google play ストア、App Store に

アクセスしダウンロード（無料） 

入力したテキストや音声を瞬時に翻訳してくれる

他、リアルタイムカメラ翻訳機能を使用し、カメラを

向けた画像内のテキストを翻訳することも可能。

100 以上の多言語に対応。（無料） 

DeepL 翻訳 https://www.deepl.com/ja 
日本語と英語、インドネシア語間の文書翻訳ができ

る。（無料。有料サービスも有。） 

Weblio https://www.weblio.jp/ 

日本語の類語多義語辞典機能のほか、英語、インドネ

シア語、ベトナム語のオンライン辞書としても便利。

（無料） 

英辞郎 https://eow.alc.co.jp/ 

プロの通訳・翻訳者の協力で製作された、収録数も１

３０万項目以上ある英和･和英辞書。（無料。有料サー

ビスも有。） 

越日・日越オンラ

イン辞書 

https://www.viet-

jo.com/dictionary/ 

ベトナムニュース総合情報サイト VIETJO が提供す

る辞書機能。86,274 語収録。（無料） 

 

④ 日本語能力試験 

日本語の実力を知りたい方のための日本語能力試験のサイトです。 

サイト名 アドレス サイトの内容（概要） 

日本語能力試験

JLPT 
https://www.jlpt.jp/ 

国外での実施機関、連絡先、出願方法や申し込み期

間などが掲載されている。試験問題例なども閲覧で

きる。（English・日本語） 

 

⑤ 日本語学習教材などを扱う出版社 

日本語を勉強したいけれど、近くに日本語のテキストを売っている本屋がなく困っている 

方のために役に立つサイトです。 

サイト名 アドレス サイトの内容（概要） 

凡人社 https://www.bonjinsha.com/ 

日本学習者用教科書、補助教材、辞書、教師用参考

書等、日本語関係のほとんどの書籍･教材が手に入

る。オンラインで購入可。（日本語） 

アルク https://www.alc.co.jp/ 
アルク出版の日本語教材だけでなく、英語、諸外国

の教材も探せる。オンラインで購入可。（日本語） 

スリーエー 

ネットワーク 
https://www.3anet.co.jp/ 

AOTS 開発の「新日本語の基礎」シリーズや「みん

なの日本語」等を購入できます。（English・日本語） 

紀伊国屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/ 

日本語の学習用教材だけでなく、一般書籍の本を幅

広く検索できる。会員になるとオンラインで購入

可。（日本語） 

丸善雄松堂 https://yushodo.maruzen.co.jp/ 
国内出版社等のリンクも多く張られている。会員に

なるとオンラインで購入可。（日本語） 

Amazon.com https://www.amazon.co.jp/ 
世界最大のオンライン書店。日本支店で注文を行え

るのが便利。（English・日本語） 
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３．受入れ機関からの各種報告 

受入れ機関は JICWELS や地方出入国在留管理官署に対し各種報告を行う事が厚生労働省告示

や法務省告示により義務づけられております。 
これらの受入れ機関からの報告は、JICWELS にて確認を行った後、厚生労働省や地方出入国在

留管理官署へ提出されます。 
 

（１）EPA 介護福祉士候補者の場合 

＜定期報告＞ 

① 施設要件・研修実施状況・雇用契約要件、受入れ状況等の報告 

受入れ施設の要件の遵守状況、研修の実施状況、雇用契約の要件の遵守状況、受入れ状況等の報

告を受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。なお、報告書類は、毎年の在留資格更新

申請の際にもご利用いただけます。 

【厚生労働省通知様式第 1-２】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P123 

・ 「受入れ施設の要件遵守状況の報告（介護施設）」 

【厚生労働省通知様式第２-２、様式第 2-1・2-2 別紙】・・・・・P125、126、127 

・ 「研修の実施状況の報告（介護施設）」 

・ 「研修評価表（研修責任者記載）」(※1) 

・ 「研修評価表（候補者記載）」(※1) 

【厚生労働省通知様式第３、様式第３別紙】・・・・・・・・・・・・・・・・P128、129 

・ 「雇用契約の要件（同等報酬要件）遵守状況の報告」(※2)  

・ 「看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士に対する同等報酬について」 

【法務省への報告様式】次の URL をご参照ください（※3）。 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan95.html 

・提出期限：いずれも 1 月 1 日現在の状況を毎年 2 月 20 日までに提出 

（※1）「研修評価表（研修責任者記載）」は研修責任者が作成、「研修評価表（候補者記載）」は候補者が                   

作成 

（※2）同等報酬を確認できる書類として、候補者本人の賃金台帳の写しと候補者と同等の職務を行っている

日本人職員の賃金台帳の写し（日本人職員の氏名を伏せたもの）を添付してください。 

 

＜随時報告＞ 

② 候補者の死亡 

候補者が死亡した場合は、病死、不慮の事故等理由の如何を問わず、直ちに受入れ機関から

JICWELS に報告していただきます。 

【厚生労働省通知様式第 5-１】「死亡報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P131 

【法務省への報告様式】様式は任意です。例えば、厚生労働省への報告様式の宛先「国際厚生事業団」

を「地方出入国在留管理局長」に変更したものを使用ください。 

・提出期限：事実を把握した日から遅くとも 1 週間以内に提出 

 

③ 失踪・不法就労活動 

候補者が失踪した場合、又は入管法に違反して収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活

動を行っていると思慮する場合、速やかに受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

【厚生労働省通知様式第５ -2】「失踪報告書」※専用のデータベースシステムより提

出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P132 

【厚生労働省通知様式第５-3】「不法就労活動報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・P133 
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【法務省への報告様式】様式は任意です。例えば、厚生労働省への報告様式の宛先「国際厚生事業団」

を「地方出入国在留管理局長」に変更したものを使用ください。 

・提出期限：事実を把握した日から遅くとも 1 週間以内に提出 

 

④ 国家試験の合否 

候補者の国家試験の合否結果については、合否結果発表日から 2 週間以内に受入れ機関から 

JICWELS に報告していただきます。 

【厚生労働省通知様式第７-２】「介護福祉士国家試験合否結果報告書」※専用のデータベースシス

テムより提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P135 

【法務省への提出様式】提出不要。 

・提出期限：合否結果発表日から 2 週間以内に提出 

 

⑤ 雇用契約の終了及び候補者の帰国確認 

候補者との雇用契約を終了する場合は、あらかじめ、受入れ機関から JICWELS に報告していた 

だきます。なお、日本語研修期間中にやむをえない事情により雇用契約を終了する場合であっても、

受入れ機関から JICWELS への報告が必要です。 

【厚生労働省通知様式第６-１】「雇用契約終了報告」※専用のデータベースシステムより提

出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P134 

・提出期限：雇用契約終了日が決まり次第、すみやかに提出 

 

また、介護福祉士候補者が、在留期間の満了及びその他の理由により帰国（一時帰国を除く）す 

る場合、受入れ機関は、受入れ支援契約に基づき、候補者が出国する空港にて介護福祉士候補者の

出国を確認するようお願いいたします。帰国費用については、雇用契約の終了の原因が介護福祉士

候補者の重大な責に帰する場合を除き、雇用契約に基づき、受入れ機関にご負担いただきます。 

受入れ機関は当該候補者が帰国後、速やかに次の書類を JICWELS に提出していただきます。 

【厚生労働省通知様式第８】「帰国確認報告」※専用のデータベースシステムより提

出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P136 

・提出期限：EPA 候補者の出国確認後、2 週間以内に提出 

 

⑥ 在留資格の変更（就労施設の変更も含む） 

（a）就労施設の変更 

候補者の就労場所の変更（同一の受入れ機関内の他の介護施設への就労変更を含む）は、変更を

必要とするやむを得ない事情がある場合にしか認められませんので、まずは、JICWELS にご相談

ください。その後は、就労場所の変更に関する在留資格変更後、速やかに、変更後の受入れ施設を

設立している受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

（b）EPA の活動を指定された「特定活動」以外の在留資格への変更 

候補者が、EPA の活動を指定された「特定活動」以外の在留資格（例：「日本人の配偶者等」）

への変更許可を受けた場合、速やかに受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

なお、EPA の活動を指定された「特定活動」以外の在留資格に変更した場合、相談支援、巡回訪

問、学習支援等の厚生労働省及び JICWELS によるすべての支援の対象外になりますので、予め

JICWELS までご相談ください。 

【厚生労働省通知様式第６－１および第４】「雇用契約終了報告」および「在留資格変更報告」※

専用のデータベースシステムより提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P134、130 

・提出期限：在留資格変更許可が下りた後、2 週間以内に提出 
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（２）EPA 介護福祉士の場合 

＜定期報告＞ 

① 施設要件・雇用契約要件 

受入れ施設の要件の遵守状況、雇用契約の要件の遵守状況、受入れ状況等の報告を受入れ機関か

ら JICWELS に報告していただくことになります。 

【厚生労働省通知様式第 1-4】 

・「受入れ施設の要件遵守状況の報告（病院・介護施設）」・・・・・・・・・・・・・P124 

【厚生労働省通知様式第３、様式第３別紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・P128、129 

・「雇用契約の要件（同等報酬要件）遵守状況の報告」 

・「看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士に対する同等報酬について」 

【法務省への報告様式】次の URL をご参照ください（※）。 

  https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan95.html 

・提出期限：【厚労省関係様式】EPA 介護福祉士が在留期間更新の許可を申請する際 

【法務省関係様式】1 月 1 日現在の状況を毎年 2 月 20 日までに提出 

 

＜随時報告＞ 

① EPA 介護福祉士の死亡 

病死、不慮の事故等理由の如何を問わず、直ちに受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

【厚生労働省通知様式第５-１】「死亡報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P131 

【法務省への報告様式】様式は任意です。例えば、厚生労働省への報告様式の宛先「国際厚生事業

団」を「地方出入国在留管理局長」に変更したものを使用ください。 

・提出期限：事実を把握した日から遅くとも 1 週間以内に提出 

 

② 失踪・不法就労活動 

EPA 介護福祉士が失踪した場合、又は入管法に違反して収入を伴う事業を運営する活動や報酬

を受ける活動を行っていると思慮する場合、速やかに受入れ機関から JICWELS に報告していただ

くことになります。 

【厚生労働省通知様式第５-2】「失踪報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P132 

【厚生労働省通知様式第５-3】「不法就労活動報告書」・・・・・・・・・・・・・・・・P133 

【法務省への報告様式】様式は任意です。例えば、厚生労働省への報告様式の宛先「国際厚生事業

団」を「地方出入国在留管理局長」に変更したものを使用ください。 

・提出期限：事実を把握した日から遅くとも 1 週間以内に提出 

 

③ 雇用契約の終了 

EPA 介護福祉士との雇用契約を終了する場合は、あらかじめ、受入れ機関から JICWELS に報

告していただくことになります。 

【厚生労働省通知様式第６-１】「雇用契約終了報告」※専用のデータベースシステムより提

出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P134 

・提出期限：雇用契約終了日が決まり次第、すみやかに提出 

 

④ 在留資格の変更（就労施設の変更も含む） 

（a）就労施設の変更 

EPA 介護福祉士の就労場所に変更がある場合（同一の受入れ機関内の他の介護施設への就労変

更を含む）、就労場所に関する在留資格変更後速やかに、変更後の受入れ施設を設立している受入

れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

62



 
 

（b）EPA 以外の在留資格への変更 

EPA 介護福祉士が、EPA の活動を指定された「特定活動」以外の在留資格（例：日本人の配偶者

等）への変更の許可を受けた場合、速やかに受入れ機関から JICWELS に報告していただきます。 

なお、EPA の活動を指定された「特定活動」以外の在留資格に変更した場合、相談支援、巡回訪問

等の厚生労働省及び JICWELS によるすべての支援の対象外になりますので、予め JICWELS までご

相談ください。 

【厚生労働省通知様式第６－１および第４】「雇用契約終了報告」および「在留資格変更報告」※

専用のデータベースシステムより提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P134、130 

・提出期限：在留資格変更許可が下りた後、2 週間以内に提出 

 

※介護福祉士等の届出制度について 

介護福祉士は、離職時に住所、氏名などの情報を都道府県福祉人材センターへ届け出ることが努

力義務となっています。受け入れ機関は、届出を出すように促すなど支援をお願いします。 

届出は、福祉のお仕事ホームページ「介護の資格 届出制度」をご参照下さい。 

https://www.fukushi-work.jp/todokede/ 
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 III.資料編  
1. 国際厚生事業団（JICWELS）へのお支払い 

種類 金額 請求時期 主な経費の内容 

求人申込手数料（※1） 

（右記は 1 か国に求人登

録した場合） 

初めて候補者を受け入れる

施設：30,000 円（税別）/

受入れ施設当たり 

候補者を受け入れたことの

ある施設（※2）：20,000 円(税

別)/受入れ施設当たり 

(※ 2 か国以上に求人登録し

た場合の割引は下記参照) 

求人登録申

請書類受理

後 

・求人登録申請書の確認 

・求人情報の翻訳 

・web 求人申込システム管理費等 

あっせん手数料（※3） 
131,400 円（税別） 

/1 名当たり 

マッチング 

成立時 

・現地合同説明会・面接経費 

・求職情報の翻訳 

・マッチングシステム管理費 

・雇用契約の締結支援経費 

・送り出し調整機関との連絡・調整に必要な経費等 

滞在管理費
（※4） 

国家資格 

取得前 

20,000 円（税別） 

/1 名当たり年度毎(※7） 

初年度は 

候補者入国後 

 

翌年度以降は

年度当初） 

・地方出入国在留管理官署への所定報告の取

次ぎ事務 

・滞在者情報のとりまとめと国への報告 

・受入れ機関・本人からの在留管理に関する

相談への対応 

・在留期間更新許可申請の手続き案内 

・日本語研修中に帰国する場合の帰国費用 

・メールマガジン等による情報提供 

・データベースシステム管理費等（※5） 

国家資格 

取得後 

10,000 円（税別） 

/1 名当たり年度毎(※7) 
年度当初 

・地方出入国在留管理官署への所定報告の取

次ぎ事務 

・滞在者情報のとりまとめと国への報告 

・受入れ機関・本人からの在留管理に関する

相談への対応 

・在留期間更新許可申請の手続き案内 

・メールマガジン等による情報提供 

・資格取得者向け研修 

・データベースシステム管理費等（※5） 

（※1）求人申込手数料は、「看護師コース」、「介護福祉士コース」それぞれのコースについてお支払いいただきます。

求人登録申請締切日後に申請を取り下げた場合でも、ご請求対象となります。また、要件確認の結果、要件を満

たさなかった場合でも、求人申込手数料の返還はいたしません。 

（※2）求人申込時点で EPA 候補者（資格取得者）が就労している、又は過去に就労していたことのある施設を言います。 

（※3）マッチングが成立した候補者が、専ら候補者の事由により、就労開始に至らなかった場合、あっせん手数料は

半額のみの請求となります。既にお支払いいただいている場合は、あっせん手数料の半額を返還いたします。な

お、候補者が早期退職した場合の返戻金制度は設けておりません。 

（※4）初年度の者以外の滞在管理費は、原則として、毎年４月１日時点に受入れ機関（施設）に在籍する EPA 候補者

等（滞在最終年度の候補者、特例候補者、資格取得者含む）が請求の対象となります。 

（※5）国から交付を受けるものや職業紹介関係の手数料を充てるものを除きます。 

（※6）上記の表の主な経費の内容のうち、天災地変等の不可抗力により中止した業務があった場合は、それに代わる業務を

実施するための経費に充てられます。 

（※７）受入れ事業における年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとしています。 
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       （求人申込手数料の割引について）（※）   （税別） 

  通常の手数料額 割引後の手数料額 

同一受入れ施設において、比・尼・越 

いずれか 1 か国に求人登録した場合 

新規受入れ施設の場合 30,000 円 － 

既受入れ施設の場合 20,000 円 － 

同一受入れ施設において、比・尼・越 

いずれか 2 か国に求人登録した場合 

新規受入れ施設の場合 60,000 円 42,000 円 

既受入れ施設の場合 40,000 円 30,000 円 

同一受入れ施設において、比・尼・越 

3 か国に求人登録した場合 

新規受入れ施設の場合 90,000 円 54,000 円 

既受入れ施設の場合 60,000 円 42,000 円 

（※）求人申込手数料は同一受入れ施設に求人登録申請をした場合のみ割引が適用されます。 

 

 

2. 送り出し国へのお支払い（※1） 

送り出し国 種類 金額 請求時期 経費の内容 

フィリピン 

DMW への手数料 
450 米ドル相当/１名当たり（予定） 

※450 米ドル＝約 70,400 円（※2） 
候補者入国後 

・DMW の事務処理経費 

・海外労働者福祉基金への拠出 

健康診断実施機関

への支払い 
調整中（※3） 候補者入国後 

・出国前の健康診断費用 

（実費相当） 

インドネシア 
P2MI への 

手数料 

399.5 万ルピア相当/１名当たり（予定） 

※399.5 万ルピア＝約 42,000 円（※2） 
候補者入国後 

・P2MI の事務処理経費 

・出国前の健康診断費用 

ベトナム 

DOLAB への 

手数料 

450 米ドル相当/１名当たり（予定） 

※450 米ドル＝約 70,400 円（※2） 
候補者入国後 ・DOLAB の事務処理経費 

健康診断費用 調整中（※3） 候補者入国後 
・出国前の健康診断費用 

（実費相当） 

（※1）送り出し調整機関への支払いは JICWELS にお支払いいただき、JICWELS が一括して送り出し調整機関に送金

します。 

（※2）日本円の表示額は、2026 年 2 月時点の参考値です。 

（※3）2025 年度実績、フィリピンは 3600PHP（フィリピンペソ）相当=9,200 円、ベトナムは 1,027,143VND

（ベトナムドン）相当=6,000 円。 
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3．訪日後日本語研修機関（※1）へのお支払い 

受け入れる候補者 金額 請求時期 経費の内容 

インドネシア人及び 

フィリピン人候補者 

約360,000 円（税込） 

/1 名当たり（※2） 

研修中 

～終了後 
（※3） 

日本語研修費用の 

一部負担金 

ベトナム人候補者 
約260,000 円（税込） 

/1 名当たり（※2） 

日本語研修費用の 

一部負担金 

ベトナム人候補者 

（再チャレンジ生）（※4） 

約260,000 円（税込） 

/1 名当たり（※2） 

日本語研修費用の 

一部負担金 

（70,000～80,000 円程度 

/1 名当たり） 
候補者の来日渡航費（※5） 

（※1）訪日後日本語研修機関については、実施機関の決定後、JICWELS よりご案内いたします。 

（※2）インドネシア・フィリピン人候補者は 360,000 円（2,000 円×研修日数）、ベトナム人候補者は 260,000 

円となります。尚、研修日数には研修期間中の休日も含みます。 

（※3）請求書は訪日後日本語研修機関より送付されます。請求時期は訪日後日本語研修機関によって異なります。 

（※4）「再チャレンジ生」とは、訪日前日本語研修修了年度の日本語能力試験において N3 以上を取得できなかったがその翌年度以降

に N3 以上を取得した者又は訪日前日本語研修修了年度のマッチングにおいてマッチング不成立となった者をいいます。 

（※5）再チャレンジ生の来日渡航費は、候補者又は受入れ施設の負担となります。求人登録申請の際に、再チャレンジ生の来日渡航費

を負担する意向の有無を JICWELS から受入れ機関に確認させていただきます。 

 

4．国際厚生事業団(JICWELS)へのお支払い（看護・介護導入研修費用関係） 

受け入れる候補者 金額 請求時期 経費の内容 

ベトナム人候補者 
100,000 円（税別） 

/1 名当たり 

導入研修

終了後 

導入研修期間中の候補者の宿

泊費、食費、海外傷害保険、特

別プログラム実施（予定）経費

等 

インドネシア人の 

訪日後日本語研修免除者（※１） 

約220,000 円 

/1 名当たり（見込み） 
候補者の来日渡航費、介護導

入研修中の宿舎（JICWELS が

手配）の宿泊料等の実費 
フィリピン人の 

訪日後日本語研修免除者（※１） 

約200,000 円 

/1 名当たり（見込み） 

（※1）インドネシア人及びフィリピン人訪日後日本語研修免除者の受入れ機関は、上記の「3．訪日後日本語研修機関へのお支払

い」は不要です。 

（※2）上記の訪日後日本語研修免除者以外のインドネシア人及びフィリピン人候補者の看護・介護導入研修関係費用は、上記の「3.

訪日後日本語研修機関へのお支払い」に含まれるため、本項のお支払いは不要です。  
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【参考 1】 

受入れ機関による手数料等のお支払い例（国別・候補者別） 
 

以下の「候補者受入れケース」別に受入れ機関（施設）が初めて候補者を受け入れる場合にかかる手数料

等のお支払い例を参考までに掲載いたします。お支払い経費は、受け入れる国、候補者によって異なります。 

手数料等の詳細は、64～66 ページをご参照ください。 

 

初めて候補者を受入れるケース 

1．インドネシア人及びフィリピン人（候補者、訪日前日本語研修免除者）受入れの場合 

2．インドネシア人及びフィリピン人（訪日前後日本語研修免除者）受入れの場合 

3．ベトナム人（候補者、訪日前日本語研修免除者、再チャレンジ生）受入れの場合 

 

1．インドネシア人及びフィリピン人（候補者（※1）、訪日前日本語研修免除者）受入れの場合（1 名当たり） 

 

支払い先 種類 インドネシア人 フィリピン人 

国際厚生事業団 

への支払い 

求人申込手数料（※2） 30,000 円（税別）/施設 

あっせん手数料 131,400 円（税別）/人 

滞在管理費 20,000 円（税別）/1 名当たり年度毎 

送り出し国への支払い 手数料等 
399.5 万ルピア 

（約42,000 円）/人（※3） 

・450 米ドル（約 70,400 円）/人
（※3） 

・3,600ペソ（※4）（約１0,100円）/人
（※3） 

訪日後日本語研修機関 

への支払い 

日本語研修の 

一部負担金 
約360,000 円（税込）/人 

合計（※5） 約601,540 円 約 640,040 円 

（※1）本表での「候補者」とは、訪日前後日本語研修を受講する候補者を指します。 

（※2）求人申込手数料は、割引条件に該当する場合、割引が適用されます。詳細は、65 ページ「求人申込手数料の割引」をご参照くだ

さい。 

（※3）日本円の表示額は、2026 年 2 月時点の参考値です。 

（※4）健康診断実施機関への支払い額（2025 年度実績）。2027 年度は、調整中。 

（※5）2 名以上受入れの場合、求人申込手数料は 1 施設分のみですが、その他の手数料等、送り出し国への支払い、訪日後日本語研

修機関への支払いは、受入れ人数分がかかります。 
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2．インドネシア人及びフィリピン人（訪日前後日本語研修免除者）受入れの場合（1 名当たり） 

 

支払い先 種類 インドネシア人 フィリピン人 

国際厚生事業団 

への支払い 

求人申込手数料（※1） 30,000 円（税別）/施設 

あっせん手数料 131,400 円（税別）/人 

滞在管理費 20,000 円（税別）/1 名当たり年度毎 

介護 

導入研修経費 
約220,000 円/人（見込み） 約 200,000 円/人（見込み） 

送り出し国への支払い 手数料等 
399.5 万ルピア 

（42,000 円）/人（※2） 

・450 米ドル（約 70,400 円）/人
（※2） 

・3,600ペソ（※3）（約10,100円）/人
（※3）（※2） 

合計（※4） 約461,540 円 約 480,040 円 

（※1）求人申込手数料は、割引条件に該当する場合、割引が適用されます。詳細は、65 ページ「求人申込手数料の割引」をご参照く

ださい。 

（※2）日本円の表示額は、2026 年 2 月時点の参考値です。 

（※3）健康診断実施機関への支払い額（2025 年度実績）。2027 年度は、調整中。 

（※4）2 名以上受入れの場合、求人申込手数料は 1 施設分のみですが、その他の手数料等、送り出し国への支払いは、受入れ人数分

がかかります。 

 

 

 

3．ベトナム人（候補者、訪日前日本語研修免除者、再チャレンジ生）受入れの場合（1 名当たり） 

 

支払い先 種類 候補者・訪日前日本語研修免除者 再チャレンジ生 

国際厚生事業団 

への支払い 

求人申込手数料（※1） 30,000 円（税別）/施設 

あっせん手数料 131,400 円（税別）/人 

滞在管理費 20,000 円（税別）/1 名当たり年度毎 

介護 

導入研修経費 
100,000 円（税別）/人 

送り出し国への支払い（※2） 手数料等 
・450 米ドル（約70,400 円）/人 

・出国前健康診断費用（金額は調整中）（※3） 

訪日後日本語研修機関への支払

い 

日本語研修の 

一部負担金 
約260,000 円（税込）/人 

・約 260,000 円（税込）/人 

・（約70,000～80,000円/人）（※4） 

合計（※4） 約639,940 円＋出国前健診費用 約 719,940 円＋出国前健診費用 

（※1）求人申込手数料は、割引条件に該当する場合、割引が適用されます。詳細は、65 ページ「求人申込手数料の割引」をご参照く

ださい。 

（※2）日本円の表示額は、2026 年 2 月時点の参考値です。 

（※3）2027 年度のベトナム国送り出し調整機関(DOLAB)への健康診断費用の支払い額は調整中。 

（※4）再チャレンジ生の来日渡航費は、候補者又は受入れ施設の負担となります。求人登録申請の際に、再チャレンジ生の来日渡航費

を負担する意向の有無を JICWELS から受入れ機関に確認させていただきます。 

（※5）2 名以上受入れの場合、求人申込手数料は 1 施設分のみですが、その他の手数料等、送り出し国への支払い、訪日後日本語研

修機関への支払いは、受入れ人数分がかかります。  
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【参考 2】 

候補者の来日渡航費の負担について 

 

候補者の来日渡航費の負担者は、受け入れる候補者によって異なります。 

 

受け入れる候補者 負担者 

インドネシア人及びフィリピン人 

（候補者（※1）、訪日前日本語研修免除者） 
訪日後日本語研修機関 

インドネシア人及びフィリピン人 

（訪日前後日本語研修免除者） 
受入れ機関（施設）（※2） 

ベトナム人（候補者、訪日前日本語研修免除者） 訪日後日本語研修機関 

ベトナム人（再チャレンジ生） 候補者又は受入れ機関（施設）（※3） 

（※1）候補者とは、訪日前後日本語研修を受講する候補者を指します。 

（※2）来日航空券の手配は、JICWELS が行います。請求書は、JICWELS より送付されます。 

（※3）再チャレンジ生の来日渡航費は、候補者又は受入れ施設の負担となります。求人登録申請の際に、再チャレンジ生の来

日渡航費を負担する意向の有無を JICWELS から受入れ機関に確認させていただきます。なお、来日航空券の手配は、

訪日後日本語研修機関が行います。請求書は訪日後日本語研修機関より送付されます。 

（※4）ベトナム人候補者（訪日前日本語研修免除者、再チャレンジ生を含む）については、全員が訪日後日本語研修を受講し

ます。 
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．

候
補
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入
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各
種

手
続

き
に

つ
い

て
 

（
１

）
定

期
的

に
手

続
き
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な

も
の

 

 
時
期

 
手
続
窓
口

 
手
続
内
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備
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1
年
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者
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E
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滞
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0
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介
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介
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時
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・
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出

 
日
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修
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、

新
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住
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か
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4

日
以

内
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本
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が

居
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入
・
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届
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提
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ロ
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ワ

ー
ク
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険
被

保
険
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資
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の

取
得

届
・
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況
の

届
出

 
就

労
開

始
の

翌
月
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0

日
ま

で
に

ハ
ロ

ー
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ー
ク
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通
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厚

生
労
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省

に
提

出
 

1
月

 
J
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W
E
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S

 

（
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期
報

告
）

 

【
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労
省

通
知

様
式

第
1
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受
入

れ
施

設
の

要
件

遵
守

状
況

の
報
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月

1
日

現
在

の
状

況
を
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年

2
月

2
0

日
ま

で
に
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出
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同

等
報

酬
を
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で
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る
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て
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台
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台
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。
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※
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受
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入
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・
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れ
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設

の
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件
、
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修

責
任

者
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つ
い

て
の

変
更

の
有

無
を

報
告
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時
期

 
手
続
窓
口

 
手
続
内
容

 
備
考

 

2
年

度
目

 

及
び

 

3
年

度
目

 

５
月

 
J
IC

W
E

L
S

 
滞

在
管

理
費

の
お

支
払

 
候

補
者

1
名

当
た

り
年

度
毎

に
2

0
,0

0
0

円
（

税
別

）
 

在
留

期
間

が
満

了
す

る
前

 

地
方

出
入

国
在

留
管

理
官

署
 

（
支

局
、
出

張
所

） 

在
留

期
間

更
新

許
可

申
請

 
在

留
期

間
満

了
の

3
か

月
前

か
ら

可
能

 

1
月

 
J
IC

W
E

L
S

 

（
定

期
報

告
）

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

第
1

-2
】

 

受
入

れ
施

設
の

要
件

遵
守

状
況

の
報

告
 

1
月

1
日

現
在

の
状

況
を

毎
年

2
月

2
0

日
ま

で
に

提
出

 

 ※
同

等
報

酬
を

確
認

で
き

る
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類
と

し
て

、
就

業
規

則
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賃
金

規
定
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候
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者

本
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の
賃

金
台

帳
の
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と
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同

等
の

職
務
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る

日
本
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員
の

賃
金

台
帳

の
写

し
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本

人
職

員
の

氏
名

を
伏

せ
た

も
の
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を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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労
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知
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の
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受
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入
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時
期

 
手
続
窓
口

 
手
続
内
容

 
備
考

 

在
留

期
間

が
満

了
す

る
前

 

地
方

出
入

国
在

留
管

理
官

署
 

（
支

局
、
出

張
所

） 

在
留

期
間

更
新

許
可

申
請

 
在

留
期

間
満

了
の

3
か

月
前

か
ら

可
能

 

1
月

 
J
IC

W
E

L
S

 

（
定

期
報

告
）

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

第
1

-2
】

 

受
入

れ
施

設
の

要
件

遵
守

状
況

の
報

告
 

1
月

1
日

現
在

の
状

況
を

毎
年

2
月

2
0

日
ま

で
に

提
出

 

 ※
同

等
報

酬
を

確
認

で
き

る
書

類
と

し
て

、
就

業
規

則
（

賃
金

規
定

）
及

び
候

補
者

本
人

の
賃

金
台

帳
の

写
し

と
候

補
者

と
同

等
の

職
務

を
行

っ
て

い
る

日
本

人
職

員
の

賃
金

台
帳

の
写

し
（

日
本

人
職

員
の

氏
名

を
伏

せ
た

も
の

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

【
厚

労
省

通
知
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式

第
2

-2
】
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の
実
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状

況
の
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告

 

【
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知
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第
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紙
1
】
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式
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】
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介
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く
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報

告
 

1
月

1
日
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在

の
状

況
を

毎
年

2
月

2
0

日
ま

で
に
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出

 

※
受

入
れ

施
設

所
在

地
や

受
け

入
れ

た
候

補
者

氏
名

等
の

報
告

の
他

、
雇

用
契

約
・

受
入

れ
施

設
の

 

要
件

、
研

修
責

任
者

に
つ

い
て

の
変

更
の

有
無

を
報

告
 

 

3
月

 
J
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S
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労

省
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知
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介
護
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家
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験
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結
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告
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否
結

果
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表
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か
ら
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間
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内
に
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国
家

資
格

取
得
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在
留

資
格
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許
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地
方
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在

留
管
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官
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(支
局

、
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張
所
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在
留

資
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許
可

申
請

 
合

格
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、
介
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福

祉
士

登
録
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を

取
得

し
て

か
ら
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能
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時
期

 
手
続
窓
口

 
手
続
内
容

 
備
考

 

毎
年

5
月

 
J
IC

W
E

L
S

 
滞

在
管

理
費

の
お

支
払

 
E

P
A

介
護

福
祉

士
1

名
当

た
り

年
度

毎
に

1
0

,0
0

0
円

（
税

別
）

 

毎
年

1
月

 
J
IC

W
E

L
S

 

（
定

期
報

告
）

 

【
法

務
省

】
 

法
務

省
告

示
に

基
づ

く
定

期
報

告
 

1
月

1
日

現
在

の
状

況
を

毎
年

2
月

2
0

日
ま

で
に

提
出

 

※
受

入
れ

施
設

所
在

地
や

受
け

入
れ

た
候

補
者

氏
名

等
の

報
告

の
他

、
雇

用
契

約
・

受
入

れ
施

設
 

の
要

件
に

つ
い

て
の

変
更

の
有

無
を

報
告

 

 

在
留

期
間

が
満

了
す

る
前

 

地
方

出
入

国
在

留
管

理
官

署
 

(支
局

、
出

張
所

) 

在
留

期
間

更
新

許
可

申
請

 
在

留
期

間
満

了
の

3
か

月
前

か
ら

可
能

 

在
留

期
間

更
新

許
可

申
請

時
 

J
IC

W
E

L
S

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

第
1

-4
】

 

受
入

れ
施

設
の

要
件

遵
守

状
況

の
報

告
 

在
留

期
間

更
新

申
請

時
に

提
出

 

 ※
同

等
報

酬
を

確
認

で
き

る
書

類
と

し
て

、
就

業
規

則
（

賃
金

規
程

）
及

び
賃

金
台

帳
の

写
し

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
賃

金
台

帳
の

写
し

に
つ

い
て

は
、

E
P

A
介

護
福

祉
士

本
人

の
も

の

と
E

P
A

介
護

福
祉

士
と

同
等

の
職

務
を

行
っ

て
い

る
日

本
人

職
員

の
も

の
（

日
本

人
職

員
の

氏

名
を

伏
せ

た
も

の
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

第
3
】

 

雇
用

契
約

の
要

件
（

同
等

報
酬

要
件

）
遵

守
状

況

の
報

告
※
 

【
厚

労
省

通
知

様
式

第
3

別
紙

】
 

看
護

師
候

補
者

・
介

護
福

祉
士

候
補

者
・

看
護

師
・

介
護

福
祉

士
に

対
す

る
同

等
報

酬
に

つ
い

て
 

 

※
特

例
候

補
者

も
、

候
補

者
同

様
に

滞
在

管
理

費
の

お
支

払
い

、
定

期
報

告
・

随
時

報
告

な
ど

の
お

手
続

き
が

必
要

と
な

り
ま

す
。（

特
例

延
長

者
１

名
に

つ
き

2
0

,0
0

0
円

（
税

別
））

 

※
初

年
度

の
者

以
外

の
滞

在
管

理
費

は
、

原
則

と
し

て
、

毎
年

４
月

１
日

時
点

に
受

入
れ

機
関

（
施

設
）

に
在

籍
す

る
E

P
A

候
補

者
等

（
滞

在
最

終
年

度
の

候
補

者
、

特
例

候
補

者
、

資
格

取
 

得
者

含
む

）
が

請
求

の
対

象
と

な
り

ま
す

。
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 （

２
）

そ
の

他
の

手
続

き
（

随
時

報
告

・
そ

の
他

）
 

事
案

 
手

続
窓

口
 

手
続

内
容

 
備

考
 

資
格

取
得

前
 

資
格

取
得

後
 

死
亡

し
た

場
合

 

J
IC

W
E

L
S

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

5
-
1
】

 

死
亡

報
告

書
 

候
補

者
及

び
E

P
A

介
護

福
祉

士
の

死
亡

確
認

後
、

遅
く

と
も

1
週

間
以

内
に

提
出

 

※
法

務
省

へ
の

報
告

は
J
IC

W
E
L
S

を
通

し
て

提
出

さ
れ

ま
す

。
 

○
 

○
 

法
務

省
へ

の
報

告
（

任
意

様
式

）
 

失
踪

し
た

場
合

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

5
-
2
】

 

失
踪

報
告

書
 

候
補

者
及

び
E

P
A

介
護

福
祉

士
の

失
踪

判
明

次
第

、
遅

く
と

も
１

週
間

以
内

に

提
出

 

※
法

務
省

へ
の

報
告

は
J
IC

W
E
L
S

を
通

し
て

提
出

さ
れ

ま
す

。
 

○
 

○
 

法
務

省
へ

の
報

告
（

任
意

様
式

）
 

○
 

○
 

不
法

就
労

活
動

に
従

事
し

て
い

た

場
合

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

5
-
3
】

 

不
法

就
労

活
動

報
告

書
 

候
補

者
及

び
E

P
A

介
護

福
祉

士
が

入
管

法
に

違
反

し
て

収
入

を
伴

う
事

業
を

運
営

す
る

活
動

や
報

酬
を

受
け

る
活

動
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

判
明

次
第

、
遅

く
と

も
1

週
間

以
内

に
提

出
 

※
法

務
省

へ
の

報
告

は
J
IC

W
E
L
S

を
通

し
て

提
出

さ
れ

ま
す

。
 

○
 

○
 

法
務

省
へ

の
報

告
（

任
意

様
式

）
 

○
 

○
 

雇
用

契
約

を
終

了
す

る
場

合
 

【
厚

労
省

通
知

様
式

6
-
1
】

 

雇
用

契
約

終
了

報
告

書
 

雇
用

契
約

終
了

日
が

決
ま

り
次

第
、

す
み

や
か

に
提

出
。

 

※
法

務
省

へ
の

報
告

は
J
IC

W
E
L
S

を
通

し
て

提
出

さ
れ

ま
す

。
 

○
 

○
 

法
務

省
へ

の
報

告
（

任
意

様
式

）
 

○
 

○
 

帰
国

す
る

場
合

（
一

時
帰

国
を

除

く
）

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

8
】

 

帰
国

確
認

報
告

書
 

候
補

者
の

帰
国

日
か

ら
2

週
間

以
内

に
提

出
 

○
 

－
 

受
入

れ
施

設
を

変
更

す
る

場
合

 

【
厚

労
省

通
知

様
式

4
】

 

在
留

資
格

変
更

報
告

書
 

在
留

資
格

の
変

更
許

可
を

受
け

て
か

ら
2

週
間

以
内

に
提

出
 

○
 

○
 

在
留

資
格

を
変

更
し

、
E

P
A

以
外

の
活

動
に

変
更

す
る

場
合

 
○

 
○

 

新
た

に
E

P
A

看
護

師
・

介
護

福
祉

士
を

雇
用

す
る

場
合

 
－

 
○

 

雇
用

し
て

い
る

外
国

人
が

、
E

P
A

以
外

の
在

留
資

格
か

ら
E

P
A

の
在

留
資

格
に

変
更

し
た

場
合

 

○
 

○
 

候
補

者
が

重
大

な
疾

病
に

か
か

っ

た
場

合
、

又
は

死
亡

し
た

場
合

 
大

使
館

へ
の

報
告

（
任

意
様

式
）

 
※

大
使

館
へ

の
報

告
は

J
IC

W
E

L
S

を
通

し
て

各
国

大
使

館
へ

提
出

さ
れ

ま
す

。
 

○
 

○
 

１
年

以
上

一
時

帰
国

を
す

る
場

合
 

地
方

出
入

国
在

留

管
理

官
署

(支
局

、

出
張

所
) 

再
入

国
許

可
申

請
 

１
年

以
上

本
国

へ
の

里
帰

り
を

し
、

再
び

同
じ

在
留

目
的

で
入

国
す

る
場

合
 

－
 

○
 

国
家

資
格

取
得

後
 

在
留

資
格

変
更

許
可

申
請

 
介

護
福

祉
士

国
家

試
験

に
合

格
し

、
経

済
連

携
協

定
に

基
づ

き
介

護
福

祉
士

と

し
て

就
労

す
る

場
合

 
－

 
○
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6．施設内研修教材・書籍の紹介 
JICWELS では、EPA に基づき来日した外国人看護師・介護福祉士候補者の国家資格取得を支援する

ため、専門家のご協力のもと、各種教材の開発を行い、受入れ施設・候補者を対象に配布しております。

（介護福祉士候補者受入れ施設については、候補者にのみ配布）また、これらの教材は販売もしておりま

す（一部資料を除く）。詳細につきましては JICWELS ホームページ（https://shop.jicwels.jp）をご参

照ください。 
 教材・書籍名称（2026 年２月現在） 

＜看護師候補者研修担当者、看護師候補者向け＞ 

看護導入研修テキスト（日尼版） 

看護導入研修テキスト（日英版） 

看護導入研修テキスト（日越版） 

看護師国家試験出題基準（日尼版） 

看護師国家試験出題基準（日英版） 

看護師国家試験出題基準（日越版） 

保健師助産師看護師法（日尼版） 

保健師助産師看護師法（日英版） 

保健師助産師看護師法（日越版） 

看護師のための用語集（日英尼版） 

看護師のための用語集（日英越版） 

就労ガイダンステキスト（日英尼越版） 

看護師国家試験出題基準 準拠 正文リスト 

漢字ステップ（英語版） 

漢字ステップ（インドネシア語版） 

日本語アシスト（英語版） 

日本語アシスト（インドネシア語版） 

＜介護福祉士候補者研修担当者、介護福祉士候補者向け＞ 

介護導入研修テキスト（日尼版） 

介護導入研修テキスト（日英版） 

介護導入研修テキスト（日越版） 

就労ガイダンステキスト（日英尼越版） 

介護の言葉と漢字ハンドブック（インドネシア語版） 

介護の言葉と漢字ハンドブック（英語版）  

介護の言葉と漢字ハンドブック（ベトナム語版）  

介護の言葉と漢字 ワークブック  

介護の言葉と漢字  ワークブック 言葉の使い方ドリル 

介護の言葉と漢字 国家試験対策 段階別事例問題読解  

介護の言葉と漢字 国家試験対策 ウォーミングアップ 

（英語／インドネシア語版、英語／ベトナム語版） 

介護の言葉と漢字 国家試験対策 ウォーミングアップワークブック 

（英語／インドネシア語版、英語／ベトナム語版） 

始めよう！外国人のための介護福祉士国家試験対策 

外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストⅠ「人間と社会」「医療的ケア」 
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 教材・書籍名称（2026 年２月現在） 

外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストⅡ「介護」 

外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストⅢ「こころとからだのしくみ」 

外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストⅠ・Ⅱ・Ⅲ問題集 

外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストⅠ・Ⅱ・Ⅲ  

これだけは覚えよう！ワークシート 

EPA 介護福祉士候補者が介護過程を理解するための手引き 

＜受入れ機関（施設）担当者向け＞ 

外国人看護師・介護福祉士 人材マネジメント手引き 

経済連携協定（EPA）に基づく看護師の指導者ガイドブック 

（※1）「看護導入研修テキスト、看護師国家試験出題基準、保健師助産師看護師法、看護師のための用語

集」（日英尼越版）、「就労ガイダンステキスト」（日英尼越版）、「看護師国家試験出題基準 準

拠 正文リスト」「介護導入研修テキスト」（日英尼越版）、「外国人看護師・介護福祉士 人材マ

ネジメント手引き」は販売しておりません。 

（※2）「漢字ステップ」「日本語アシスト」は配布しておりませんが、候補者は e-ラーニング上で閲覧可

能です。なお、本テキストの販売は在庫限りとなります。 

（※3）「外国人のための介護福祉士国家試験対策 テキストシリーズ」は、2026 年度版から刊行元の

変更に伴い、「外国人のための介護福祉士国家試験対策 新カリキュラムシリーズ」より改題しま

した。 

（※4）「EPA 介護福祉士候補者が介護過程を理解するための手引き」は販売しておりませんが、

JICWELS のホームページ上で閲覧可能です。 

（※5）「経済連携協定（EPA）に基づく看護師の指導者ガイドブック」は配布、販売しておりませんが、

JICWELS のホームページ上で閲覧可能です。 
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IV. 様式集 

介護福祉士コース（就労コース） 

求人登録申請 ～ 就労開始までの様式  

 

※本手引きにおいては、ご参考までにインドネシア人介護福祉士コースの様式を掲

載いたします。 

 フィリピン人・ベトナム人介護福祉士コース向けの様式も基本的な内容に変わり

はありません。 

 
 

○求人登録申請様式 

様式 1-1 求人登録申請書 

様式 2-2 求人票 

様式 3-2 受入れ施設説明書 

様式 4-2 介護研修計画書 

様式５   研修実施体制説明書 

様式 6-2 研修責任者職歴証明書 
 
 

○各種契約書様式 

様式 8 職業紹介に関する契約書 

様式 10-2 雇用契約書 

様式 11 受入れ支援に関する契約書 
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求人登録申請様式 

 

 

 

 

以下の様式は、求人登録申請の際にご提出いただく様式です。 

 

 

 

 

 

※JICWELS EPA 統合システム画面(JEIS)（JICWELS ホームページ参照）よりご登録、

およびオンライン上で所定の様式にご入力いただきます。 

求人登録申請書類の所定の様式は郵送不要です。申請時に必要な就業規則等の提出書類

一式は、システムからアップロードいただけます。アップロードを利用しない場合のみ

郵送ください。 

 

〔注意事項〕  

 日尼 EPA 改正議定書の発効後に日本に入国するインドネシア人候補者は、看護・

介護ともに滞在期間が最大５年間となります。日尼 EPA 改正議定書の内容に合

わせて、インドネシアのみ求人登録申請様式の記載が変更となる可能性がありま

す。 

 EPA 候補者としての有期労働契約における更新上限等の追記について、３か国

ともに調整中のため、こちらも記載が追加となる可能性があります。 
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JICWELS

公益社団法人　国際厚生事業団　　理事長　殿

（西暦） 　　　年　　月　　日

受入れ希望機関名

受入れ希望機関住所 〒

受入れ希望機関代表者名

（求人申込手数料について） 単位：円

 新規受入れ施設の場合

 １か国に求人登録した場合  既受入れ施設の場合

 新規受入れ施設の場合

 ２か国に求人登録した場合  既受入れ施設の場合

 新規受入れ施設の場合

 ３か国に求人登録した場合  既受入れ施設の場合

※1

※2

30,000円

様式1-1

求 人 登 録 申 請 書

　　　　　　　　　　は、『経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に
基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針（平成２
０年５月１９日厚生労働大臣告示）』及び『出入国管理及び難民認定法』等入管関係法令の定め
る事項を理解し遵守すること及び、貴殿によるマッチングの結果によって採用を行うことを約束
し、ここに求人票を添えて求人登録の申請をします。なお、下記に掲げる求人申込手数料を請求
書到着後10日以内に貴殿に支払います。

記

（税別） 同一受入れ施設において、比・尼・越いずれか

20,000円 （税別）

42,000円 （税別）

求人申込手数料の請求書は、求人登録申請書類提出確認後、当事業団から貴機関請求
担当者宛てに送付いたします。

 同一受入れ施設において、比・尼・越いずれか

なお、求人申込手数料の割引は、同一コース（看護師コース/介護福祉士コース）に
求人登録申請をした場合のみ適用されます。

30,000円 （税別）

54,000円 （税別）

42,000円 （税別）

 同一受入れ施設において、比・尼・越　　　　
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インドネシア人　介護福祉士コース

JICWELS

〒

名

受入れ希望施設数 計 施設 受入れ希望人数　計 名

以上の記載内容並びに別紙の内容は事実と相違ありません。

（西暦）　　　年　　月　　日

受入れ希望機関名

受入れ希望機関代表者名

受入れ希望施設名 受入れ期間 受入れ希望人数

４年間

　 機関
　 担当者2

所属

役職

氏名

電話番号 FAX番号

E-mail

　 機関
　 担当者1

所属

役職

氏名

電話番号 FAX番号

E-mail

機関代表者

機関住所等
電話番号 FAX番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

様式2-2

求　人　票

機関名
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インドネシア人　介護福祉士コース

JICWELS

提出日：

◆ 受入れ施設設立年月日

◆ 受入れ施設種別

＊ 種別コード：

□申請している上記種別（サービス）においてのみ、候補者を就労させることに同意します。

同一名称・同一施設で複数のサービスの許可、指定を受けている場合でも、候補者は上記種別（サービス）

以外の種別（サービス）には従事できないことに同意します。

※種別コードを１０－１～１５－１で受入れを希望する場合

□ 本体となる施設と職員に対する技術指導が一体的に行われている

□ 本体となる施設と必要な場合に随時、複数の事業間で相互支援を行える体制にある

＊ 受入れ希望施設の概要

営業時間： □ 昼間 □ 夜間

主な利用者の介護レベル：

主な利用者の種別： □ 高齢者 □ 障害者 □ 障害児 □ 生活困窮者

＊ 同一敷地内において一体的に運営されている施設名称、種別コード、入所定員数、距離、時間

施設の名称：

種別コード：

入所定員数： 人

同一敷地内において一体的に運営されている施設から受入れ施設までの距離・時間

距離： 所要時間： 分

様式3-2

受 入 れ 施 設 説 明 書

施設名

施設代表者

施設住所等

〒

電話番号 FAX番号

　 施設
　 担当者1

所属

役職

氏名

電話番号 FAX番号

E-mail

　 施設
　 担当者2

所属

役職

氏名

電話番号 FAX番号

E-mail

(　　)

(　　 )
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JICWELS 様式3-2

＊ 本体施設の名称、種別コード、入所定員数

施設の名称：

種別コード：

入所定員数： 人

◆入所定員数 人 人

◆入所者数 人

◆介護職員数 人 常勤換算介護職員数 人

◆常勤介護職員数 人 うち介護福祉士資格取得者数 人

介護福祉士資格取得者が常勤介護職員数に占める割合： 割

◆受入れ希望人数 人

1名受入れの条件を満たす施設の名称

該当施設の種別コード： (    )

該当施設から受入れ施設までの距離 距離： 所要時間： 分

◆契約の期間　訪日後日本語等研修修了の翌日から、入国日の翌日から起算して３年後の日まで

※入国日の翌日から起算して4年後の日まで更新されるものとする。

◆就業場所　上記受入れ施設内

◆従事すべき業務内容

◆試用期間　無し

◆始業、終業の時刻、1箇月平均所定労働時間、休憩時間、就業時転換

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

１． 始業及び終業の時刻

始業時刻 時 時 分

として､次の勤務時間の組み合わせによる｡

勤務シフトは、実際の作業の 日前に従業員へ通知するものとする。

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

備考

２． 1箇月平均所定労働時間 約 時間

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

備考

(     )

介護保険の指定を受けた病床数

分　～　終業時刻

単位の

始業時刻 終業時刻 適用日 休憩時間
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◆休日

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

定例日

□ 月 □ 火 □ 水 □ 木 □ 金 □ 土 □ 日 □ 国民の祝日も該当

その他

非定例日

日

その他

備考

◆休暇

１． 年次有給休暇

(1) 付与日数

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

6 ヶ月 18 ヶ月 30 ヶ月 42 ヶ月 54 ヶ月 66 ヶ月 78 ヶ月

10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ヶ月

日 日 日 日 日 日 日

備考

(2) 時間単位休暇

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

２． 代替休暇

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

３． その他の休暇

下記、休業・休暇については、法律に準じ、保障いたします。

・育児休業法、介護休業法で定められた休業・休暇等（育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇）

・労働基準法で定められた休暇等（産前・産後休暇、育児時間）

・男女雇用機会均等法で定められた休暇（母性健康管理休暇）

(1) 有給

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

(2) 無給

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

◆賃金

１． 基本給【諸手当・固定残業代を除く】

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

円以上

※　年齢給の採用

当たり

継続勤務月数

付 与 日 数

継続勤務月数

付 与 日 数
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２． 諸手当

Ａ． 毎月固定的に支払われる手当

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

※1

※2

Ｂ． 毎月支払額が変動する手当

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

３． 所定時間外労働に対して支払われる割増賃金

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

＊所定時間外労働の有無

＊月60時間を超える「法定時間外労働」の有無

＊割増賃金率

下記に該当する割増賃金率を適用する。

その他

労働時間に対する割増賃金率

の労働時間に対する割増賃金率

が 時間 ％

の労働時間に対する割増賃金率

が 時間 ％

の労働時間に対する割増賃金率

が 時間 ％

の労働時間に対する割増賃金率

が 時間 ％

備考

４． 休日労働に対して支払われる割増賃金

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

＊休日労働の有無

＊割増賃金率

(1) 法定休日  ％ (2) 法定外休日  ％

備考

手当 金額 計算方法 及び 備考

手当 円

手当 円

手当 円

毎月固定的に支払われる手当のうち、年間賃金見込み額に含まれる対象の手当です。

手当 金額、計算方法 及び 備考

国の補助金（処遇改善事業補助金／処遇改善加算）等を原資とする手当のため、制度の改廃

により支払額が変動または廃止される可能性があります。但し、支払額を減額および廃止する

場合は、労働契約法第9条および第10条に基づき対応します。

手当

手当

手当

時間超　～

時間超　～

時間超　～

時間超　～
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５． 深夜労働に対して支払われる割増賃金

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

＊深夜労働の有無

＊割増賃金率 ％

※ 深夜労働とは

午後10時から午前5時をいう。

その他

※ 所定時間外労働に対して支払われる割増賃金率が適用される時間については

所定時間外労働と深夜労働の割増率を合算する。

その他

※ 休日労働に対して支払われる割増賃金率が適用される時間については

休日労働と深夜労働の割増率を合算する。

その他

□ 深夜労働に対する割増賃金は夜勤手当に含まれる

備考

６． 年間賃金見込み額（賞与手当を含む）

候補者への開示 ●　開示する ○　開示しない

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円 ＋ 円 ＋ 円 ＋ 円

＝ 円 （年間賃金見込み額）

①

【基本給】

給与形態 金額 平均所定日数 所定労働時間 年額

月給

日給

時間給

手当

日給月給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①小計

手当

手当

　　　　　　　　　　　　　　　　②小計

③

【一時金(賞与など)】

手当名 金額

　　　　　　　　　　　　　　　　③小計

②

【毎月固定的に支払われる手当】

手当名 金額 年額

手当

手当

④

【その他】

手当名 金額

　　　　　　　　　　　　　　　　④小計

備
考

算
出
結
果

【① + ② + ③ + ④ の合計金額】

① ② ③ ④
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７． 賃金締切日

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

(1) 基本賃金 , ,

(2) 諸手当 , ,

８． 賃金支払日

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

(1) 基本賃金 , ,

(2) 諸手当 , ,

９． 支払方法

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

10． 労使協定に基づく賃金支払時の控除

11． 昇給

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

（就業規則・給与規程に昇給の定めがある場合は、日本人と同様に候補者にも適用されます）

12． 賞与

【就業規則/給与規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

（就業規則・給与規程に賞与の定めがある場合は、日本人と同様に候補者にも適用されます）

13． 退職金

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

（就業規則・給与規程に退職金の定めがある場合は、日本人と同様に候補者にも適用されます）

◆退職に関する事項

１． 定年制 歳

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

２． 自己都合退職の手続 退職する 以上前に届け出ること

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

３． 解雇の事由及び手続

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

◆社会保険・労働保険

１． 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用

２． 法定外の災害補償に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

毎月 毎月 毎月

毎月 毎月 毎月
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◆その他

１． 労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

２． 安全及び衛生に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

３． 職業訓練に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

４． 業務外の傷病扶助に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

５． 表彰及び制裁に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

６． 休職に関する事項

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

７． その他

【就業規則/給与規程/退職金規程/その他（　　　　）　第（　　）条】

◆住居

１． 住居の種類

２． 間取り 広さ 平米

詳細

３． 共同生活

備考

４． その他 受入れ施設までの距離 で所要時間 分

近隣家賃水準（１ルーム） 円

備考
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５． 家賃補助

(1) 家賃・共益費

全額補助（就労者の負担額：なし）

全額候補者負担

一部補助

円

備考

(2) 礼金・敷金・更新料

全額補助（就労者の負担額：なし）

全額候補者負担

一部補助

予想される候補者の入居時の礼金･敷金の負担額 約 円

備考

(3) 水道光熱費補助

全額補助（就労者の負担額：なし）

全額候補者負担

一部補助

備考

◆これまでの国家試験実績

求人登録申請時点で国家試験受験者無し

国家試験受験者 人中 人合格

インドネシア人看護師候補者 人中 人合格

インドネシア人介護福祉士候補者 人中 人合格

フィリピン人看護師候補者 人中 人合格

フィリピン人介護福祉士候補者 人中 人合格

ベトナム人看護師候補者 人中 人合格

ベトナム人介護福祉士候補者 人中 人合格

◆受動喫煙防止のための取り組み

１．受動喫煙を防止するための措置

２．喫煙可能区域での業務の有無

◆特記事項

（採用を希望する候補者像、研修に対する助成、支援体制、国家資格取得後の手当額等）

◆ＰＲ事項

予想される候補者の家賃・共益費の負担額　1ヶ月あたり約

補 助 内 容 ：

補 助 内 容 ：

補 助 内 容 ：
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受入れ施設説明書(様式 3-2)への「年間賃金見込み額」の記載方法 

 
 

求人票には基本給額、諸手当等を記載していただきますが、これに加えて勤務する候補者に通

常支給されることが見込まれる年間の賃金額（基本給の他、賞与等を含む）を参考値として記載

する欄を設けております。 

これは、我が国の賃金体系が複雑であり、候補者から良く分からないとの意見が多かったこと

を踏まえたものですので、是非、ご記載いただきますようお願いいたします。 

なお、本見込み額が必ずしも年間賃金を保証するものでなく、あくまでも、目安である旨、候

補者に十分説明いたします。 

 

 

求人票への記載方法 

年間賃金見込み額は、昼間の通常想定される勤務時間（たとえば９時から１７時の勤務）を基

準とした年間の見込額（賞与、期末手当等の特別給与額を含む）とし、超過勤務手当や休日手当

等の超過労働給与額を含めず記載してください。 

また、年間賃金見込み額に加算した特別給与・手当の名称及び金額も記載してください。 

 

 

特別給与額について 

年間賃金見込み額に加算する賞与については、通常支給されることが見込まれる額（前年度の

実績額等）を用いてください。 

通常支給されることが見込まれる額とは、候補者が就労を開始した初年度に、実際に就労を開

始する時期、特別給与額の支給基準日や算定期間等に応じて算出される見込み額ではなく、継続

して就労している労働者に対して通常１年間で支給される見込み額となります。 

 

 

年間賃金見込み額に加算できる手当 

雇用される労働者に一律に支給される手当 

   ･･･地域手当、調整手当、賞与見合手当、被服手当、食事手当等 

看護・介護の業務に従事した場合に通常支給される手当 

   ･･･業務手当、職務手当、職能手当、奨励手当等 

 

 

年間賃金見込み額に加算できない手当 

勤務実態によって支給額が変動しうる手当 

   ･･･精皆勤手当、超過労働給与額（時間外手当、宿日直手当、休日手当等） 

候補者の生活実態に応じて支給額が変動しうる手当 

   ･･･通勤手当、住宅手当、扶養手当等 
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インドネシア人　介護福祉士コース

JICWELS

提出日：

◆研修指導体制

◆研修時間等

1.　勤務時間内の研修

1回あたり約 時間

1回あたり約 時間

1回あたり約 時間

1回あたり約 時間

2.　勤務時間外の研修

1回あたり約 時間 本人負担：

1回あたり約 時間 本人負担：

1回あたり約 時間 本人負担：

1回あたり約 時間 本人負担：
④

内容：

回数：

③
内容：

回数：

②
内容：

回数：

①
内容：

回数：

④
内容：

回数：

③
内容：

回数：

※１　勤務時間内の研修であり、勤務したものと換算し、賃金の対象となるものをいいます。講師経費等は施設
が負担するもの（自習用教材等を除く。）です。
※２　求人時は就労1年目の研修について記載してください。

※１　賃金の対象とならないものをいいます。候補者の自由参加となりますが、候補者が希望した場合、施設と
して必ず参加させるもののみここに記載してください。
※２　就労1年目の研修について記載してください。

①
内容：

回数：

②
内容：

回数：

研
修
支
援
者
①

氏名

資格

特記事項

様式4-2

介護研修計画書

研
修
責
任
者

氏名

資格

特記事項

〔注意事項〕
　必ず、実際に履行する内容を記載してください。
　受入れ機関の要件に、「過去3年間に経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者等の受入
れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正行為を行ったことがないこと」があります。
　本「介護研修計画書」は候補者に提示する条件の１つであり、記載した内容が実際に履行されない場合、当該
要件に抵触すると判定され、３年間の受入れ停止及び在籍者の移転の対象となることがありますので、ご注意
ください。
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◆研修方法

1.　国家試験科目

＜筆記試験科目＞

2．介護技術の習得

3.　日本語学習

4.　職場への適応促進・日本の生活習慣の習得

5.　候補者へのメンタルヘルスケア等

回

回

回

回

回

□ 住居にインターネット環境を整備する

6.　その他
研
修
方
法

特
記
事
項

特
記
事
項

内
容

特
記
事
項

頻度 回数

内
容

使用料の負担

特
記
事
項

研
修
方
法

特
記
事
項

研
修
方
法

特
記
事
項

研
修
方
法

93



「介護研修計画書」記載要領 

 

 本様式は、受入れ施設における研修要件の確認を行うためのものです。 

 各項目は、介護研修計画策定上の必要事項です。就労1年目の研修について、各項目全てご記載く

ださい。 

 各受入れ施設においては、「介護研修計画」に基づき各期の研修プログラムを策定、実施するとともに、

研修の進捗状況の把握・評価に基づく研修の改善に努める必要があります。 

 なお、研修の実施状況については、受入れ機関からJICWELSへ定期報告していただきます。 

 

 研修指導体制  

「研修責任者」とは、介護研修計画書の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等にあ

たる者です。  

「研修支援者」とは、介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技能に関する直接の学習の支援、

日本語学習の支援、生活支援等にあたる者です（複数の者が分担することも可）。 

・「資格」 

介護福祉士資格等を記載してください。 

研修責任者については、研修責任者職歴証明書（又は介護福祉士実習指導者講習会を修了した

者にあっては、修了証書の写し）、介護福祉士資格を証明するものの写しを添付してください。 

・「特記事項」 

英会話能力がある場合等に、その旨を記載してください。 

 

 研修時間等  

 介護福祉士候補者に対して行われる研修として、勤務時間内に行われるものと、勤務時間外に行わ

れるものがあります。ここには、就労1年目に計画している研修内容を、定期的に行われるもの、不定期

に行われるものについて、それぞれ記載してください。 

 勤務時間内に行われる研修については、研修時間も勤務したものと見なされ、賃金支払いの対象とな

ります。また、講師等の経費は受入れ施設の負担となります。 

 一方、勤務時間外に行われる研修については、賃金支払いの対象とならないものを言います。業務命

令によるものではありませんので、研修に参加するかどうかは候補者の自由意志となります。候補者が

希望した場合、施設として必ず参加させるもののみこちらに記載してください。 

 

 研修方法  

 介護福祉士候補者が習得すべき事項として「介護福祉士国家試験科目（筆記試験科目）」、「介護技

術の習得」、「日本語の継続学習」、「職場への適応促進・日本の生活習慣の習得等」の４つに分類して

います。 

・「研修方法」 

次頁の「研修方法例」を参考にして、受入れ施設において行う研修・学習方法を、それぞれの分類

毎にできるだけ具体的に記載してください。 

・「特記事項」 

通信教育、介護福祉士養成施設夜間課程就学（注）等について費用助成を行う場合はその旨、有

給での研修日、研修時間を設ける場合はその旨等を記載してください。 

 （注）介護福祉士の資格を取得してEPA介護福祉士として活動を行うためには国家試験に合格す

ることが必要です。 
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・「候補者のメンタルヘルスケア」 

候補者のメンタルヘルス等の観点から、候補者間で交流等を持てるように研修計画を立てる必要

があります。ここには、候補者のメンタルヘルスケアをどのような形で行うか、頻度や方法などを具

体的に記載してください。 

・「その他」 

研修・学習方法で特徴的なものがある場合などに記載してください。 
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別 紙  

研 修 方 法 例 

 

１ 介護福祉士国家試験科目の習得【筆記試験科目】 

① 自己学習環境の整備（標準的な教科書の設置、インターネット環境の整備、自己学習時間・場所の確保等） 

② 通信教育の活用（聴講・スクーリング出席への配慮等） 

③ 介護福祉士養成施設夜間課程での就学（就学時間の確保等） 

④ 介護福祉士養成施設や福祉系大学等の一部科目の受講・聴講等教育機関の活用（受講・聴講時間の確保等） 

⑤ 初任者研修・実務者研修の受講等地域における研修機会の活用（受講等時間の確保等） 

⑥ 各種団体で実施している国家試験受験対策講座の活用（施設内外の講座受講等時間の確保等） 

⑦  根拠に基づいた介護の実践に向けた指導（個別ケアに関する説明、情報収集やアセスメントの方法の説明、介護記

録の活用の仕方の説明、ケアカンファレンスへの参加等の実施等） 

 

２ 介護技術の習得（「介護過程Ⅲ相当の専門的技術の習得に配慮した研修」の実施） 

①  研修担当者が共通の認識に基づき組織的に介護技術の指導を行う環境の整備 

②  介護導入研修テキスト等、図説や映像等、視覚的に介護技術を学ぶことができる教材の活用 

③  介護技術習得状況のチェックシートの活用及び評価（例：キャリア段位制度等）  

④  実務者研修などの外部講習会の受講、等 

 

３ 日本語の継続学習 

① 自己学習環境の整備（施設内での日本語学習支援、サークル活動等への参加、日本語学校等への通学時間の確

保等） 

② 地域社会やネットワーク上の日本語教育資源を活用（地域のボランティア教室参加等の時間の確保、オンライン日

本語学習ネットワークの活用等） 

 

４ 職場への適応・日本の生活習慣の習得等 

① 日常の介護業務（ＯＪＴ）を通じて習得（新人研修等の受講、ケアカンファレンスの参加等業務時間内外での指導等） 

② 地域活動への参加（地域の夏祭り等のイベントへの参加への支援等） 

③ 安全管理、衛生管理のマニュアルの共有、理解のための支援 

④ ホームステイの実施（ホームステイ参加への支援等） 

 

５．候補者のメンタルヘルスケア 

出身国が同じ候補者同士、又は出身国が同じ候補者と資格取得者の交流の機会の確保等 

（月1回、出身国が同じ候補者・資格取得者との勉強会実施等）  

 

６．その他 

研修・学習方法で特徴的なもの 
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インドネシア人　介護福祉士コース

JICWELS

提出日：

１．専門科目の研修体制

(1) 勤務時間内の専門科目の研修体制

＊ 種別

⇒

専門科目の内容

実施主体

頻度、時間数、回数

対象レベル、実施期間

備考

(2) 勤務時間外の専門科目の研修体制

＊ 種別

⇒

専門科目の内容

実施主体

頻度、時間数、回数

対象レベル、実施期間

その他費用助成の条件

備考

２．日本語研修体制

(1) 勤務時間内の日本語研修体制

＊ 種別

⇒

実施主体

頻度、時間数、回数

対象レベル、実施期間

備考

受講費用、うち受入れ機関から
の費用助成（率、上限）

様式5

研 修 実 施 体 制 説 明 書

　この「研修実施体制説明書」は「看護研修計画書」又は「介護研修計画書」とともに、貴機関が設置して
いる受入れ施設の研修体制や研修の実施方法等を、インドネシア移住労働者保護省（P2MI）を通じて、イ
ンドネシア人候補者に提示するもので、求人条件の１つであり、候補者が受入れ施設を選定する際の判断
材料の一つとして活用されるものです。正確な内容を記載し、採用後は記載どおり実施することが必要で
す。
　また、記述に当たっては、候補者が具体的な内容を把握できるよう、求人登録申請時点で決まっている
範囲で、できるだけ詳しい記述をお願いします。
　なお、複数の受入れ施設で研修させる場合には、全受入れ施設について本「研修実施体制説明書」を作
成、提出する必要があります。

〔注意事項〕
　必ず、実際に履行する内容を記載してください。
　受入れ機関の要件に、「過去3年間に経済連携協定等の枠組みによる看護師・介護福祉士候補者等の
受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正行為を行ったことがないこと」があります。本
「研修実施体制説明書」は候補者に提示する条件の１つであり、記載した内容が実際に履行されない場
合、当該要件に抵触すると判定され、３年間の受入れ停止及び在籍者の移転の対象となることがあります
ので、ご注意ください。
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JICWELS 様式5

(2) 勤務時間外の日本語研修体制

＊ 種別

⇒

実施主体

頻度、時間数、回数

対象レベル、実施期間

その他費用助成の条件

備考

◆ 日本語学校への入学の費用助成

・ 学校名：

・ 費用総額の ％を助成

◆ 大学留学センター・留学生別科への入学の費用助成

・ 大学名：

・ 費用総額の ％を助成

◆ 日本語ボランティア教室・サークル等への参加費用助成

・ 団体名：

・ 費用総額の ％を助成

◆ その他の費用助成

・ その他助成内容：

・ 費用総額の ％を助成

◆ 地域交流の有無

□ 行事の際、施設を地域に開放 □ 地域の学校との交流

□ 地域の行事に参加 □ 施設の一部を地域交流の場として開放

□ ホームステイを実施 □ 地域ボランティアの受入

□ その他：

３．自己学習の環境

◆ 勤務時間内の自己学習時間の確保

の勤務時間 時間のうち合計 時間を自己学習の時間に充てる

◆ 自己学習のための場所の確保

□ 施設内の一室（会議室・相談室など）を利用 □ 寮の共有スペースを利用

□

４．自己学習のための教材の配置

・ 資格試験対策の過去・模擬問題集等を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・ 試験科目の参考書を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・ 試験科目関連分野の辞書を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・ 電子辞書（英和辞典や和英辞典、国語辞典等）を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・ 施設が独自に作成した自習用教材を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・ e-ラーニングのためのネットを使用できるPC等の機器を

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

・

□ 配置し、貸出を可とする □ 配置し、貸出を不可とする □ 給付する

そ の 他 ：

そ の 他 ：

受講費用、うち受入れ機関から
の費用助成（率、上限）
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JICWELS 様式5

５．職場適応の支援

◆ 新任の従業者に対する研修、すべての従業者に対する研修の計画的な実施

□ 新任従業者に対する研修 ・ 実施日数 日間 年間実施回数 回

□ すべての従業者に対する研修 ・ 実施日数 日間 年間実施回数 回

◆

□ 候補者をチームの一員として、サービス担当者会議に参加させる

□ 候補者をチームの一員として、ケース検討会議に参加させる

□ 候補者をチームの一員として、その他（              ）会議に参加させる

◆ インドネシア語会話能力又は英会話能力のある研修責任者又は研修支援者の配置

＊ を配置する

（インドネシア語又は英語使用経験）

□ インドネシアへの留学経験がある □ インドネシア語で業務を行った経験がある

□ 英語圏への留学経験がある □ 英語で業務を行った経験がある

□ その他：

（保有インドネシア語又は英語資格）

□ 実用英語技能検定 級 年 月

□ TOEICスコア 点 年 月

□ TOEFLスコア 点 年 月

□ 国際連合公用語・英語検定（国連英検） 級 年 月

□ インドネシア語技能検定 級 年 月

□ その他資格 年 月

６．看護、介護実習の受入れ実績

□ 看護師学校養成所の臨地実習の受入れを行っている

□ 介護福祉士養成施設の介護実習の受入れを行っている

７．これまでの外国人労働者の受入れ実績

現状：2026年4月時点

□ EPAに基づく外国人看護師候補者 人 うちインドネシア人 人

□ EPAに基づく外国人介護福祉士候補者 人 うちインドネシア人 人

□ EPAに基づく外国人看護師 人 うちインドネシア人 人

□ EPAに基づく外国人介護福祉士 人 うちインドネシア人 人

□ EPA以外の外国人看護・介護職員 人 うちインドネシア人 人

□ EPA以外の外国人労働者（看護・介護分野を除く） 人 うちインドネシア人 人

過去の実績：

サービス担当者会議､ケース検討会議等による患者･入所者の情報の適切な共有､改善の取組の実施

以下のインドネシア語能力又は英語能力を有する

取得年月（西暦）
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インドネシア人　介護福祉士コース

JICWELS

提出日：

氏　名

年 月 日

年 月から

年 4 月現在

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

年 月から

年 月まで

合計 年 か月

＊ 介護福祉士登録証の写しを添付すること。

様式6-2

研 修 責 任 者 職 歴 証 明 書

介護福祉士登録年月日 和暦 介護福祉士登録番号：

◆職歴

勤務先名称(1) 業務内容 業務期間

2026

勤務先名称(2) 業務内容

勤務先名称(3) 業務内容

勤務先名称(4) 業務内容

勤務先名称(5) 業務内容
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各種契約書様式 

 

 

 

 

以下の様式は、求人登録から介護福祉士候補者の就労開始までに 

おいて、締結いただく契約書の様式です。 

 

 

 

 

 

〔注意事項〕 雇用契約書について 

 日尼 EPA 改正議定書の発効後に日本に入国するインドネシア人候補者は、看護・

介護ともに滞在期間が最大５年間となります。発効後、日尼 EPA 改正議定書の

内容に合わせて、記載が変更となる可能性があります。 

 「第３０条 更新の有無」の記載については、３か国ともに調整中のため、こち

らも記載が変更となる可能性があります。 
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JICWELS 様式 8 

【職業紹介に関する契約書（雛型）】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受入れ機関番号】 

受入れ機関名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア人･フィリピン人･ベトナム人 
看護師候補者･介護福祉士候補者の 

職業紹介に関する契約書 
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JICWELS 様式 8 

【職業紹介に関する契約書（雛型）】 

インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人 

看護師候補者・介護福祉士候補者の職業紹介に関する契約書 

 

 （受入れ機関名） （受入れ希望機関名。以下「甲」という。）と公益社団法人国際厚生事業団（以下

「乙」という。）は、日本・インドネシア経済連携協定、日本・フィリピン経済連携協定又は、日本・ベ

トナム経済連携協定に基づく交換公文に基づいて我が国の看護師国家資格又は、介護福祉士国家資格の

取得を目的として来日し、病院又は介護施設で就労する者（以下「EPA候補者」という。）の職業紹介（以

下「職業紹介」という。）の実施に関して、以下のとおり契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約は、甲及び乙が次条以下に掲げる業務を履行することにより、円滑で秩序ある職業紹介

が実施されることを目的とする。 

 

（乙の提供する職業紹介） 

第２条 乙は、甲から受理した求人申込書類を英訳した上で、甲が受入れを希望するEPA候補者が属す

る国の送り出し調整機関に伝達する。 

  ２ 乙は、送り出し調整機関から入手した求職者の情報を和訳した上で甲に開示する。 

  ３ 乙は、甲への助言等を行うとともに、甲の希望順位と求職者の就職意思の照合を行うなど、甲

と求職者のあっせんを行う。 

  ４ 乙は、あっせんを行った甲及び求職者の最終意思確認を行った後、雇用契約の締結を支援する。 

 

（職業紹介上の禁止事項） 

第３条 甲は、乙の提供する職業紹介によらず、求職者に対し、採用を約束してはならない。 

  ２ 甲は、乙が甲の希望に応じて送り出し国現地において実施する合同説明会において、次の行為 

を行ってはならない。 

   （１）乙の承諾なくして、乙が指定した以外の日時に合同説明会場内またはその付近に立ち入る

こと。 

   （２）求職者に対して採用内定の通知を行うこと。 

   （３）合同説明会の場を利用し、求職者と会場以外の場所で接触することを約束すること。 

  ３ 甲が第１項及び第２項に規定する行為を行ったことが乙により確認された場合、乙は、本契約 

を解除することができる。 

 

（あっせん手数料） 

第４条 甲は、乙に対して職業紹介の対価として、あっせん手数料１人当たり131,400円（消費税別）

をマッチング成立時に支払う。 

  ２ 乙が紹介したEPA候補者が、専ら甲の事由により就労に至らなかった場合、乙は一旦受領した

前項で定める対価を返却しない。なお、前項で定める対価を甲が支払う前であっても、甲の対価

支払債務は消滅しないものとする。 

３ 乙が紹介したEPA候補者が、専らEPA候補者本人の責めに帰すべき事由により就労に至らなか

った場合、甲はあっせん手数料の50%を乙に支払うものとする。 
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４ 甲は、乙の請求書が到達してから10日以内に、第１項に定める対価及びその消費税相当額を、

乙が指定する口座に振り込むものとする。振込手数料は、甲の負担とする。  

 

（送り出し調整機関等への手数料） 

第５条 甲は、乙を通し、送り出し調整機関等に対して以下の額を支払う。 

国 名 種類 請 求 時 期 支 払 額 

フィリピン 

フィリピン国送り出し調整機関

(DMW)への手数料 
候補者入国後 

450米ドル/１人当たり 

（予定） 

出国前健康診断実施機関への支払

い 
候補者入国後 調整中 

インドネシア 

インドネシア国送り出し調整機関

(P2MI)への手数料（出国前健康診

断費用を含む） 

候補者入国後 
399.5万ルピア/１人当たり

（予定） 

ベトナム 

ベトナム国送り出し調整機関

(DOLAB)への手数料 
候補者入国後 

450米ドル/１人当たり 

（予定） 

ベトナム国送り出し調整機関

(DOLAB)への出国前健康診断費用 
候補者入国後 調整中 

  ただし、上記金額は入国査証料又は健康診断料等の改定により変動し得るものとし、本条の規定

により甲が乙を通じて支払う額は、乙が各国の送り出し調整機関又はフィリピン国の出国前健康

診断実施機関から請求を受け、実際に支払うべき邦貨額に基づいて確定するものとする。 

２ 乙が紹介したEPA候補者が、専ら甲の事由により就労に至らなかった場合又は、入国後、専ら

EPA 候補者本人の責に帰すべき事由により就労に至らなかった場合、乙は一旦受領した前項で定

める対価を返却しない。なお、前項で定める対価を甲が支払う前であっても、甲の対価支払債務

は消滅しないものとする。 

  ３ 乙が紹介したEPA候補者が、専らEPA候補者本人の責に帰すべき事由により入国に至らなかっ

た場合、乙は第１項に定める手数料の請求を行わないものとする。 

  ４ 甲は、乙の請求書が到達してから10日以内に、第１項に定める対価を、乙が指定する口座に振

り込むものとする。振込手数料は、甲の負担とする。 

 

（雇用契約書の提出義務） 

第６条 甲は、第２条にある乙の提供する職業紹介により採用を決定した場合には、甲の署名済の雇用

契約を乙に提出しなければならない。 

  ２ 前項の規定にも関わらず雇用契約の提出がなされない場合は、乙は、本契約を解除することが

できる。 

 

（情報の守秘義務） 

第７条 甲及び乙は、本業務の遂行に関して得られた甲に関する情報及び乙が紹介した求職者（採用に

至らなかった者を含む。）に関する情報を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。 
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  ２ 前項の規定に関わらず情報の漏洩が行われた場合は、情報の漏洩をした者の相手方は本契約を

解除することができる。 

 

（反社会的勢力との取引排除） 

第８条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

（１）自らが、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総 

称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

（２）自らの役員、業務を執行する使用人及びこれに準ずる顧問等、ならびに経営に実質的に関

与する会員・株主等（以下「自らの役員等」という。）が、反社会的勢力ではないこと。 

（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 

（４）自ら、又は自らの役員等が反社会的勢力に協力若しくは関与していないこと。 

（５）甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

２ 甲又は乙の一方について、第１項のいずれかに違反した場合には、その相手方は、何らの催

告を要せずして、本契約を解除することができる。 

３ 第２項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害

について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 

 

（契約に定めのない事項等の取扱い） 

第９条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は解釈上の疑義を生じた場合、誠意を以って協議の

上、解決を図る。 

  ２ 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

 

以上、本契約書締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通保有する。 

 

  年   月   日 

 

             甲   

 

 

 

乙  〒104-0061 

東京都中央区銀座7-17-14 松岡銀七ビル3階 

公 益 社 団 法 人 国 際 厚 生 事 業 団  

理 事 長  水 田 邦 雄  
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〔注意事項〕  
 日尼 EPA 改正議定書の発効後に日本に入国するインドネシア人候補者は、看護・介護

ともに滞在期間が最大５年間となります。発効後、日尼 EPA 改正議定書の内容に合わ

せて、雇用契約書の記載が変更となる可能性があります。 
 「第３０条 更新の有無」の記載については、３か国ともに調整中のため、こちらも記

載が変更となる可能性があります。 
 
 

雇用契約書 
（インドネシア人介護福祉士候補者用） 

 
 以下 X 及び Y により署名された雇用契約書は、経済上の連携に関する日本国とインドネ

シア共和国との間の協定（以下「協定」という。）に規定された訪日後の研修及び訪日前の

日本語研修を修了することを条件として、有効となるものとする。 
 
X．雇用主 
雇用主の名称：                         
雇用主代表者氏名：                        
受入れ機関担当者氏名：                        
受入れ機関担当者電話番号：                       
就労予定施設の名称：                        
就労予定施設の住所：                        
就労予定施設の連絡先氏名：                       
就労予定施設の連絡先電話番号：                       
 
Y．就労者 
就労者の氏名：                         
インドネシア共和国における住所：                      
電話番号：                         
生年月日（年/月/日）：                        
旅券番号：                         
旅券発行日（年/月/日）：                        
旅券発行地：                         
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１． 雇用契約の期間 
訪日後日本語等研修修了の翌日から、入国日の翌日から起算して 3 年後の日まで 
∗ 本契約は 30 の規定に従い入国日の翌日から起算して 4年後の日まで更新されるものとす

る。 
 
２． 就労の場所 
上記就労予定施設内 
 
３． 業務内容  
                                         
 
４． 賃金 
（１）基本給 （月給 / 日給 / 時給 / 日給月給）（  ）円  年齢給（有 / 無） 
（２）諸手当の額及び計算方法 

A. 毎月固定的に支払われる手当 
a.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
b.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
c.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
d.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
e.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 

 
  B. 毎月支払額が変動する手当 

a.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
b.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
c.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
d.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 
e.（   手当    円 / 計算方法・備考：         ） 

 
５． 所定時間外労働 
（１）所定時間外労働の有無 （有 / 無） 
（２）月 60 時間を超える法定時間外労働の有無 （有 / 無） 
（３）所定時間外労働に対して支払われる割増賃金率 

A．下記に該当する割増賃金率が適用される。 
    （月 / 週 / 日）の労働時間に対する割増賃金率 

（法定超 / 所定超）が（  ）時間超～（  ）時間 ＿＿＿% 
B．その他（                     ） 

備考（                              ） 
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６． 休日労働 
（１）休日労働の有無 （有 / 無） 
（２）休日労働に対して支払われる割増賃金率 

A．法定休日（  ）% 
B．法定外休日（  ）% 

備考（                              ） 
 
７． 深夜労働 
 （１）深夜労働の有無 （有 / 無） 

（２）深夜労働に対して支払われる割増賃金率（  ）% 
 
A．深夜労働とは、 

午後１０時から午前５時をいう。 
その他（          ） 

B．この割増率は、所定時間外労働に対して支払われる割増賃金率が適用される時間につ

いては、 
所定時間外労働と深夜労働の割増率を合算する。 
その他（          ） 

C．この割増率は、休日労働に対して支払われる割増賃金率が適用される時間については、 
休日労働と深夜労働の割増率を合算する。 
その他（          ） 

備考（□ 深夜労働に対する割増賃金は夜勤手当に含まれる。    ） 
 
８． 賃金の締切日、支払日、支払方法 
（１）賃金締切日 

A．基本賃金 
毎月＿＿＿日 
毎月＿＿＿日 
毎月＿＿＿日 

B．諸手当 
毎月＿＿＿日 
毎月＿＿＿日 
毎月＿＿＿日 

（２）賃金支払日 
A．基本賃金 
（当月 / 翌月）＿＿＿日 
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（当月 / 翌月）＿＿＿日 
（当月 / 翌月）＿＿＿日 
B．諸手当 
（当月 / 翌月）＿＿＿日 
（当月 / 翌月）＿＿＿日 
（当月 / 翌月）＿＿＿日 

（３）賃金の支払方法 
（銀行振込 / 現金支給） 
 
９． 昇給 
（有 / 無）（                    ） 
 
１０． 賞与 
（有 / 無）（                    ） 
 
１１． 退職金 
（有 / 無）（                    ） 
 
１２． 労働時間、休憩 

始業及び終業の時刻 
    A． 定刻の場合 
       始業（  時  分）  終業 （  時  分）  休憩時間 （  分） 
    B． 変形労働時間制又は交替制の場合 

（ ）（週 / ヶ月 /年）単位の変形労働時間制・交替制として次の勤務時間の組

合せによる。 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
始業（  時  分）  終業 （  時  分） 適用日（    ）休憩時間 （  分） 
備考（                              ） 
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１３． 休暇 
（１）年次有給休暇 

継続勤務月数 付与日数 
ヶ月 日 
ヶ月 日 
ヶ月 日 
ヶ月 日 
ヶ月 日 
ヶ月 日 
ヶ月 日 

備考（                              ） 
時間単位休暇（有 / 無） 
（２）代替休暇（有 / 無） 
（３）その他の休暇 
別途、法律で定められた休業および休暇あり。 

有給（                               ） 
無給（                               ） 
 

１４． 休日 
（１）定例日の場合：毎週（   ）曜日、国民の祝日、その他（   ） 

（２）非定例日の場合：（    ）（週 / 月 / 年）当たり(  )日 

その他（   ） 

備考（                              ） 
 
１５． 宿泊施設 
雇用主は、就労者に対して適切な宿泊施設を確保するものとする。 
 
１６． 社会保険・労働保険 
雇用主は、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用があることを確保

するものとする。 
 
１７． 災害補償 
（１）雇用主は、日本国の法令に従い、業務に起因する疾病又は負傷に対する補償の義務を

負うものとする。 
（２）法定外の災害補償に関する事項: 
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１８． 試用期間 
試用期間は設けない。 
 
１９． 給与の額 
報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とする。月給制の場合には、各月

の基本給は、当該月の所定労働日数又は所定労働時間数に応じては変動させないものとす

る。なお、法定労働時間を超えて労働させた場合又は深夜若しくは法定休日に労働させた場

合には、雇用主は、本契約で定める割増賃金を支払うものとする。 
 
２０． 事故、重大な疾病又は死亡時の処置 
就労者の事故、重大な疾病又は死亡の場合、雇用主は、在日インドネシア共和国大使館に連

絡するものとし、死亡の際には、死亡者の遺体及び遺品をインドネシア共和国に返送する費

用を負担するものとする。遺体の返送が不可能な場合には、就労者の近親者又は在日インド

ネシア共和国大使館の事前の許可により、遺体を処理することができる。 
 
２１． 介護福祉士国家資格の取得のための研修 
雇用主は、就労者が日本国の法律に基づく介護福祉士の国家資格を取得するうえで必要な

知識及び技術の修得が図られるよう研修体制の確保に取り組むものとする。就労者は、介護

福祉士の国家資格の取得に必要な知識及び技術の修得に励むものとする。 
 
２２． 就労施設における研修 
就労者は、協定に基づく介護福祉士候補者である限りにおいて、介護福祉士国家試験の受験

に配慮した適切な内容の研修を就労中に受けることとする。 
 
２３． 就労者の個人情報の提供 
（１）就労者は、在留管理等の目的で、雇用主により自らの個人情報が関係行政機関、受入

れ調整機関その他の関連機関に提供されることに同意する。 
（２）就労者は、雇用主が関係の法務省告示や厚生労働省告示に基づく報告を適切に行える

よう、介護福祉士国家試験の合否結果、及び在留資格の変更の許可を受けた場合には在留期

限その他の必要な情報を、雇用主に提供するものとする。 
 
２４． 雇用契約の終了 
（１）雇用主による終了 
雇用主は、やむを得ない事由がある場合でなければ、期間が満了するまでの間において、本

契約を終了しないものとする。雇用主は、やむを得ない事由により契約の期間中に本契約を

終了させる場合は、少なくとも３０日前にその予告を行うか、３０日分以上の平均賃金を支 
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払うものとする。ただし、天変事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能

になった場合又は就労者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合においては、この限り

ではない。 
（２）就労者による終了 
就労者は、やむを得ない事由があるときは、期間が満了するまでの間において、本契約を終

了させることができる。また、本契約期間の開始時より１年が経過した後には、就労者はや

むを得ない事由がなくても本契約を終了させることができる。 
 
２５． 帰還費用の負担 
雇用契約の終了の際の就労者の帰還費用は、契約の終了の原因が就労者の重大な責に帰す

る場合を除き、雇用主が負担するものとする。就労者が介護福祉士候補者として滞在を認め

られた期間に日本国の介護福祉士国家資格を取得できなかったこと自体を以て、就労者の

重大な責に帰する場合とはみなされない。 
 
２６． 日本国の法令及び就労施設の規則の遵守 
就労者は、就労施設の規則及び日本国の法令を遵守するものとし、かつ日本国の慣習及び伝

統を尊重するものとする。 
 
２７． 紛争処理 
就労者の雇用契約に関する苦情は、当事者のいずれかが希望する場合であって、かつ、利用

可能な場合には、日本国の紛争処理機関（裁判所又は都道府県労働局）に付託されるものと

する。また、雇用地の最寄りのインドネシア共和国大使館又は総領事館の労働書記官又は権

限のある代表者の参加により友好的に解決することもできる。 
 
２８． 準拠法 
この契約の準拠法は日本国の法令とする。 
 
２９． 日本の介護福祉士国家資格の取得 
就労者が本雇用契約の期間内に介護福祉士資格を取得した場合、就労者は介護福祉士候補

者ではなく介護福祉士として就労するものとする。それに伴い、それ以降の雇用契約は、雇

用主のもとで就労している他の介護福祉士の労働条件を考慮し、就労者及び雇用主の間で

誠実に協議して新たに締結されるものとする。 
 
３０． 更新の有無 
本契約は、就労者に適法な在留資格及び有効な在留期間が付与される場合、雇用主または就

労者のいずれかが契約を更新しない意思を表明しない限り、入国日の翌日から起算して４

年後の日まで更新されるものとする。ただし、雇用主が契約を更新しない意思を表明する場
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【インドネシア人介護福祉士候補者用雇用契約書（雛型）】 

合は、客観的に合理的な理由を必要とする。 
その後については、就労者に適法な在留資格及び有効な在留期間が付与される場合、上記と

同様の条件で更新されるものとする。 
 
３１． 日本国への渡航費用 
雇用主及び就労者は、就労者のインドネシア共和国から日本国への渡航費用については就

労者が負担しないことを確認する。かかる費用については、日本国で日本語研修を実施する

団体又は雇用主が負担する。 
 
３２． その他 
（１）労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
（                             ） 
（２）安全及び衛生に関する事項 
（                             ） 
（３）職業訓練に関する事項 
（                             ） 
（４）業務外の傷病扶助に関する事項 
（                             ） 
（５）表彰及び制裁に関する事項 
（                             ） 
（６）休職に関する事項 
（                             ） 
（７）その他 
（                             ） 
 
上記の証拠として、雇用主及び就労者は本契約に署名した。 

 

 

 

 

  

 

 

就労者  雇用主 

署名日：  署名日： 

署名地：  署名地： 

 

インドネシア移住労働者保護省及び公益社団法人国際厚生事業団は、本契約が、協定に基

づき、インドネシア移住労働者保護省によって実施された募集過程を経た就労者と、公益
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【インドネシア人介護福祉士候補者用雇用契約書（雛型）】 

社団法人国際厚生事業団が紹介した雇用主との間で締結されたものであることを証明す

る。 

 

   

インドネシア 

移住労働者保護省 

 公益社団法人 国際厚生事業団 

署名日：  署名日： 
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【受入支援に関する契約書（雛型）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 受入れ機関番号 】 

受入れ機関名 

 

 

 

 

 

 

インドネシア人･フィリピン人･ベトナム人 
看護師候補者及び介護福祉士候補者等の  

受入れ支援に関する契約書 
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【受入支援に関する契約書（雛型）】 

インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人 

看護師候補者及び介護福祉士候補者等の受入れ支援に関する契約書 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という。）と公益社団法人国際厚生事業団（以下「乙」と

いう。）は、日本・インドネシア経済連携協定、日本・フィリピン経済連携協定又は日本・ベトナ

ム経済連携協定に基づく交換公文に基づいて、我が国の看護師国家資格又は介護福祉士国家資格

の取得を目的として来日し、甲の設立する病院又は介護施設で就労する者（以下「EPA 候補者」

という。）又は、国家資格を取得し甲の設立する病院又は介護施設で就労する者（以下「EPA資格

取得者」という。）の受入れに関する事業（以下「受入れ事業」という。）の実施に関して、以下

のとおり契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約は、甲及び乙が次条以下に掲げる業務を履行することにより、円滑で秩序ある受

入れ事業が実施されることを目的とする。 

 

（乙の業務） 

第２条 乙は、EPA候補者が甲の設立する病院又は介護施設における就労を通じて国家資格を取得す

ることなどを支援するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

  （１）EPA候補者の入国支援 

    (２) EPA候補者の帰国支援 

  （３）EPA候補者が日本語研修期間中に帰国する場合の帰国費用の支弁 

  （４）EPA 候補者の滞在支援（在留期間更新許可申請及び看護師・介護福祉士の在留資格へ

の変更許可申請の手続案内） 

  （５）滞在者情報の取りまとめと法務省など関係省庁への提供 

  （６）甲及び EPA候補者からの在留管理に関する相談に対する対応 

  （７）EPAに関する情報提供 

  （８）その他受入れ事業の円滑化のために必要な業務 

  ２ 乙は、EPA資格取得者に関し、前項第３号を除き前項各号の業務を行う。 

 

（甲の業務） 

第３条 甲は、EPA 候補者の日本語研修終了時及び帰国時において、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）甲は、日本語研修又は導入研修が終わった EPA候補者を、特別な場合として乙が認め

る場合を除き、研修地又は乙が別に定める場所で、乙の立会いの下で出迎えるものとす

る。乙が別に定める場所で出迎える場合、当該場所までは、乙が当該人を引率するもの

とする。 

 (２) 甲は、EPA候補者が在留期間満了その他の理由により帰国する（一時帰国を除く）場
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【受入支援に関する契約書（雛型）】 

合は、甲は当該人の出国を見届けるものとする。 

 

（有効期限） 

第４条 本契約は、甲の設立する病院又は介護施設において、EPA 候補者又は EPA 資格取得者の

いずれかが就労している限り有効とする。 

 

（費用の負担） 

第５条 甲は、滞在管理費として EPA候補者一人当たり年度毎に 20,000円（消費税別）を負担す

る。本費用は EPA候補者が就労を開始した年度より発生する。 

  ２ 甲は、滞在管理費として EPA資格取得者一人当たり年度毎に 10,000円（消費税別）を負

担する。なお、本費用は EPA資格取得者が就労を開始した年度より発生する。   

３ 甲は、乙の請求書が到着してから１０日以内に前２項に定める対価及びその消費税相当

額を乙が指定する口座に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。 

  ４ EPA 候補者又は EPA 資格取得者のやむを得ない事由などで就労に至らなかった場合、甲

は当該人にかかる費用の負担を要しない。  

 

 (特例候補者の準用について) 

第６条 特例候補者（法務省の定める告示に基づく特例により在留資格の変更の許可を受けた者

をいう。）については、第２条第１項第１号及び第３号並びに第３条第１号の規定を除き

準用する。この場合において、各条項内の「EPA候補者」は「特例候補者」と、読み替え

るものとする。 

 

（契約の解除） 

第７条 甲は、乙が本契約に定める事項を正当な理由なく履行しない場合は、本契約を解除する

ことができる。  

２ 乙は、EPA候補者が甲において就労することが不適当と認められる場合又は、甲が本契

約に定める事項を正当な理由がなく履行しない場合は、本契約を解除することができる。 

  

（守秘義務） 

第８条 乙は、本契約の実施に関し知ることのできた秘密を、正当な理由なく漏らしてはならな

い。この契約が解除された後も同様とする。 

  ２ 乙は、本契約の実施について雇用し、請け負わせ、又は委任する者についても同様の措

置をとることを確保する。 

  ３ 前２項は、乙が、甲に関し、個人及び法人を識別できない形により統計的データ、個別

の情報その他の情報を公表すること並びにその他事案に応じた適当な形式により公表す

ることを妨げるものではない。 
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【受入支援に関する契約書（雛型）】 

（反社会的勢力との取引排除） 

第９条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

（１）自らが、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総

称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

（２）自らの役員、業務を執行する使用人及びこれに準ずる顧問等、ならびに経営に実質的

に関与する会員・株主等（以下「自らの役員等」という。）が、反社会的勢力ではない

こと。 

（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 

（４）自ら、又は自らの役員等が反社会的勢力に協力若しくは関与していないこと。 

（５）甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

２ 甲又は乙の一方について、第１項のいずれかに違反した場合には、その相手方は、何ら

の催告を要せずして、本契約を解除することができる。 

３ 第２項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる

損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 

 

（解釈等） 

第１０条 甲及び乙は、本契約の遂行にあたり疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事

項については、双方誠意をもって協議を行い、解決を図る。 

  ２ 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

  以上の合意を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙各１通を保管する。 

 

年   月   日 

 

甲   

                   

 

 

乙 〒104-0061 

東京都中央区銀座7丁目17-14松岡銀七ビル3階 

                                      公 益 社 団 法 人 国 際 厚 生 事 業 団 

                                  理 事 長 水 田 邦 雄 
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介護福祉士コース（就労コース） 

各種報告関係様式等 

厚生労働省通知様式 

第 1-2 号 受入れ施設の要件遵守状況の報告（資格取得前、介護施設） 

第 1-4 号 受入れ施設の要件遵守状況の報告（資格取得後、病院・介護施設） 

第 2-2 号 研修の実施状況の報告（介護施設） 

第 2-1･2-2 号 

別紙１ 
研修評価表（研修責任者記載） 

第 2-1･2-2 号 

別紙２ 
研修評価表（候補者記載） 

第 3 号 雇用契約の要件（同等報酬要件）遵守状況の報告 

第 3 号 別紙 
看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士

に対する同等報酬について 

第 4 号 在留資格変更報告書 

第 5-1 号 死亡報告書 

第 5-2 号 失踪報告書 

第 5-3 号 不法就労活動報告書 

第 6-1 号 雇用契約終了報告書 

第 7-2 号 介護福祉士国家試験合否結果報告書 

第 8 号 帰国確認報告書 

※様式は、JICWELS ホームページからダウンロードできます。
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留

カ
ー

ド
番

号
（
外

国
人

登
録

番
号

）

候
補

者
番

号

西
暦

西
暦

在
留

期
限

（
在

留
期

間
の

満
了

す
る

日
）

西
暦

西
暦

受
入

れ
者

の
配

属
先

及
び

業
務

内
容

（
受

入
れ

機
関

番
号
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様式第２－２号

（介護福祉士候補者（就労コース）受入れ施設記載用）

候 補 者 氏 名

受入れ施設名称

受入れ施設住所

公益社団法人 国際厚生事業団　殿
受入れ機関名称 （受入れ機関番号 )

受入れ機関住所

あることを報告します。 代表者職氏名

連絡先電話番号

年 月 日 担当者職氏名

　研修計画の実施状況について、上記のとおりで

日本語学習関係

職場への適応促進・
日本の生活習慣習得
関係

研修の実施状況の報告（介護施設）

研修指導体制

研修責任者

資格・経歴

研修支援者

職氏名

項目 研修方法（計画作成時の実施予定時期） 実績

研修方法

※研修責任者について、前回報告時から変更があった場合には、変更後の者の介護福祉士資格の写し及び①経歴証明書又は②実習指導者講習会修了

　証の写しを添付すること

国家試験科目関係
（筆記）

介護技術の習得

候補者へのメンタル
ヘルスケア等

その他
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（
看

護
師

候
補

者
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
就
労
コ
ー
ス
）
受

入
れ

施
設

記
載

用
）

様
式

第
２
－

１
・
２
－

２
号

別
紙

１

研
修
責
任
者
職
氏
名

（
）

（
）

（
）

自
由
記
載
欄

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
へ
の
対
応

が
で
き
て
い
る
か 合
計
点

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
で
き
て
い
な
い
　
　
　
　
で
き
て
い
る
→

←
で
き
て
い
な
い
　
　
　
　
で
き
て
い
る
→

←
で
き
て
い
な
い
　
　
　
　
で
き
て
い
る
→

←
働

い
て
い
な
い
　
　
　
　
働
い
て
い
る
→

←
働
い
て
い
な
い
　
　
　
　
働
い
て
い
る
→

日
本
語
の

習
得
が
進
ん
で
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進

ん
で
い
る
→

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進
ん
で
い
る
→

←
進
ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進
ん
で
い
る
→

自
己
学
習

計
画
を
支

援
す
る
施
設

側
の
機
能

が
働
い
て
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
働

い
て
い
な
い
　
　
　
　
働

い
て
い
る
→

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

自
己
学
習

計
画
に
沿

っ
て
、
学

習
が

進
ん
で
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進

ん
で
い
る
→

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進
ん
で
い
る
→

←
進
ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進
ん
で
い
る
→

就
労
開

始
年
月
日
（
研
修
年
次
）

　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
研
修
　
　
年
目
）

　
　
年

　
　
月
　
　
日
（
研
修
　
　
年
目
）

　
　
年

　
　
月
　
　
日
（
研
修
　
　
年
目
）

項 目

患
者
・
利
用

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

職
員
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏

名
）

候
補
者
番
号

研
修

評
価

表
（
研

修
責

任
者

記
載

）

氏
　
　
　
　
名

126



（
看

護
師

候
補

者
・
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
就
労
コ
ー
ス
）
記

載
用

）
様

式
第

２
－

１
・
２
－

２
号

別
紙

２

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進

ん
で
い
る
→

合
計
点

自
己
学

習
計
画
を
支

援
す
る
施
設

側
の
機

能
が
働
い
て
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
働

い
て
い
な
い
　
　
　
　
働

い
て
い
る
→

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
問
題
へ
の
対
応

が
で
き
て
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
で
き
て
い
な
い
　
　
　
　
で
き
て
い
る
→

日
本
語
の

習
得
が
進
ん
で
い
る
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
進

ん
で
い
な
い
　
　
　
　
進

ん
で
い
る
→

候
補
者
番
号

就
労
開

始
年
月
日
（
研
修
年
次
）

　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
研
修
　
　
年
目
）

（
自
由
記
載
欄
）

項 目

患
者
・
利
用

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

職
員
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

１
　
　
　
２
　
　
　
３
　
　
　
４
　
　
　
５

←
な
っ
て
い
な
い
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
た
→

自
己
学
習

計
画
に
沿

っ
て
、
学

習
が

進
ん
で
い
る
か

研
修

評
価

表
（
候

補
者

記
載

）

候
補
者
氏
名
（
日
本
語
）

候
補

者
氏
名
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）

127



（
看

護
師

候
補

者
・
介

護
福

祉
士

候
補

者
（
就

労
コ

ー
ス

）
、

看
護

師
・
介

護
福

祉
士

資
格

取
得

者
受

入
れ

施
設

記
載

用
）

様
式

第
３

号

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

公
益

社
団

法
人

 国
際

厚
生

事
業

団
　

殿
受

入
れ

機
関

名
称

）

受
入

れ
機

関
住

所

代
表

者
職

氏
名

年
月

日
連

絡
先

電
話

番
号

担
当

者
職

氏
名

(
）
枚

目

※
同

等
報

酬
を

確
認

で
き

る
書

類
を

添
付

の
こ

と

過
去

1
年

に
支

払
っ

た
賞

与
額

（
受

入
れ

機
関

番
号

雇
用

契
約

の
要

件
（
同

等
報

酬
要

件
）
遵

守
状

況
に

つ
い

て

上
記

の
と

お
り

で
あ

る
こ

と
を

報
告

し
ま

す
。

在
留

カ
ー

ド
番

号
（
外

国
人

登
録

番
号

）

就
労

開
始

年
月

日
西

暦

候
補

者
番

号

西
暦

過
去

1
年

の
月

平
均

支
払

総
額

（
諸

手
当

・
超

過
勤

務
手

当
等

を
含

む
。

但
し

賞
与

を
除

く
）

西
暦

基
本

給
月

額

西
暦

（
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

氏
名

）

性
　

　
　

　
別

西
暦

西
暦

【
受

け
入

れ
て

い
る

看
護

師
候

補
者

/
介

護
福

祉
士

候
補

者
/
看

護
師

/
介

護
福

祉
士

】

)枚
の

う
ち

（

氏
　

　
　

　
名

受
入

れ
施

設
代

表
者

職
氏

名

国
　

　
　

　
籍

生
年

月
日

雇
用
契
約
の
要
件
（
同
等
報
酬
要
件
）
遵
守
状
況
の
報
告

【
受

入
れ

施
設

】

受
入

れ
施

設
名

称
（

施
設

種
別

）

担
当

者
職

氏
名

（
連

絡
先

電
話

番
号

）
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様式第３号別紙

）に対する報酬は、

年目

の者（ 条に基づき、

円)としています。

※不要な字は抹消して使用のこと

年 月 日

）

　　　　看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士に対する報酬について、

(看護師候補者･介護福祉士候補者(就労コース)､看護師･介護福祉士資格取得者受入れ施設記載用)

受入れ機関名称 

受入れ機関住所 

代表者職氏名 

連絡先電話番号 

担当者職氏名 

資格保有）と同等とし、当施設の賃金規定第

の業務に従事する、経験年数

円（基本給

当施設において

円、諸手当

看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士

（受入れ機関番号

に対する同等報酬について

受入れ施設名称

受入れ施設住所

（候補者番号

看護師候補者・介護福祉士候補者・看護師・介護福祉士

      上記のとおりであることを報告します。

　公益社団法人 国際厚生事業団　殿
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（
）

（
）

在
留

資
格

の
変

更
の

許
可

を
受

け
た

日
年

月
日

（
）

1

）

2

）

3

）

4

年
月

日

5

公
益

社
団

法
人

 国
際

厚
生

事
業

団
　

殿
受

入
れ

機
関

名
称

）

　
　

　
当

機
関

受
入

れ
の

上
記

の
者

が
在

留
許

可
の

変
更

の
許

可
を

受
け

ま
し

た
の

で
受

入
れ

機
関

住
所

　
　

報
告

い
た

し
ま

す
。

代
表

者
職

氏
名

年
月

日
連

絡
先

電
話

番
号

担
当

者
職

氏
名

(
）
枚

目

日

そ
の

他

年 年
月

西
暦

生
年

月
日

就
労

開
始

年
月

日
西

暦

候
補

者
番

号

在
留

カ
ー

ド
番

号
（
外

国
人

登
録

番
号

）

西
暦

特
定

活
動

の
在

留
資

格
か

ら
、

特
定

活
動

以
外

の
在

留
資

格
の

変
更

の
許

可
を

受
け

た

日
月

（
受

入
れ

機
関

番
号

　
（
変

更
前

の
受

入
れ

施
設

名
称

：

　
　

 変
更

前
受

入
れ

機
関

名
称

：

　
　

 変
更

前
受

入
れ

施
設

名
称

：

性
　

　
　

　
別

　
（
変

更
後

の
在

留
資

格
：

国
　

　
　

　
籍

【
受

け
入

れ
て

い
る

看
護

師
候

補
者

/
介

護
福

祉
士

候
補

者
/
看

護
師

/
介

護
福

祉
士

】

氏
　

　
　

　
名

在
留

許
可

の
変

更
理

由
（
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

氏
名

）

在
留

資
格

変
更

報
告

書
【
受

入
れ

施
設

】

受
入

れ
施

設
名

称
（
施

設
種

別
）

様
式

4
号

受
入

れ
施

設
住

所

)枚
の

う
ち

（

　
（
変

更
前

の
在

留
資

格
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

特
定

活
動

以
外

の
在

留
資

格
か

ら
、

特
定

活
動

の
在

留
資

格
へ

の
変

更
の

許
可

を
受

け
た

受
入

れ
施

設
の

変
更

に
伴

い
、

在
留

資
格

の
変

更
の

許
可

を
受

け
た

受
入

れ
機

関
の

変
更

に
伴

い
、

在
留

資
格

の
変

更
の

許
可

を
受

け
た

労
働

契
約

締
結

日
：

西
暦

担
当

者
職

氏
名

（
連

絡
先

電
話

番
号

）

受
入

れ
施

設
代

表
者

職
氏

名
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（
）

（
）

死
亡

の
状

況
等

（
）

死
亡

日
年

月
日

死
亡

原
因

・
経

緯

年
月

日

年
月

日

公
益

社
団

法
人

 国
際

厚
生

事
業

団
　

殿
受

入
れ

機
関

名
称

）

受
入

れ
機

関
住

所

年
月

日
代

表
者

職
氏

名

連
絡

先
電

話
番

号

担
当

者
職

氏
名

(
）
枚

目

様
式

第
5
－

１
号

死
亡

報
告

書
【
受

入
れ

施
設

】

受
入

れ
施

設
代

表
者

職
氏

名

担
当

者
職

氏
名

（
連

絡
先

電
話

番
号

）

受
入
れ
施
設

名
称
（
施
設
種
別
）

受
入

れ
施

設
住

所

（
受

入
れ

施
設

記
載

用
）

【
受

け
入

れ
て

い
た

看
護

師
候

補
者

/
介

護
福

祉
士

候
補

者
/
看

護
師

/
介

護
福

祉
士

】

氏
　

　
　

　
名

（
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

氏
名

）

国
　

　
　

　
籍

候
補

者
番

号

性
　

　
　

　
別

生
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）
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入
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(
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踪
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】
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（
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）
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（
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）

【
受

け
入

れ
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た
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護
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/
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福
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士
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/
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護
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福

祉
士

】
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名
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踪

の
状

況
等
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入

れ
施

設
代

表
者

職
氏

名

担
当

者
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氏
名

（
連
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先

電
話

番
号

）

国
　

　
　

　
籍

発
覚
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機
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失

踪
状

況
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（
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フ
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名

）

性
　

　
　

　
別
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日
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暦
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月
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方

入
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日

就
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（
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）
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年
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日
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暦
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号

在
留

カ
ー

ド
番

号
（
外

国
人

登
録

番
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）
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日

（
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入
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年
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労

活
動
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発

覚
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契
機

年
月

日

年
月

日

公
益
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団

法
人

 国
際

厚
生

事
業

団
　

殿
受

入
れ
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関

名
称

）

　
当
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関

受
入

れ
の
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記
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者
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、
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管

法
第

十
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第

一
項
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機
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所

違
反

し
て

い
る

と
思

料
い

た
し

ま
す

の
で

報
告

い
た

し
ま

す
。

代
表

者
職

氏
名

年
月

日
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当
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名

(
）
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目
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う
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入
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）
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式
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５

－
３

号

不
法
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労

活
動
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告

書
【

受
入

れ
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れ
施
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氏
名
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者
職

氏
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（
連
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先
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話
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）
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福
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暦
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	手引き
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	ただし、（ロ）に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと。
	ア　 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
	イ　 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること
	注意：複数の施設で就労する場合
	EPA介護福祉士（候補者）には、入管法に基づき、「特定活動」という在留資格が与えられます。特定活動の在留資格では、個々の外国人ごとに、具体的に雇用される機関（受入れ機関）、就労する施設（受入れ施設）および当該施設における活動の内容は、法務大臣により個々の候補者に対して指定書（※）により指定されます。したがって、指定書により指定された就労活動のみ可能となり、候補者を指定された施設以外で就労させたり、指定された活動内容以外の就労活動をさせたりすることは入管法上できません。
	これらに違反して就労を行ったEPA介護福祉士（候補者）は、入管法に基づき国外退去等の処分の対象となります。受入れ機関においては、雇い入れるEPA介護福祉士（候補者）の在留資格が適正なものであるかどうか確認を行ってください。
	また、EPA受入れ制度の趣旨に鑑み、候補者については、候補者として活動中の間は、原則として、他の在留資格への変更は認められません。
	なお、EPA介護福祉士（候補者）の在留管理は、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」（平成20年法務省告示第278号）、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」（平成20年法務省告示第506号）又は「平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関す...
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	②介護福祉士候補者の在留管理
	候補者の在留管理に必要な手続きは、受入れ支援契約に基づき、JICWELSからご案内いたします。
	(a)在留資格と許可される活動
	介護福祉士候補者の在留資格は「特定活動」となり、介護福祉士資格を取得することを目的とし、日本語研修機関における研修の履修活動及び受入れ施設において施設内研修を通じて必要な知識・技術を修得する活動を指します。
	(b)資格取得前の受入れ機関・施設の変更
	上記①(a)の指針上、介護福祉士候補者が受入れ機関・施設を変更するためには受入れ施設の閉鎖等の「やむを得ない事情」が必要であるとされており、資格取得前の受入れ機関・施設の変更は原則として認められません。
	これは、同一法人内の別施設での就労についても同様であり、勝手に同一法人内の別施設で就労させると、入管法違反となります。
	(c)在留資格の変更と各種支援
	候補者は、日本の国家資格を取得する目的のもと、「特定活動」の在留資格によって日本での在留を許可されています。候補者が在留資格を「特定活動」以外（例：日本人の配偶者等）に変更した場合、候補者として受けられる全ての支援を受けることができなくなります。「特定活動」から他の在留資格へ変更を検討する際には、事前にJICWELSまでご相談ください。
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